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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

総括研究報告書 

食事摂取基準の策定を見据えた栄養学の進展に資する研究 

はじめに 

研究代表者 朝倉敬子 

東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

日本人の食事摂取基準（以下、食事摂取基

準）がその名前で策定されるようになったのは

2005年であった。その後、5年おきに内容が見

直され、2025年版では 4回目の改定が行われ

た。この間に出版されたエネルギー・栄養素摂

取と健康状態に関する研究論文の数は膨大

であり、エビデンス収集には相当なマンパワー

と時間が必要であった。 

これまで、食事摂取基準改定のためのエビ

デンス収集は、改定の3年ほど前から文献レビ

ューのための研究班が設けられ、実施されて

きた。しかし、研究論文の出版は当然ながら継

続的に行われるため、十分なエビデンス収集

のためには体制が不十分であることが食事摂

取基準 2025年版の中でも指摘されている。策

定の基本的な方向性についてまとまった議論

をする機会もごく限られていた。そういった状

況を踏まえ、以下を目的として本研究班が設

けられた。 

①指標の定義の再確認：研究班のメンバー間

で各指標（推定平均必要量・推奨量・目安量・

耐容上限量・目標量）の具体的な数値を定め

るにあたっての困難を共有し、指標の定義の

再確認、認識の統一を図る。また、数値算定

において生体指標の利用が可能になるなど、

具体的な策定方法に変化が生じている栄養素

も複数あり、新たな策定方法についての考え

方の整理を行う。 

②継続的なエビデンス収集の実施：ビタミン・ミ

ネラルを中心に、現時点でエビデンスの不足

している点を抽出する。文献検索および/また

は研究計画立案をし、エビデンス不足を補う。

また、対象者別、とくに妊婦・授乳婦、乳児・小

児の章についてのエビデンス収集を行う。 

③食事調査データの取り扱い方法の検討：こ

れまで食事摂取基準の数値算定において国

民健康・栄養調査のデータが使用されてきた

が、その集計方法などについてまとめる。また、

日本食品標準成分表（以下、食品成分表）の

改訂に伴い、栄養計算結果の解釈に注意が

必要な点が生じているため、食品成分表七訂

から八訂への改訂の影響について検討する。

さらに、国民健康・栄養調査における食事調

査は1日調査であるため、そのデータから習慣

的摂取量を推定する方法について検討する。 

これらの目的を達成するため、i) 総論検討グ

ループ、ii) 食事調査データ検討グループ、iii)

エネルギー産生栄養素グループ、iv) ビタミン

グループ、v) ミネラルグループ、vi) 対象者別

グループに分かれ、それぞれが本報告書に報

告する内容を検討した。研究分担者、研究協

力者のお名前は次ページに掲載する。本研究

は 1年目であるが（そして、活動を始めたのは

公募時期との兼ね合いで 11 月以降であるが）、

研究班メンバーの先生方の精力的な活動によ

り活発で有意義な議論が展開され、本研究班

のもう一つの目的である、食事摂取基準策定

に関わる若手～中堅研究者の確保・育成も十

分に進みつつあることを申し添えたい。 
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【研究組織】 

＜研究代表者＞ 

朝倉敬子 東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

＜研究分担者＞ 

新井英一 静岡県立大学食品栄養科学部 

岩井美幸 国立環境研究所 環境リスク・健康領域 

春日義史 慶應義塾大学医学部産婦人科 

片桐諒子 千葉大学大学院情報学研究院 情報・データサイエンス学部・学府 

叶内宏明 大阪公立大学生活科学部食栄養学科 

桒原晶子 大阪公立大学生活科学部食栄養学科 

佐々木敏 東京大学大学院医学系研究科 

東海林宏道 順天堂大学医学部小児科学講座 

松本麻衣 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 

＜研究協力者＞ 

上西一弘 女子栄養大学栄養学部実践栄養学科 

吉田宗弘 関西大学 

田中清  静岡県立総合病院 リサーチサポートセンター 

畑本陽一 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 

藤原綾  国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 

中西由季子 人間総合科学大学 人間科学部 ヘルスフードサイエンス学科 

橋本彩子 京都女子大学 家政学部 食物栄養学科 

高橋一聡 千葉大学 大学院園芸学研究院 

杉本南  東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野 

大野富美 岐阜大学大学院医科学研究科 疫学・予防医学分野 

大村卓也 国立長寿医療研究センター ジェロサイエンス研究センター 代謝・内分泌研究部 

清水俊明 順天堂大学大学院医学研究科 小児思春期発達・病態学 

杉山隆  愛媛大学大学院医学系研究科 産科婦人科学 

青未空  大阪樟蔭女子大学 健康栄養学部 健康栄養学科 応用栄養学研究室 

石神昭人 東京都健康長寿医療センター研究所 老化制御研究チーム 

杉本大貴 国立長寿医療研究センター・予防科学研究部 

上原敬尋 国立長寿医療研究センター・循環器内科部 

瀧谷公隆 大阪医科薬科大学 医学教育センター 

丸山広達 愛媛大学大学院 農学研究科 生命機能学専攻 地域健康栄養学 

平岡真実 千葉県立保健医療大学 健康科学部 栄養学科 

佐藤憲子 日本女子大学家政学部 食物学科基礎栄養学 

小西香苗 昭和女子大学食健康科学部管理栄養学科 

佐野光枝 滋賀県立大学人間文化学部人間文化学部生活文化学科・食生活専攻 

金髙有里 札幌保健医療大学保健医療学部栄養学科 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

総括研究報告書 

日本人の食事摂取基準における「指標」の定義について 

研究分担者 佐々木 敏 1 

研究代表者 朝倉 敬子 2 
1東京大学大学院医学系研究科 
2東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

【研究要旨】 

食事摂取基準の目的である「国民の健康の保持・増進、生活習慣病の発症予防」を念頭に、指標

の定義について再検討を行った。食事摂取基準の 5つの指標は各国で定められている指標と概

ね一致しており、また新たな指標の追加は不要と考えられた。摂食→体内量→生理機能→健康ア

ウトカムの流れの中で栄養素摂取量および健康アウトカムと関連の強い indicator（指標算定の拠り

所となる数値、各種生体指標や臨床検査結果など）を選択できると理想的であるが、特に生理機

能に関しては適切な生体指標の存在しない栄養素がほとんどであることが明らかになった。推定

平均必要量・推奨量については定義に不明確な部分は小さく、主な議論は indicatorの選択にな

ると考えられた。一方、目安量はバスケットネーム的に使用されている場合があり、定義の見直しが

必要と考えられた。耐容上限量、目標量はその意味合いや予防の対象とする疾患についての基

本的な見直し、認識共有が必要と考えられた。 

A. 背景と目的

日本人の食事摂取基準（以下、食事摂取基

準）では主に5つの指標（推定平均必要量、推

奨量、目安量、耐容上限量、目標量）が定めら

れている。総論に各指標の定義が記述されて

いるが、栄養素ごとの特性の違いやエビデン

スの多寡により、同じ名前の指標であっても栄

養素によって意味合いが異なることがある。こ

のことが、食事摂取基準の理解しにくさや活用

の困難さに影響を与えていると考えられる。 

 本項では、食事摂取基準の主目的である

「国民の健康の保持・増進、生活習慣病の発

症予防」を念頭に、指標の定義について再検

討を行った。特に、策定に関わってきた、ある

いはこれから関わる可能性のある研究者間で

指標に関する認識を共有し、より明確な手順

で指標の算定ができるようになることを目指し

た。 

B. 方法

B-1. 各国における指標の定義の比較

日本、及び英語で栄養素摂取量に関する基

準を公表している国や地域における指標の定

義を収集し、比較検討を行った。 

B-2. 欠乏と不足の定義、および生体指標の

利用について 

 食事摂取基準では栄養素の欠乏と不足につ

いて定義がされているが、その二者の境界は

健康アウトカムをどのようにとらえるかによると

考えられる。臨床的なアウトカムのみならず、

近年は生体指標の変化をアウトカムと捉えて

指標の数値が検討される機会も増えてきた。

諸外国の基準における策定方法に関する文
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書等に基づき、健康アウトカムの捉え方を整理

し、欠乏と不足の定義について検討した。 

 

B-3. 指標の定義に関するディスカッション 

 前出のように、食事摂取基準では同じ指標

であっても栄養素ごとに意味合いの異なること

がしばしば認められる。研究班メンバー全員、

あるいは栄養素ごとの小グループで食事摂取

基準策定時、あるいは活用時に困難を感じた

事項についてディスカッションを行った。主な

論点を抽出、挙がった意見を整理した。 

 

B-4. 解決すべき課題の抽出 

 総論に指標の定義があるとは言え、指標を

定めるべきかどうか、またどの指標を定めるべ

きかについて不明確なことがある。そういった

定義上の課題について、B-1～B-3で得られ

た知見から抽出を行った。 

 

C. 結果 

C-1. 各国における指標の定義の比較 

日本の 5つの指標とその定義に対応する、

各国あるいは組織における指標を表 1にまと

めた（1－7）。英語で指標の定義の記述が得ら

れた国・地域は 5つであった。日本にはない指

標を定めている国・地域もあり、例えば英国に

おける Lower Reference Nutrient Intake（推定

平均必要量－2×標準偏差で算出）などがそ

れに当たるが、食事摂取基準の活用を考えた

際に、現在の 5指標に追加する必要はないと

考えられた。 

推定平均必要量、推奨量の定義は、名称の

揺れはあるものの、いずれの国・地域でも同じ

であった。目安量についても、推定平均必要

量、推奨量を定めるのに十分なエビデンスが

ないために設定される、集団のほぼ全員にお

いて十分と思われる摂取量、という定義で一致

していた。 

耐容上限量は策定していない国があった。

また、想定する健康アウトカムが急性なのか慢

性なのかについての明確な記載はいずれの

基準においてもなかった。EUの定義では一生

涯摂取しても健康障害の生じない量、とされて

おり、慢性の健康アウトカムも含みうる表現で

あった。また、オーストラリアの耐容上限量の定

義には、almost all individualsに健康障害が生

じ得ない量、という記述があり、全員を対象とし

ていないというニュアンスが含まれていた。 

 目標量の定義は、国・地域により違いがあっ

た。日本では目標量はエネルギー産生栄養素

以外に対しても定められているが、EU、オース

トラリアについてはエネルギー産生栄養素に

対して定められる指標（範囲）と定義されてい

た。アメリカ・カナダおよび北欧諸国では、エネ

ルギー産生栄養素に対する AMDR 

(Acceptable macronutrient distribution range)

に加え、ナトリウムに CDRR（Chronic Diseaase 

Risk Reduction Intake）が定められていた。 

 

C-2. 欠乏と不足の定義、および生体指標の

利用について 

 食事摂取基準では、欠乏は「当該栄養素の

体内量が必要量を下回ることを要因として不

可避の病態が現れる状態」、不足は「当該栄

養素の摂取量が必要量を下回ることを要因と

してある病態のリスクが生じる状態」と定義され

ている。大まかに言って、栄養素摂取量が必

要量に対して足りないことにより、臨床的に検

出できる症状が出現することが欠乏、ある病態

につながり得る変化が検出される状態になるこ

とを不足と捉えることができよう。 

 米国から発表された Guiding Principles for 

Developing Dietary Reference Intakes Based 

on Chronic Disease で提案された図に基づき、

栄養素摂取から健康影響の出現に至る一連

の流れを図 1に示す（８）。最も右側にある「健

康アウトカム」について、良好な状態を保つ、

あるいは望ましくない影響を出現させないため

に食事摂取基準は策定されている。目標量を

除く指標を考える際には、図 1の②体内量が
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不十分になる状態あるいは③生理機能に望ま

しくない変化のみがある状態は不足の状態、

④健康アウトカムが表れた状態は欠乏と言えよ

う。ただ、生理機能の変化と健康アウトカムの

出現は連続的であり、栄養素及び健康アウト

カムの性質を考慮する必要があると考えられ

る。 

以下、指標毎に、栄養素の過不足の評価方

法における生体指標の活用について、ビタミ

ン・ミネラルを中心にまとめる。目安量は、例外

としてビタミン Dがあるものの、摂取実態に基

づき算定され生体指標が活用されることはな

いため、以下に含めていない。 

i) 推定平均必要量・推奨量

多くの栄養素では、体内量が適切、あるい

は健康上の明白な問題のない一定の状態に

保たれると考えられる摂取量に基づいて算定

されている。出納試験や平衡維持量の推定、

要因加算法によって推定平均必要量が求めら

れている場合が多い。体内量の過不足を示す

血清中物質濃度、あるいは尿中排泄物等の生

体指標が明確で、数値の算定に使用されてい

る栄養素はビタミンA、ビタミンB2、ナイアシン、

ビタミン B6、葉酸、ビタミン C、銅である。しかし、

これらの栄養素でも当該栄養素の摂取量と生

体指標の関連が弱かったり、あるいは報告ごと

のばらつきが大きかったり、日本人に関する情

報はなかったりする場合が多い。 

生理機能の変化を示す何らかの生体指標

に基づいて算定されているのはビタミン B1、セ

レンのみである。体内量を示す生体指標はそ

の意味するところが一定の体内量の維持であ

ったり体内量の飽和であったりして、推定平均

必要量の意味合いのばらつきの原因となって

いる。その点からも、健康アウトカム発現につ

ながる生理的変化を捉える生理機能の生体指

標の活用は推進されるべきであるが、適切な

生理機能の指標がない栄養素が多いのが現

状である。 

ii) 耐容上限量

その定義にもあるように、健康アウトカムの出

現が数値算定の根拠として使用されている。

主に臨床症状の出現であるが、ビタミンDの高

カルシウム血症、ビタミン Eの血液凝固能の低

下、銅の血清銅濃度上昇など、一部で臨床検

査値も使用されている。 

iii) 目標量

その定義より生活習慣病発症の予防を目的

とする。生体指標は、推定平均必要量・推奨

量および耐容上限量が予防を目指す比較的

短期的に生じる健康アウトカムの有無や程度

を捉えやすいが、目標量のように年単位以上

の期間を経て生じる病態を評価する指標とし

ては適切なものが見当たらない。現状では、生

体指標を活用して定められている目標量はな

い。 

C-3. 指標の定義に関するディスカッション

論点ごとに項目立てし、議論の中で出た意

見を以下にまとめる。 

i) 「必要量を満たす」「充足している」とはどの

ような状態を指すのか。 

・食事摂取基準にも記述があるが、欠乏は臨

床症状が出る量、不足は病態のリスクが生じる

量（生体指標の変化が現れる量）という理解で

よいと考えられる。 

・推定平均必要量の算定の際には、生理機能

の生体指標を使えるようにすれば充足してい

るかどうかが明確になると考えられる。 

・現在の食糧事情を考慮すると、欠乏ではなく

不足を予防する方向性が良いと考えられる。 

ii) エビデンスとして、介入研究を選ぶべきか

観察研究を選ぶべきか。 

・研究対象者の摂取量の範囲を考慮する必要

がある。通常の食事からの摂取量程度の介入
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がなされた研究であればエビデンスとして使用

可能かもしれないが、“通常の摂取量”の定義

が必要となる。国民健康・栄養調査などから習

慣的摂取量を推定し、幅を決める必要がある

かもしれない。 

・原則、観察研究を選択した方が良いのでは

ないか。 

iii) 推定平均必要量と目安量の違いに“十分

な科学的根拠があるかないか”があるが、この

判断はどうするべきか。 

・体内量や生理機能の適切な生体指標がなく、

また栄養素摂取量と生体指標の関連に関する

エビデンスが無い場合に、“十分な科学的根

拠がない”ことになるのではないか。 

iv) 目安量の定義の再考の必要性

・ビタミン Dについて、目安量の定義と実際の

数値の策定方法の乖離が見られる。目安量の

定義には二つの部分があるが、後半のみに当

てはまる場合も可、などの運用ができないか。

（①一定の栄養状態を維持するのに十分な

量。特定の集団において不足状態を示す者

がほとんど観察されない量。②十分な科学

的根拠が得られず、推定平均必要量と推奨

量が設定できない場合） 

・もしくは、「当該栄養素の体内状態を適切に

保つことのできうる摂取量の目安を示せる場合

にも目安量の語を当てる」などの文言を定義に

追加してはどうか。 

v) 耐容上限量の定義の再考の必要性

・そもそも全員が守るべき値なのか。例えば、

“The highest level of daily nutrient intake that 

is likely to pose no risk of adverse health 

effects to almost all individuals in the general 

population. As intake increases above the UL, 

the risk of adverse effects increases.”とした文

書もあり、完全に全員と言っていない。 

・特殊な遺伝的背景（吸収の調節が十分でな

いなど）のある人がいる場合は、その集団も考

慮して UL を策定する考え方と、考慮せず、特

別な遺伝的背景のある集団については別に

記述する考え方の 2通りがある。例えば、１０％

をこえる有病率の疾患については考慮するな

ど、一定の目安があっても良いかもしれない。 

・微量ミネラルについては、耐容上限量は近づ

いてはいけない値である。 

・ミネラルは推奨量と耐容上限量の値の差が

小さく、NOAEL（No Observed Adverse Effect 

Level）に不確実性因子 10 分の 1 などとすると、

ULが推奨量よりも小さい値になってしまったり

するので、現在の摂取実態と見比べて不確実

性因子の方を定めたりしている。現状でも耐容

上限量ではなく HOI（Highest Observed 

Intake）に近い値になっている微量ミネラルが

多い。耐容上限量については、定義に HOIの

考え方を含めても良いのではないか。 

vi) 耐容上限量において、急性影響に加えて

慢性影響も考慮する必要性はないか。 

・基本的には急性影響を考える。慢性影響も

ある場合は、本文で言及するのが良いかもし

れない。慢性影響を考慮すると大きく耐容上

限量が変わる場合は考慮するのも一案であ

る。 

vii) 目標量を定めるべきか否かをどう決めるべ

きか。 

・栄養素摂取量と健康アウトカムの出現に関す

る確実なレビュー論文が複数存在する場合に

は目標量を定められるのではないか。 

・健康アウトカムを考慮するが確実なレビュー

論文が無い場合は目安量になるであろう。な

お、目安量を算定する場合は、臨床症状が当

該の栄養素摂取量を増やすことで改善がみら

れる場合となる。目標量では、当該の栄養素

摂取量を減らすことで改善がみられる場合も

含むことになる。 
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viii) 目標量を定める際にアウトカムに設定す

る疾患について 

・生活習慣病をアウトカムとしているが、健康寿

命に関わる疾患をアウトカムとするのはどうか。

認知機能低下・認知症なども、アウトカムとして

検討しうる疾患かもしれない。 

・その時点で食事を改善することで病状の改

善しないもの、例えば感染症やがんなどはアウ

トカムに含まれないことで良いのではないか。

C-4. 解決すべき課題の抽出

指標の定義に関連し、今後も議論の継続が

必要と考えられた課題は以下の通りである。 

①指標算定の拠り所となる indicator（栄養素

摂取量、各種生体指標、臨床検査結果、臨床

症状など）の各栄養素における明確化、より良

い indicatoｒの探索： 

摂食→体内量→生理機能→健康アウトカム

のどの段階の indicatorを使用しているのか、

および栄養素摂取量と indicator、indicator と

健康アウトカムの関連の確実性を食事摂取基

準の文中で明確に示す必要がある。 

②目安量の定義の再検討：

特にビタミン Dを念頭において、目安量をよ

り柔軟に定義する必要があると考えられる。 

③耐容上限量の定義の再検討：

どの程度守るべき数字なのか、アウトカムの

発生までの期間をどの程度と考えるべきなの

かなど、基本的な事項に関し定義し、認識の

統一を図る必要がある。特殊な集団の扱いに

ついて検討する必要がある。 

④目標量を定めるべき場合の検討：

時代に合わせた“生活習慣病”の範囲の再

検討、エビデンスの確実性の判断に対する共

通認識の形成が必要である。 

D. 考察

栄養素は、それぞれその性質も関係する健

康アウトカムもさまざまである。そのため、食事

摂取基準の総論で一律に定義されたとおりに

指標を算定するのは難しいことがある。今回の

議論のポイントは、不足と欠乏の線引き、指標

算定の拠り所となる indicator（特に生体指標）

を明確に認識し記述につなげること、エビデン

スの質の評価方法、考慮すべき健康アウトカム

の性質などであった。栄養に関する課題の重

心が欠乏症から慢性疾患に移り、また体内の

栄養状態の評価法が変化してきていることも

反映し、多くの論点が挙げられた。 

 推定平均必要量・推奨量は指標の定義自体

には不明確な部分が少なく、それを定めるた

めの indicatorの捉え方が主な議論となった。

目安量はバスケットネーム的に使用されている

場合があり、定義の見直しが必要と考えられた。

耐容上限量、目標量はその意味合いや予防

の対象とする疾患についての基本的な見直し、

認識共有が必要と考えられた。 

E. 結論

 指標の定義および関連する事項について議

論を重ね、再検討を行った。研究者間である

程度一定の認識を共有できた。いくつか結論

の出ていない課題もあるため、検討を継続の

予定である。 

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

１. 論文発表

なし

２. 学会発表

なし

H. 知的所有権の出願・登録状況

１. 特許取得
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  なし 

２. 実用新案登録

なし

３. その他

なし
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C
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n
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e
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s
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k

R
e
d

u
c
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n
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D
R

R
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d
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m
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n
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h

e
 s

o
d

iu
m

C
D

R
R

 i
s
 t

h
e
 l
o
w

e
s
t 

le
ve

l

o
f 

in
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h
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f 

f 
ic

ie
n

t 
s
tr
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c
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 c
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c
h
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n
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 d
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e
a
s
e
 r
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k
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d

u
c
ti

o
n

.

対
応

す
る

指
標

名
と

そ
の

定
義
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R
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R
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 b
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 l
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c
e
 N

u
tr

ie
n

t 
In

ta
k
e
s

(R
N

Is
):

  
th

e
 a

m
o
u

n
t 

o
f 

a

n
u

tr
ie

n
t 

th
a
t 

is
 e

n
o
u

g
h

 t
o

e
n

s
u

re
 t

h
a
t 

th
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 b
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c
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 b

e
 e

n
o
u

g
h

 f
o
r

a
lm

o
s
t 

e
ve

ry
o
n

e
, 
b

u
t

b
e
lo

w
 a

 l
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e
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c
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.
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国
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)

A
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ra
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q
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 d
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 p
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p
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R
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 p
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p
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c
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p
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a
ve

ra
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 d
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p
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 r
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c
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 l
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p
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 r
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 d
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ra
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 d
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h
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a
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h
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p
o
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n

th
a
t 
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s
u

m
e
d
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o
 b

e

a
d

e
q

u
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o
r 
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e

p
o
p

u
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o
n
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 n

e
e
d

s

 t
o
le

ra
b
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 u

p
p

e
r 
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k
e
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ve

l 
(U

L
):
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h

e
 m

a
xi

m
u

m
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k
e
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s
u

b
s
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n
c
e
s
 i
n
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o
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s
u

c
h
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s
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u
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ie
n
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r

c
o
n

ta
m

in
a
n

ts
, 
th

a
t 

c
a
n

 b
e

c
o
n

s
u

m
e
d

 d
a
il
y 

o
ve

r 
a

li
fe

ti
m

e
 w

it
h

o
u

t 
a
d

ve
rs

e

h
e
a
lt

h
 e

ff
e
c
ts

th
e
 r

e
fe

re
n

c
e
 i
n

ta
k
e
 r

a
n

g
e

fo
r 

m
a
c
ro

n
u

tr
ie

n
ts

 (
R

I)
:

th
e
 r

a
n

g
e
 o

f 
in

ta
k
e
s
 o

f 
a
n

e
n

e
rg

y 
s
o
u

rc
e
 t

h
a
t 

is

a
d

e
q

u
a
te

 f
o
r 

m
a
in

ta
in

in
g

h
e
a
lt

h
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E
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R
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E
s
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m
a
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d
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g
e

R
e
q

u
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e
m

e
n
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: 
 A

 d
a
il
y

n
u

tr
ie

n
t 

le
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l 
e
s
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m
a
te

d
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o

m
e
e
t 

th
e
 r

e
q

u
ir

e
m

e
n

ts
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f

h
a
lf

 t
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e
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e
a
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h
y
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d
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n
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e
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a
n
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p
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u

la
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li
fe

 s
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g
e
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ro
u
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R
D
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e
c
o
m

m
e
n

d
e
d

D
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ta
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 I
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ta
k
e
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T

h
e
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ra
g
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 d

a
il
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d
ie

ta
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in
ta

k
e
 l
e
ve

l 
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a
t 
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s
u

ff
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ie
n
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 m
e
e
t 

th
e

n
u

tr
ie

n
t 

re
q

u
ir

e
m

e
n
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f

n
e
a
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y 
a
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 (

9
7
-9

8
%

) 
h

e
a
lt

h
y

in
d

iv
id

u
a
ls
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n

 a
 s

e
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a
n
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p
a
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u

la
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li
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 s
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g
e
 g
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u
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.

A
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d
e
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u
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k
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 d
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 l
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 b
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o
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p
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 b
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 d
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e
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e
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 d
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 l
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c
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p
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c
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

総括研究報告書 

文献レビューの方法について 

研究分担者 佐々木 敏 1 

研究代表者 朝倉 敬子 2 
1 東京大学大学院医学系研究科 
2 東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

【研究要旨】 

各国・地域から公表されている、栄養素摂取量に関するガイドライン作成に当たってのエビデン

ス収集方法について検討した。5 つの文書（①SACN Framework and methods for the evaluation of

evidence that relates food and nutrients to health （英国）、②USDA Nutrition Evidence Systematic 

Review: Methodology Manual (米国)、③Using Systematic Reviews to Support Future Dietary 

Reference Intakes: A Letter Report (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine

（NASEM） 米国)、④Methodological framework for the review of Nutrient Reference Values （オー

ストラリア・ニュージーランド）、⑤Nordic Nutrition Recommendations 2023 （NNR2023、北欧））の

内容をまとめた。本邦においても、①エビデンス収集のテーマ設定、②新たなシステマティック・レ

ビューが必要か否かの判断、③文献検索方法、④収集したエビデンスの質の評価法、⑤エビデン

スの統合・最終的な判断に関する事項、について、食事摂取基準策定の際に一定の考え方が示

されていると、作業効率や記述の質の向上が図れる可能性が考えられた。 

A. 背景と目的

日本人の食事摂取基準（以下食事摂取基

準）は多数の学術研究の結果に基づいて定め

られている。学術研究を集めるためには文献

レビューが実施される。文献レビューの方法に

ついて、食事摂取基準の総論では、システマ

ティック・レビューの手法を用いること、リサーチ

クエスチョンの定式化には可能な限り PICO 形

式を用いること、量・反応メタ・アナリシスから得

られる情報の利用価値が高いことなどの記述

があるが、より具体的な記述はない。日本人に

おける摂取実態、各栄養素の特徴、栄養素摂

取量と健康アウトカムの関連など様々なタイプ

の文献を収集する必要があるため、レビュー方

法を統一することは困難であるが、諸外国から

は、栄養関連エビデンスのシステマティック・レ

ビューをどう実施するべきか、さらにそれを用

いてどのようにガイドラインを策定していくべき

かについて、いくつか文書が発表されている。

本項ではこれらを収集、記載内容をまとめ、食

事摂取基準に応用可能な部分があるかを検

討した。 

B. 方法

B-1. 資料収集と内容のまとめ

英語で書かれた、栄養関連エビデンス収集

に関する資料、ガイドラインを収集した。論文

ではないため、各国のエネルギー・栄養素摂

取量のガイドラインに関するホームページの情

報を確認した。また、Google 検索（検索語：

nutrition, guideline sysdematic review）および

chatGPT（o1）を使用し、英語で食事摂取基準

に当たるガイドラインを定めている国（英国、米

国・カナダ、EU 諸国、オーストラリア・ニュージ
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ーランド）における、栄養関連文献のレビュー

についての文書・資料を検索した。得られた文

書を精読し、要点をまとめた。 

 

B-2. 食事摂取基準への応用可能性の検討 

 食事摂取基準に関連するエビデンス収集を

目的とした文献レビューの進め方、システマテ

ィック・レビューを実施するべきか否か、検索方

法、エビデンスの質の評価法などの観点から、

各資料の記述のうち本邦でも応用できる、ある

いは応用すべきと考えられる事項についてまと

めた。 

 

C. 結果 

C-1.  資料収集と内容のまとめ 

得られた文書は①SACN (Scientific 

Advisory Committee on Nutrition) Framework 

and methods for the evaluation of evidence 

that relates food and nutrients to health （英

国）（１）、②USDA (United States Department 

of Agriculture) Nutrition Evidence Systematic 

Review: Methodology Manual (米国)（2）、③

Using Systematic Reviews to Support Future 

Dietary Reference Intakes: A Letter Report 

(National Academies of Sciences, Engineering, 

and Medicine（NASEM） 米国)（3）、④

Methodological framework for the review of 

Nutrient Reference Values （オーストラリア・ニ

ュージーランド）（4）、⑤Nordic Nutrition 

Recommendations 2023 （NNR2023、北欧）（5）

であった。⑤はエネルギー・栄養素摂取量に

関するガイドラインそのものであるが、方法論

についても詳細な記述があるために採用した。

以下、各文書について詳述する。 

 

①SACN Framework and methods for the 

evaluation of evidence that relates food and 

nutrients to health （英国）： 

 SACN は the Office for Health Improvement 

and Disparities (OHID)の委員会であり、栄養

や関連する健康問題に関する独立した科学的

助言およびリスク評価を提供している。本文書

の要点は以下の通りである。 

 

・個別の研究をエビデンスとして用いる場合は、

randomised controlled trials (RCT)に重きが置

かれるが、十分な検出力が無かったり、経過観

察が短かったりする研究も多い。適切な RCT

が無い場合には、質の良い non-randomised

の介入研究や前向きコホート研究も考慮され

る。他のデザインの研究は、通常考慮されな

い。 

 

・システマティック・レビュー、特に RCT のメタ・

アナリシスを含む研究は強力なエビデンスを

提供する。SACN は、個別研究に関するシステ

マティック・レビューを新たに実施するよりも、

RCT や前向きコホート研究に関する既存のシ

ステマティック・レビューを利用することを優先

する。ただし、システマティック・レビューの質

や、システマティック・レビューの内容が SACN

のリサーチクエスチョンや選択基準・除外基準、

比較対象とどの程度一致しているかが問題と

なる。 

 

・異なるタイプのエビデンス評価方法を設けて

いる。i) Reports: full risk assessment を実施し

まとめた文書、 ii) rapid reviews: 短時間で行

う risk assessment に基づく文書で、優先度・緊

急度の高い事項に対するもの、特異的なリサ

ーチクエスチョンに対するもの、 iii) position 

statements: 専門家の見解を簡潔に示す文書、 

iv) joint reports/rapid reviews/position 

statements: SACN と他の学術団体とで合同

で発表する文書, v) updates to reports/rapid 

reviews/position statements: 既存の reports, 

rapid reviews, position statements に関し、新

規エビデンスが得られて見直しを行った文書 

 

・評価の範囲の決定には、以下の事項が考慮
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される。i) 評価を実施する理由、ii) 対象とな

る主要な栄養素、食事パターン、食品および/

または食品成分と、それらが健康や疾患に及

ぼすとされる影響、iii) 遺伝的エビデンス(必要

に応じ)、iv) 評価対象集団および健康・疾患

アウトカム、v) モニタリングおよびサーベイラン

スの結果、vi) 背景や現時点での知見、過去

の公的機関の報告書、非政府組織による質の

高いレビュー 

 

・エビデンス評価のプロセスは以下の通り。 

i) 実施する評価の種類を決め、その根拠を明

確にする、ii) リサーチクエスチョンおよび目的

を明確にする、iii) 参考にする文献の範囲を

設定する、iv) （文献の）選定基準を設定する、

v) 評価対象とする集団、介入（または曝露）、

比較対象、アウトカム（PICO）を提示する、vi) 

文献検索戦略を明確にする。 

 

・文献検索は、通常個別の研究ではなくシステ

マティック・レビューに限定される。文献検索戦

略として検索語、使用するデータベース、他の

情報源、含める研究のデザイン、出版物のタイ

プ（peer-reviewed かどうかなど）、出版日の範

囲、言語を明確にする。文献の選択プロセス

はフローダイアグラムで示す。その他、SACN

では、独立した 2 人でレビューを行うこと、ドラ

フトは public consultation にかけることなどを推

奨している。 

 

・各研究から得られた知見は、エビデンステー

ブルにまとめる。含めるべき事項は筆頭著者、

発表年、実施国、サンプルサイズ、研究期間、

適格基準および除外基準、食事調査法、曝露、

アウトカム、統計解析、主な結果、交絡因子の

調整（観察研究の場合）、および資金提供元

である。 

 

・見出された研究に対し、quality assessment 

tool で質の評価を行う。推奨されている tool は、

システマティック・レビューについては

AMSTAR2、RCT は ROB-2、non-randomised

の介入研究については ROBINS-I、

non-randomised の曝露に関する研究は

ROBINS-E、国や国際機関のガイドラインや各

種レポートについては AGREE-Ⅱである。 

 

・エビデンスの確実性の評価は、曝露－アウト

カムの組み合わせそれぞれについて別々に

行われる。どのシステマティック・レビューを選

択するかにおいては、適切に質の評価が行わ

れているか、多くの研究が含まれるか、最近発

表されたものか、を考慮する。メタ・アナリシス

を含むシステマティック・レビューが望ましい。

システマティック・レビュー同士の比較は、効果

の方向性と大きさ、サブグループ解析や感度

分析の結果、含まれる各個の研究の多様性や

重複について考慮する。 

 

・GRADE（Grading of recommendations, 

assessment, development and evaluation）を用

いてエビデンス全体の確実性について評価す

る。評価方法の詳細についても記述あり。 

 

・曝露－アウトカムの関連性に関する結論は、

次のような要素を考慮して導く。i) 検討対象と

なった研究の種類の妥当性および質、ii) 観

察された効果や関連の信頼性、特に関係の大

きさや、他の生活習慣因子（身体活動レベル

や喫煙など）による交絡の可能性、iii) 研究が

十分な数の研究および参加者に基づいており、

精度の高い推定が可能であり、かつ結果が検

討対象としている集団に一般化可能かどうか、

iv) 用量反応関係の有無、v) 観察研究にお

ける因果の逆転の可能性、vi) 観察された関

係の生物学的または機序的な妥当性、vii) 検

討中のアウトカムとの関連が、異なる集団、研

究デザイン、研究環境において一貫して観察

されているか 
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・最終決定には専門家の判断を仰ぐが、通常、

GRADE でエビデンスの確実性が high あるい

は moderate と評価されたときに public health 

recommendations を示す。 

②USDA Nutrition Evidence Systematic

Review: Methodology Manual (米国)： 

 USDA は米国農務省で、その中に the 

Nutrition Evidence Systematic Review (NESR) 

team が設けられている。この team に属する科

学者が栄養に関連する情報を収集するためシ

ステマティック・レビューを行っている。この文

書の要点は以下の通りである。 

・4 つの evidence synthesis product がある。i)

Systematic Review:  公衆衛生上重要な栄養

に関する問いに答えるために、体系的で透明

性があり、厳密かつプロトコルに基づいた手法

を用いて、該当するエビデンスの検索、評価、

統合、エビデンスの強さの評価を行う、ii) 

Rapid Review:  公衆衛生上重要な栄養に関

する問いに答えるために、効率化された体系

的レビュー手法を用いて実施されるエビデンス

統合プロジェクト。完全なシステマティック・レビ

ューの手法が必要ない場合や実施が困難な

場合に用いられる、iii) Evidence Scan 公衆衛

生上重要な栄養に関する問いやトピックにつ

いて、利用可能なエビデンスの量や特性を記

述するために、体系的な手法を用いて検索と

記述を行う探索的なエビデンス記述プロジェク

ト。迅速レビューやシステマティック・レビュー

の初期段階として実施されることもある、iv) 

Continuous Evidence Monitoring:  将来的な

システマティック・レビューに向けて、あらかじ

め定められた体系的レビューのプロトコルを用

いて、定期的にエビデンスを検索、スクリーニ

ング、準備するためのエビデンス収集プロセス

・NESR のシステマティック・レビューは

peer-review される。 

・まず、システマティック・レビューの問いが同

定される。その際には、次の点が考慮される。 

i) アメリカの栄養関連連邦プログラム、政策、

消費者教育の優先事項（「アメリカ人の食事ガ

イドライン」を含む）との関連性および潜在的な

影響、ii) 公衆衛生にとっての重要性、iii) 取り

組みの重複の回避。 

・問いのリストができたら、それはレビューされ

て、優先度や、これまでにレビューがされた問

いではないかが確認され、取捨選択される。レ

ビューを行って十分に情報が得られるかどうか

も考慮される。その際には、Evidence scan や

Continuous Evidence Monitoring の結果も考

慮する。 

・システマティック・レビューのプロトコルは分析

の枠組み、（論文の）選定および除外基準、統

合の計画などを含む。このプロトコルは、透明

性の確保、選択的な報告の防止、作業の重複

回避、査読や一般からの意見募集を推進する

ために、オンライン上で公開される。 

・分析の枠組みは PICO 形式で表される。主要

な交絡因子や媒介因子なども特定する。 

・統合の計画では、メタ・アナリシスの有無、可

視化の方法（エビデンステーブル、フォレスト

プロット、ギャップマップなど）を特定する。統

合の際には以下の因子を考慮する。i) 研究デ

ザイン ii) 研究対象集団 iii) 介入/曝露 iv) 

アウトカム v) 解析方法 vi) その他の因子（健

康状態など） 

・NESR は通常 RCT、non-RCT（介入研究）、コ

ホート研究、ネステッド症例対照研究を採用す

る。 

・（他、出版日、研究対象者の健康状態、言語、
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研究の実施国などにつき、詳細な記述あり。） 

 

・文献検索はNESRの司書が実施し、文献のス

クリーニングは NESR のアナリストが行う。全て

の過程は事前に定義され、プロセスのすべて

が公表される。取り込まれた文献も除外された

文献もリストが公表される。 

 

・PubMed/Medline, Cochrane, Embase が主に

使用される。（検索語やフィルターの仕様につ

いても記述あり。） 

 

・検索は、もう一人の司書によって peer-review

される。review を担当した司書はフィードバック

を行い、最終的な検索を実施、文書として結

果を報告する。 

 

・2 人のアナリストが文献のスクリーニングを行う。

タイトルチェック→抄録チェック→全文チェック

の順に進める。 

 

・選択された論文の引用文献や、関連するシ

ステマティック・レビューの引用文献などのマニ

ュアルサーチも行う。 

 

・一般的に論文から抽出されるデータは、研究

デザイン、実施国、サンプルサイズ、参加者の

特性（年齢、性別、人種／民族、社会経済的

地位、健康状態など）、独立変数および従属

変数とその測定方法、統計的な調整方法、結

果、限界点、および資金提供元である。これら

を表にしたり図示したりする。データは 1 人の

アナリストが行い、もう一人が内容を確認する。 

 

・バイアスの評価は 2 名のアナリストが行う。

RCT には revised Cochrane tools for 

randomized trials、non-randomized の介入研

究には ROBINS-I を、観察研究には

ROBINS-E を用いて評価する。 

 

・エキスパートグループが、エビデンスを統合

し、結論文を作成し、証拠の強さを評価し、今

後の研究に関する提言を行う。エビデンスは、

「強い（Strong）」「中程度（Moderate）」「限定的

（Limited）」「グレードを付けられない（Grade 

Not Assignable）」のいずれかのグレードに分

類される。グレードは、エビデンスの一貫性、

精度、バイアスのリスク、直接性、一般化可能

性といった要素に基づいて系統的に判断され

る。定量的な結果についてメタ・アナリシスが

行われることもある。（なお、エビデンスの一貫

性、精度、バイアスのリスク、直接性、一般化

可能性の 5項目を評価するためのルーブリック

と、結論文のグレードの判断基準は、文中で

表として示されている。） 

 

・すべてのシステマティック・レビューの経過と

結果が USDA のホームページ上で公表される。

（公表文書に何が含まれるべきかが文中で示

されている。） 

 

・実施されたシステマティック・レビューのアッ

プデートは、以前に行われたレビューのプロト

コルの確認の後検討される。アップデートの要

否の判断において、以下の因子が考慮される。

i) 既存のレビューにおける文献検索が実施さ

れた時期の新しさ ii) 研究分野における方法

論的な進展 iii) 既存のレビューにおける結論

文に付けられたグレード（低い時には新たなレ

ビューが必要な可能性が高い） iv) 撤回論文

が確認された場合 v) アップデートを行うに足

る新たなエビデンスが十分に存在するか （新

たなシステマシックレビューが必要かどうかの

フローチャートが文中に示されている。） 

 

・NESR によるエビデンススキャンは、公衆衛生

上重要な栄養に関する課題やテーマについ

て、利用可能なエビデンスの量や特性を調

査・記述する探索的なエビデンス記述プロジェ

クトを言う。システマティック・レビューの手法が
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とられるが、何らかの問いに答えることはしない。

システマティック・レビューのプロトコルの検討

やレビューに値するだけのエビデンスが存在

するか、問いの優先順位付け、どのレベルの

レビューを実施するべきか、レビューを実施す

るのにどれだけのリソースが必要かなどを明確

にするために実施される。この結果も、経過も

含めて文書で公表される。 

 

・Continuous Evidence Monitoring（CEM）は、

将来のシステマティック・レビューに備え、系統

的なレビュー手順に基づいて定期的にエビデ

ンスを検索・選定・準備するプロセスである。こ

れは、専門家グループによって作成された既

存のシステマティックレビュープロトコルを用い

て、継続的かつ定期的に文献を検索・スクリー

ニングし、場合によってはデータ抽出やバイア

スリスクの評価まで行うことを含む。Dietary 

Guidelines Advisory Committee の開催が 5 年

おき、2 年間なので、その間にエビデンスを集

積しておくことが当初のCEMの目的であった。 

 

・CEM の扱う問いは、以下の条件を満たすも

のとなる。i) 次回の Dietary Guidelines 

Advisory Committee で取り上げられる可能性

が高い、高優先度の事項 ii) 科学的な信頼性

が比較的高く、次回の委員会で大幅な変更が

加えられることが想定されない、承認済みのプ

ロトコルを有する事項。方法は、システマティッ

ク・レビューと同様のステップを踏むことになる

が、一定の周期で行われる。多くの場合、デー

タの抽出やバイアスの評価は行われない。 

 

・Rapid review は、システマティック・レビューが

不要、あるいは実施困難な時に行われる簡略

化されたレビューである。実施が適当な場合と

して、i) 緊急あるいは新たに生じた公衆衛生

上の課題への対応 ii) さまざまな介入、政策、

運営モデルの効果の評価 iii) 特定のテーマ

に関するエビデンスの現状の明確化 iv) 研究

の必要性の特定 v) コミュニケーションの主体

への情報提供。（文中では、full systematic 

review と rapid review の違いが図示されており、

rapid review の細かな方法も示されている。）  

 

③Using Systematic Reviews to Support Future 

Dietary Reference Intakes: A Letter Report 

(米国)： 

National Academies of Sciences, Engineering, 

and Medicine（NASEM）の、Standing 

Committee for the Review of the Dietary 

Reference Intakes Framework（食事摂取基準

（DRI）枠組みの見直しに関する常設委員会）

から発表されたレポートである。 

 

・次の 3 つの問いに答えようとしたレポートであ

る。i) 今後の DRI の検討において、新たに系

統的レビュー（systematic review）を実施する

必要があるのか、それとも質の高い既存の系

統的レビューを活用できるのか？ ii) 質の高

い既存の系統的レビューを活用できる場合、

適切な採用基準および除外基準は何か？ iii) 

既に公表された系統的レビューは更新可能

か？ 

 

・質が高く、透明性の高いシステマティック・レ

ビューが備えるべき特徴は以下の通りである。

i) 研究課題および内容が、DRI に関する意思

決定において関心のある集団（Population）、

介入および/または曝露（Interventions and/or 

Exposures）、比較群（Comparators）、およびア

ウトカム（Outcomes）に関連している（PI[E]CO

基準を満たしている）こと、 ii) 系統的レビュー

が、系統的レビューの手法に精通し、かつ利

用者や資金提供団体から独立した、資格を有

する専門家によって実施されていること、 iii) 

系統的レビューが査読を受けており、公に入

手可能であること、 iv) 系統的レビューが、金

銭的利益相反を含む重大な利益相反を有す

る関係者によって資金提供されていないこと。 
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・DRI で取り挙げるのに適切なシステマティッ

ク・レビューの条件として 9 項目が挙げられて

いる。 i) 実施方法が文書で明確に示されて

いるべきである ii) 既存の系統的レビューに

おける PI(E)CO 基準は、DRI の研究課題と密

接に一致している必要がある。特に、栄養素

や食品成分の摂取量または栄養状態を評価

するために用いられた手法に注意を払うべき

である。 iii) 系統的レビューに含める研究の

適格性に関する判断は、複数のレビュアーに

よって行われ、合意されるべきである iv) 既存

の系統的レビューで用いられている文献の出

版期間は、最新かつ関連性の高いエビデンス

が網羅されているかを確認するために考慮さ

れなければならない v) アウトカム、介入、摂

取量と反応の関係、方法論上のばらつきなど、

研究間の異質性にも配慮すべきである vi) 出

版バイアスや時間遅延バイアス、個々の研究

結果の報告に関するバイアス（報告バイアス）

など、エビデンスの信頼性に影響を及ぼすバ

イアスに関する議論が含まれているべきである

vii) 適切なツールを用いたバイアスリスクの評

価が含まれているべきである viii) エビデンス

の強さに関する評価が含まれているべきであ

る iv) 科学的な質は、AMSTAR 2 などの公認

された質評価ツールを用いて評価されるべき

である。（これらの基準は、Nordic Nutrition 

Recommendation’s Criteria for “Qualified” 

Systematic Reviews を参考にして決められてい

る。） 

・新たなシステマティック・レビューをするべき

か、既存のものを用いるべきかについてはフロ

ーチャートで示されている（図 1）。 

④Methodological framework for the review of

Nutrient Reference Values （オーストラリア、ニ

ュージーランド）： 

Australian Government Department of 

Health が New Zealand Ministry of Health と連

携して発行した文書で、オーストラリアおよび

ニュージーランドの Nutrient Reference Values

(NRVs)を見直す際の手順、方法論、評価基準

を定めることを目的としている。2006 年に策定

された NRVs を基準とし、その改定をどうしてい

くかという視点でまとめられている。3 つのセク

ション（i. NRVs の概念的基盤とその適用の明

確化 ii. NRVs 見直しのプロセス iii. NRVs の

導出方法）を含むが、本項では主に iiと iiiにつ

いて記述する。 

・本文書の方法論的な枠組みは図2のようにま

とめられている。 

・NRVsにおいて特に議論の多い重要な課題と

して以下の 3 点を挙げている。i) 健康アウトカ

ムとして「栄養欠乏の予防」と「慢性疾患の予

防」のいずれを用いるか ii) 生理的な必要量

あるいは食事における必要量のどちらを設定

するか（ビタミン D と K） iii) 栄養素間の相互

作用をどのように考慮するか。 

【NRVs 見直しのプロセス】 

・（NRVs に関連する研究の）動向の監視およ

び見直しの契機の特定が、文献レビューの開

始前から行われる。以下の点が考慮される。i) 

公衆衛生上の優先事項 ii) 他の先進国にお

ける NRVs の変更や進展 iii) 新たな科学的根

拠の出現 iv) 方法論的な厳密さへの懸念。 

・レビューが行われることになると、専門家によ

る検討委員会およびワーキンググループが招

集される。（それぞれの責務やチームの作り方

が文中に列記されている。） 

・報告文書として、ドラフトガイドライン（推奨さ

れる値のアウトライン）とテクニカルレポート（レ

ビュー過程の記録）が公表される。（ガイドライ

ンの構成も図として示されている。）これらは公
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的なウェブサイト上で公開され、少なくとも一度

はパブリックコメントの機会が設けられる。 

 

・基準の最終確定の前に、独立した専門家に

よるレビューが行われる。レビューの方法論に

関するレビューと、基準値案の適切性に関す

るレビューが行われる。 

 

【NRVs の導出方法】 

・耐容上限量以外の指標の導出は、図 3 に示

すステップで行われる。 

 

・問いの定義が初めに行われる。以下の点が

考慮される。i) 特定の年齢層において、現在

の NRVs に問題があるか ii) なぜ今、この栄養

素について見直すことが重要なのか、この栄

養素に特有の課題はあるか iii) 2006 年以降、

この栄養素の基準値に影響を及ぼしうる重要

な問題が発生しているか iv) 現在、集団の大

部分が推定平均必要量を満たしていない、あ

るいは耐容上限量を超えているという状況は

あるか v) 国民の栄養状態に関する正確な情

報は入手可能か vi) 特定の栄養素の改定

NRVs を公表するにあたり、オーストラリア健康

調査や関連するニュージーランドの調査結果

の公表を待つべきか vii) 検討すべき新たな

エビデンスがあるか viii) 既存の集団データ

やその他の研究から、毒性に関する新たな情

報が得られているか。 PICO 形式で問いを整

理することについても記述がある。 

 

・次にバイオマーカーを選択するが、選択の前

に栄養素欠乏状態における生理学的および

生化学的指標を明確に定義しておく必要があ

る。欠乏を予防するために必要な摂取量を特

定するには、食事摂取量と栄養状態との関連

を示す強固なバイオマーカーを選定する必要

がある。また、栄養状態と慢性疾患との関連を

明らかにするためには、欠乏予防のために用

いられたバイオマーカーでは捉えられない可

能性のある追加のバイオマーカーを選ぶ必要

がある場合もある。バイオマーカーを選択する

際に留意すべき点は以下の通り。i) 欠乏状態

の評価および慢性疾患予防に関連するエンド

ポイントを、エビデンスを選定する前に定義し

ておくこと ii) 欠乏状態の指標として用いるバ

イオマーカーが、測定可能かつ信頼性のある

ものであることを確認すること iii) 慢性疾患の

リスクを低下させるのに必要な栄養素摂取量

を評価するバイオマーカーは、主要な健康ア

ウトカムと関連しており、栄養素摂取により変化

し、それが疾患リスクの変化と結びついている

必要があること（バイオマーカーの変化が疾患

発症率の低下と明確に関連していることが重

要）。また、変化を最大限に引き出すために必

要な最小期間についての情報も必要。 iv) 健

康維持、代謝、酸化、炎症、心理的プロセスな

どにおいて中心的役割を担う複数のバイオマ

ーカーを測定することで、微量栄養素の状態

をより統合的に評価できる可能性があるため、

複数のバイオマーカーの使用を検討すること。 

 

・エビデンスおよびデータの特定と選定は、系

統的なアプローチによって行う必要がある。エ

ビデンスを選定する前に、その検討プロセスを

文書化し、一貫性と信頼性の高い手法を確保

する必要がある。文書には、研究を採用するた

めの包含基準、受け入れ可能なエビデンスの

レベル、異なる集団背景をもつ国際的研究を

どのように扱うかに関する指針、動物実験など

のエビデンスの取り扱いに関する方針等が記

述される必要がある。 

 

・エビデンスの選定は、まず IOM（米国医学研

究所）、EURRECA（欧州微量栄養素推奨整合

プロジェクト）、EFSA（欧州食品安全機関）によ

って最近行われた NRV に関する研究のレビュ

ーから始めるべきである。これらの機関による

最新の結論を考慮し、必要に応じて新たなエ

ビデンスに基づいて修正を加える。新たな研
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究の特定にあたっては、明確に定義された検

索語を用いてシステマティックな文献検索を行

う必要がある。また、研究を採用・除外する理

由を事前に明示し、選択的な検索ではなく客

観的なアプローチで行うことが重要である。 

・検索サイトとしてMedline, Cochrane database,

Embase、ウェブサイトとして FSANZ(Food 

Standards Australia New Zealand), EFSA, 

Food Standards UK, IOM は確認されるべきで

ある。それぞれから抽出された文献数、および

最終的に使われた文献が選択される過程のフ

ローチャートは示されるべきである。

・数値の設定のためには、以下の研究が必要

になるかもしれない。i) 栄養素と選択されたバ

イオマーカーとの用量反応関係

（dose-response relationship）を記述した研究、

ii) 選定したバイオマーカーが最大値に達する

までに必要な研究期間を検討した研究、 iii) 

個人間の反応のばらつきを調べた研究（これ

により、EAR から RDI を導出する際に、変動係

数（CV）として 10%以外を用いる科学的根拠が

あるかどうかを判断するための材料となる）、iv) 

栄養素または各種ビタミンのバイオアベイラビ

リティ（生体利用率）やバイオコンバージョン

（体内での変換）に関する研究。 

・レビュー対象となるエビデンスの選択に当た

り、考慮されるべき点は以下の通りである。i) 

可能であれば、対照群を含む研究が選定され

るべきであり、エビデンス選定においてできる

限り一貫性を保つよう努めること、ii) 適切なア

ウトカムと研究期間を有する介入研究

（intervention studies）は、可能な限り、「計算

による」ファクトリアルスタディや短期バランスス

タディよりも優先して扱うべきである、iii) すべ

てのエビデンスの一貫性は重要である、iv) 包

括的なレビューが必要と判断された場合は、

2002 年以前の研究も含めてすべての関連研

究を検索対象とすること、v) 疫学研究も考慮

すべきである。特に、栄養素の摂取量と疾患ア

ウトカムとの関連が見られない「否定的な疫

学」も重要。微量栄養素に関する肯定的な疫

学研究の結果は、RCT による確認がなされて

はじめて、EAR や RDI (recommended dietary 

intake)の変更に用いることができる。ただし、 

SDT (suggested dietary target、慢性疾患予防

のための値)のような「より柔軟な指標」に関し

ては、マクロ栄養素・微量栄養素のいずれに

おいても疫学的エビデンスを用いることができ

る、vi) 動物実験のエビデンスは耐容上限量

を設定する際に必要となる場合があるが、人

への外挿は困難である、vii) 試験の期間は、

選定されたバイオマーカーの変化を最大限に

引き出すのに十分である必要がある。 

・欠乏状態に関するエビデンスの選定におい

ては、以下が考慮されるべきである。i) 質の高

い系統的レビューおよびよく実施された RCT

やコホート研究のメタ回帰分析が、主なデータ

ソースとされるべきである、ii) 質の高い系統的

レビューやメタ回帰分析が存在しない場合に

は、適切に設計された単独または複数の二重

盲検 RCT を、可能な限り活用する、iii) 大きな

効果が確認された研究については、研究の格

付けを上げることを考慮する必要がある、iv) 

二重盲検 RCT の結果（およびそれに基づくメ

タ回帰分析）は、その栄養素の摂取量が対象

集団内でどの程度かという背景を踏まえて解

釈する必要がある。具体的には、欠乏症の発

症率、RCT で用いられた用量、現在の食事摂

取量、および欠乏率との整合性を評価すべき

である、v) 利用可能なエビデンスが限られて

おり、RCT がほとんど（またはまったく）存在し

ない栄養素については、以下の要素で研究を

特性づけるべきである：投与用量、サプリメント

または強化食品の形態、分析方法、対象集団、

栄養状態の変化に伴ってバイオマーカーに反

応が現れる最も長い介入期間。 
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・慢性疾患予防に関するエビデンスを選定す

る上で最も重要な点は、検討すべき課題（質

問内容）、主要アウトカムおよび副次的アウトカ

ムを明確に定義することである。マクロ栄養素

に関するエビデンスの選定に当たっては以下

を考慮する。i) 可能であれば、質の高い系統

的レビューやメタ・アナリシスを主要なデータソ

ースとして用いる、ii) 質の高い系統的レビュ

ーやメタ・アナリシスが利用できない場合には、

妥当性の確認されたバイオマーカーを用いた

RCT を可能な限り使用する、iii) 疾患アウトカ

ムを評価対象とする前向きコホート研究は、マ

クロ栄養素のレビューにおける受け入れ可能

なエビデンスの形式である。一方、横断研究

や症例対照研究は、原則として他のエビデン

スが存在しない場合を除き、避けるべきであ

る。 

 

・文献検索により抽出された各研究は、その質

が評価され、エビデンスの総体は「GRADE」ま

たは「FORM」手法のいずれかに従ってグレー

ド付けされる。（GRADE とFORM の詳細も文中

に記述されている。FORM は、Australian 

National Health and Medical Research Council

の定めた、ガイドライン策定の際に使用される

エビデンス評価手法） 

 

・FORM アプローチでは、エビデンスレベルは

研究デザインの強さによって決定され、I～IV

の 6 段階（III が 3 レベルに分かれる）で評価さ

れる。推奨全体のグレードは、エビデンス全体

の強さを示し、A～D の 4 段階で評価される。 

 

・一部の栄養素については、真に二重盲検化

された無作為化比較試験（RCT）がほとんど存

在しないため、エビデンスをグレード化すること

が困難な場合がある。例えば、バランススタデ

ィは介入研究ではあるものの、無作為化も盲

検化も対照化もされていないため、最良でもレ

ベル IV のエビデンスにしか該当しない。しかし、

特定の栄養素に関してはそれが唯一の利用

可能なエビデンスであり、それを用いて NRVs

を導出する必要がある。 

 

・栄養素摂取不足予防と慢性疾患予防のため

の推奨値を導出する際には、それぞれに異な

るアプローチを適用すべきである。栄養素摂

取不足予防に関しては、微量栄養素について

要因加算法（体内の各部位間での栄養素の

やり取り（プール間の交換）を測定し、維持と成

長に必要な損失量および需要量を推定する

方法）または用量反応（dose-response）アプロ

ーチ（栄養素摂取量と生理的・臨床的指標の

関係を検討する方法）のいずれかを用いるべ

きである。慢性疾患予防に関しては（微量栄養

素および主要栄養素の両方）、疫学研究と介

入研究を組み合わせたエビデンスが用いられ

る。この点については、図 4 に示す。 

 

・慢性疾患の予防に関する推奨値は、WHO 

Handbook for Guideline Development に基づ

いて導出すべきである。４つの主要なステップ

が示されている。i) 優先的に検討すべき質問

とアウトカムの特定 ii) オーストラリアおよびニ

ュージーランドの集団に適したエビデンスの収

集 iii) エビデンスの質の評価および異なる研

究タイプからのエビデンスの統合 iv) 得られ

た全体的なエビデンスに基づく推奨の策定。 

 

・推奨値が算出された後は、国際的な基準値

との比較、同一栄養素の中あるいは栄養素ご

とのレビューの間での一貫性の確認、推奨値

の妥当性の検討（新しい値が従来の値と十分

に異なるかどうか、値を変更しないことによる影

響）が必要である。従来の値から大きく変更さ

れる場合には、諮問委員会（Advisory 

Committee）は運営委員会（Steering Group）と

協議のうえ、独立した専門家によるレビューを

検討すべきである。 
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・推奨値の算定に当たり、研究データが存在し

ない集団への外挿が必要な場合、最も頻繁に

使用される 2つの外挿手法を選定している。体

表面積に基づく方法と、代謝体重（体重の

0.75 乗などで表される生理学的代謝に基づく

体重）および成長需要（成長に必要な栄養素

量）に基づく方法である。 

・栄養素には利益（benefits）とリスク（risks）の

両面が存在することなどを考慮すると、農業用

や工業用の化学物質に対して適用されるよう

な過度に保守的な（極端に安全側に倒した）

評価方法は、栄養素の耐容上限量の評価に

は適していない。十分な根拠のない耐容上限

量を設定してしまうと、FSANZ（オーストラリア・

ニュージーランド食品基準機関）が公衆衛生

上の課題に対応したり、食品への栄養素添加

の申請に柔軟に対応したりすることに大きな制

約が生じる。そのため、信頼に足る十分なエビ

デンスが存在しない場合には、耐容上限量を

設定すべきではないとされている。 

・耐容上限量に関しては、利用可能なデータ

が限られていることが多いため、RCT よりもエ

ビデンスレベルの低い研究を考慮する必要が

ある場合もある。動物からヒトへの用量レベル

の外挿は、栄養素に関しては非常に問題が多

く、一般的には適切ではない。よく設計された

動物研究よりも、ヒトにおける比較的質の低い

研究のほうが、耐容上限量を設定するうえでよ

り信頼性の高い根拠となる場合が多い。ヒトに

おいて高用量摂取による有害作用のエビデン

スが存在しない場合には、耐容上限量の設定

は適切でない可能性がある。しかしこれは、

「どのような摂取量であってもその栄養素が安

全である」と結論づけるものではなく、現実的

に達成可能な摂取量においては、明確な有害

作用が観察されていないという意味にとどま

る。 

・耐容上限量は、一般の健康な集団を対象と

して設定されるものであり、遺伝性疾患や他の

要因により一般集団よりも低い摂取量で有害

作用を受けやすいサブグループは含まれない。

可能であれば、感受性の高いサブグループを

特定し、その取り扱いを議論することが望まれ

る。 

・耐容上限量の設定において不確実性係数

（安全係数や補正係数）を適用する場合には、 

対象となる不確実性が明確に特定・評価され

ている必要がある。また、その係数の大きさに

ついては、不確実性の程度に照らして正当化

される必要がある。 

・耐容上限量を設定できない場合、または設

定が適切でない場合には、一般の健康な集団

における摂取の上限範囲（つまり、有害作用が

知られていない範囲での摂取量）を示すことが

有用かもしれない。データが不十分な場合に

高摂取量が必ずしも有害であるとは限らないこ

とを前提としつつ、既知の安全な摂取上限に

関する指針を提供できる。 

⑤Nordic Nutrition Recommendations 2023

（NNR2023, 北欧）： 

 Nordic Council of Ministers の主導の下、研

究者や専門家によって作成された、北欧およ

びバルト諸国の人を対象とする食生活に関し

て推奨される内容をまとめた文書である。栄養

素摂取量のみならず食品群、食事パターンな

どについても推奨される事項を示しており、さ

らに健康のみならず環境についても考慮して

いることが特徴である。方法論についても詳細

な記述があるため、ここで採用した。以下に、

栄養素に対して推奨される摂取量の策定方法

に関し、重要な点をまとめる。 

・栄養素摂取基準および食品摂取基準のエビ
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デンスの更新においては、qualified systematic 

reviews (qSR)が望ましい研究デザインである。

質の高いシステマティック・レビューを使用し、

また商業団体やイデオロギー団体による資金

提供が行われた研究は除外した。 

 

・システマティック・レビューの質の評価には明

確な基準を設け、基準をすべて満たしたシス

テマティック・レビューを qSRs として一覧表にし、

掲載した。 

 

・NNR2023 プロジェクトで qSR を行うためには、

以下の 8 ステップが含まれねばならない。 

i) 研究課題の明確な定義 ii) 事前に基準を

定めたプロトコルの作成 iii) 適切な文献検索

の実施 iv) プロトコルに従った研究のスクリー

ニングと選定 v) プロトコルに従ったデータ抽

出 vi) 特定の手順に基づいたバイアスリスク

の評価 vii) 特定の手順に従ったエビデンス

の統合と全体的強度の評価 viii) 標準化され

た基準に従った報告。 

 

・各システマティック・レビューは、バイアス評価

ツールを用いて評価された。例えば、RCT を

対象とした qSR では Cochrane の「Risk of Bias 

2.0」ツールを改変して使用、非ランダム化研

究に対しては ROBINS-I を使用し、観察研究

（前向きコホート研究、ケースコホート研究、症

例対照研究）に対しては RoB-NObS を用い

た。 

 

・NNR2023 は、栄養素・食品群とあらゆる関連

する健康アウトカムとの関連を対象とした、最

新かつ最高品質の qSR に基づいて構築される

べきであるが、そのためには数百にも及ぶ qSR

が必要となる。そのようなことを単独で実施す

るのはどの国の保健当局によっても不可能で

あり、各国当局間の国際的な連携と調和が求

められる。NNR2023 で採用したｑSR の作成に

は、以下の機関が関与している。The Institute 

of Medicine (IOM), National Academies of 

Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) 

(IOM was renamed to NASEM in 2011), the 

European Food Safety Authority (EFSA) and 

Nordic Council of Ministers。 

 

・NNR2023 における新規の qSR のテーマの検

討において、9 つのテーマが選定された。専門

家からの意見、市民からの意見募集に加え、

スコーピング・レビューが実施された。その後、

公募とスコーピング・レビューの結果を踏まえ、

NNR2023 委員会が以下のテーマを選定した。 

i) 小児におけるたんぱく質摂取と成長、およ

び過体重・肥満リスクとの関連 ii) 成人におけ

る豆類の摂取と心血管疾患および 2 型糖尿病

リスクとの関連 iii) 動物性たんぱく質と植物性

たんぱく質の摂取と心血管疾患および 2 型糖

尿病リスクとの関連 iv) 食事性脂質の質と、50

歳以上の成人におけるアルツハイマー病およ

び認知症リスクとの関連 v) ビタミン B12 摂取

量と、欠乏リスクのある集団におけるビタミン

B12 状態との関連 vi) 白肉の摂取と心血管疾

患および 2 型糖尿病リスクとの関連 vii) 妊娠

中、授乳期、または乳児期における長鎖 n-3

系脂肪酸のサプリメント摂取と、小児期におけ

る喘息およびアトピー性疾患のリスクとの関連 

viii) ナッツおよび種子の摂取と、心血管疾患、

2 型糖尿病およびそれらのリスク因子との関連 

ix) 0～5 歳児における食物繊維摂取と成長、

鉄状態、および腸機能との関連. 

 

・background review が行われた。36 の栄養素

および食品成分、15 の食品群、食事パターン

および食事全体パターンに関して、

background papers が執筆された。NNR2012 お

よび前もって実施されたスコーピング・レビュー

を出発点とし、各担当者は、自ら適切な文献

検索戦略を立て、NNR2012 以降に発表された

重要かつ関連性のある新しいエビデンスの評

価を行った。利用可能な場合には、qSR が
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background papers の主要な根拠として使用さ

れた。qSR でカバーされていない曝露―アウト

カムの組み合わせについては、他のレビュー

論文や原著論文を評価の対象とした。文献の

質はバイアス評価ツールなどを用いて評価さ

れた。全ての background papers はピアレビュ

ーを経て、一般公開による意見募集にも供さ

れた。これらの background review は、

NNR2012 以降における主な科学的アップデー

トの中核をなすものである。

・健康の側面のみならず、NNR2023 では、健

康と環境の両立を目指す食生活に関する科

学的助言を、国際的な枠組みと地域的な実情

を踏まえて提示することが試みられている。 

・NNR202３プロジェクトの組織は次のようにな

っている。Nordic Council of Ministers により業

務が委託され、Norwegian Directorate of 

Health が管理運営を行った。各国からの委員

を含む Steering committee が予算承認、COI

管理、進捗管理を行った。さらに、NNR2023 

committee が NNR2023 の企画運営、報告書の

発行、background papers の著者、査読者、SR

センター、Scientific advisory group の任命と管

理、COI 申告の審査を行った。Scientific 

advisory group は NNR2023 委員会を補佐する

専門家グループであり、内容の科学的妥当性

を高めるための第三者的視点を提供した。

Systematic review center が de novo のシステ

マティック・レビューを実施し、それ以外にも多

くの専門が関わっている。 

C-2.  食事摂取基準への応用可能性の検討

栄養素摂取量に関する基準策定の手順など

を示した文書を５つ確認した。日本人の食事

摂取基準の策定の手順に応用できるポイント

を以下のように整理した。 

①エビデンス収集のテーマ設定

 これまで、食事摂取基準改定に当たりどの部

分に焦点を絞ってエビデンス収集を行い、記

述を改めていくかについては、各章の担当者

が主に検討し、ワーキンググループで協議さ

れてきた。解決されるべきテーマの設定につ

いては、USDA の文書とオーストラリア・ニュー

ジーランドの文書で触れられている。それらを

合わせると i) 公衆衛生上の重要性、 ii) 自国

の政策・施策における優先事項との関連性、

影響 iii) 他国における栄養関連ガイドライン

の変更・発展 iv) 新たなエビデンスの出現 v) 

方法論の変化、が考慮すべき項目として挙げ

られている。それぞれ関連しあう部分もあるが、

本邦においても、同様の事項を考慮してテー

マ設定が行われるべきであろう。

また、候補として挙がったテーマが適切かど

うかを検討する場が必要である。専門家の中

で、例えば研究班や検討会などの場でテーマ

の適切性について議論をする機会が必要であ

るし、NNR2023 では、de novo でシステマティッ

ク・レビューをするテーマについては public

consultation も実施している。もとより、今回検

討した 5 文書を発表した国・地域においては

継続的にエビデンスの有無を監視する組織が

あるか、エビデンス収集の期間が長期にわた

る。そのため、「他国における栄養関連ガイドラ

インの変更・発展」「新たなエビデンスの出現」

「方法論の変化」といった事項については事前

にフォローができていると考えられる。本邦に

おいても、食事摂取基準の改定を目的として

短期的な活動を行うよりも、継続的にエビデン

ス収集をし、世界の動向を把握する必要があ

ると考えられる。 

②新たなシステマティック・レビューが必要か

否かの判断 

システマティック・レビューが非常に手間暇の

かかる作業であり、効率性の追求が必要であ

ることはどの文書にも記述されていた。既存の

システマティック・レビューが、日本人の食事摂
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取基準の改定に資するエビデンスを提供して

いるのであれば、それを積極的に採用すべき

である。SACNの文書では、個別研究に関する

システマティック・レビューを新たに実施するよ

りも、RCT や前向きコホート研究に関する既存

のシステマティック・レビューを利用することを

優先すると明記されていた。NASEM の文書に

は新たなシステマティック・レビューを実施すべ

きかどうかに関する判断のためのフローチャー

トが示されており、i) 現在提起されている問い

に答え得るシステマティック・レビューが存在す

るか ii) 既存のシステマティック・レビューの質

は十分か iii) 既存のシステマティック・レビュ

ーは十分に新しいか (既存のシステマティッ

ク・レビューを更新するだけの付加的なエビデ

ンスが十分存在するか) を考慮すべき項目と

して挙げている。NNR2023 では、既存の論文

から qualified systematic reviews を同定する作

業が行われており、適切なものが存在し、それ

が使用された場合には、書誌情報が一覧で示

されている。 

 

③文献検索方法 

 文献検索にはいくつかの文献検索サイトが

使用されることが通常であるが、それぞれの特

性を踏まえ、もれなく適切な文献収集を行うに

は相応の技術が必要である。USDA のマニュ

アルでは文献検索は司書が行うとされており、

本邦でもガイドライン作成などの経験のある司

書が文献検索を実施し、文献リストを作成する

ことが望ましいと考えられる。初めに、解決す

べき問いに答えられるシステマティック・レビュ

ーが既に存在するかを確認し、無い場合には

de novo のシステマティック・レビューを実施す

ることになる。いずれにせよ、検索語、使用す

るデータベース、他の情報源、含める研究の

デザイン、出版物のタイプ（peer-reviewed かど

うかなど）、出版日の範囲、言語などを明確に

し、検索を実施する。論文の選定基準、除外

基準を明確にした上で論文を取捨選択し、選

択された論文の結果をエビデンステーブルに

まとめていくことになる。 

 

④収集したエビデンスの質の評価法 

 論文の質の評価法については、4 文書に記

述があった。研究デザインによって、それにふ

さわしい質の評価ツールが示されている。記述

のあった評価ツールを表 1 にまとめた。本邦で

も、重要な記述の根拠論文については、評価

ツールを用いてその質を評価した上で引用す

る必要があると考えられる。 

 

⑤エビデンスの統合、最終的な判断に関する

事項 

 エビデンステーブルなどにエビデンスを集約

した後に、それを統合することになる。SACNの

文書では GRADE システムを用いてエビデンス

の総体を評価することとされている。GRADE シ

ステムでは、エビデンスの確実性は「高」「中」

「低」「非常に低」の 4 段階にランク付けされる。

RCT が根拠である場合は「高」、観察研究が根

拠である場合は「低」から始まり、Risk of bias、

非一貫性、非直接性、不精確さ、出版バイアス

が疑われる時には評価が下がり、大きな効果、

用量反応関係、交絡因子による過小評価があ

る場合には評価が上がる。USDA の文書では

独自のルーブリック（要素：エビデンスの一貫

性、精度、バイアスのリスク、直接性、一般化

可能性）が示されており、エビデンスは、「強

い」「中程度」「限定的」「グレードを付けられな

い」のいずれかに分類される。オーストラリア・

ニュージーランドの文書では GRADE システム、

あるいは FORM アプローチを用いてエビデン

スの総体の評価をすることとされている。

FORM アプローチでは、エビデンスレベルは

研究デザインの強さによって決定され、I～IV

の 6 段階（III が 3 レベルに分かれる）で評価さ

れる。推奨全体のグレードは、エビデンス全体

の強さを示し、A～D の 4 段階で評価される。 

 本邦でも、収集したエビデンスを全体として
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どう評価するかについて、一定の方法を示す

必要があると考えられる。しかし、オーストラリ

ア・ニュージーランドの文書に記述されている

ように、一部の栄養素では RCT がほとんど存

在せず、エビデンスの総体を既存の基準に基

づいて評価することが難しい場合もある。また、

栄養素を投与する形での RCT は、投与量が

通常の食事からの摂取量よりもずっと多く、通

常の食事からの習慣的摂取量を念頭に置く食

事摂取基準の根拠としては採用しがたい場合

があることも考慮する必要がある。 

 

D. 考察 

日本人の食事摂取基準において、策定方

法に関する詳細は総論に記述されている。文

献レビューの方法についても記述があるが、

2025 年版では 1 ページに留まる。今回、英国、

米国、オーストラリア・ニュージーランド、北欧

諸国から公表されている、栄養素摂取量に関

するガイドライン策定に資するエビデンス収

集・システマティック・レビューについての文書

を収集し、詳細な記述があることが確認でき

た。 

今回収集した文書にはそれぞれ特徴がある。

SACN（英国）の文書はガイドライン作成方法に

関する包括的な文書であり、de novo のシステ

マティック・レビューの実施よりも既存のシステ

マティック・レビューの活用に重きを置いている。

USDA（米国）の文書は、de novo のシステマテ

ィック・レビューの方法に特化した文書であり、

レビュー・プロトコルの作成や文献検索方法、

エビデンス統合方法などについて詳細な記述

がある。また、システマティック・レビューを行う

以前の、エビデンス出現の監視にあたるエビ

デンススキャンや Continuous evidence 

monitoring についても記述があり、実施するに

は体制の整備が必要ではあるものの、参考に

なる。NASEM（米国）の文書は、そもそも新た

なシステマティック・レビューの実施が必要かど

うかに関する考え方を示している。既存のシス

テマティック・レビューの質の評価に当たり、参

考になる視点を示している。オーストラリア・ニ

ュージーランドの文書は、既存の栄養素摂取

量に関するガイドラインを今後どのように改定

していくか、という視点で書かれている。改定を

考える要件が示されており、本邦でも参考にで

きる。バイオマーカーの選択に関する記述が

あることも特徴である。今後、日本人の食事摂

取基準においてもバイオマーカーの採用は増

える可能性がある。さらに、欠乏状態に関する

エビデンスの選定と慢性疾患予防に関するエ

ビデンスの選定について分けて記述があること

も特徴である。欠乏状態に関しては RCT が存

在しない栄養素も複数あるため、要因加算法

や用量反応アプローチを用いる必要があるこ

とが記述されている。耐容上限量の策定に関

しても、別項を設けて記述している。NNR2023

（北欧）は栄養素・食品摂取量に関するガイド

ラインそのものであるが、策定方法について詳

しい記述がある。可能な限り各栄養素につい

て qualified systematic reviews を定め、そこか

ら策定をする過程が示されている。各国、ある

いは国際機関から発表されたガイドラインの精

査の上で qualified systematic reviews が定めら

れており、国際協調の視点でも、効率の点でも

良いと考えられる。また、ガイドライン作成の前

に、各栄養素について background papers とし

て根拠論文の執筆が行われており、これも効

果的と考えられた。その上で、さらに 9 つのテ

ーマについて de novo のシステマティック・レビ

ューが行われている。 

 

E. 結論 

 各国・地域から公表されている、栄養素摂取

量に関するガイドライン作成に当たってのエビ

デンス収集方法について検討した。①エビデ

ンス収集のテーマ設定、②新たなシステマティ

ック・レビューが必要か否かの判断、③文献検

索方法、④収集したエビデンスの質の評価法、

⑤エビデンスの統合・最終的な判断に関する
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事項、について、食事摂取基準策定の際に一

定の考え方が示されていると、作業効率や記

述の質の向上が図れる可能性が考えられた。 

 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

１. 論文発表 

  なし 

２. 学会発表 

  なし 

 

H. 知的所有権の出願・登録状況 

１. 特許取得 

  なし 

２. 実用新案登録 

  なし 

３. その他 

  なし 

 

 

I. 参考文献 

1) SACN Framework and methods for the 

evaluation of evidence that relates food and 

nutrients to health. https://app.box.com/s/ 

um0oo1p2wuw2xd15hp4us8dqe9u969ng (2025

年 3 月 20 日アクセス) 

2） USDA Nutrition Evidence Systematic 

Review: Methodology Manual. https://nesr. 

usda.gov/sites/default/files/2023-02/USDA-

Nutrition-Evidence-Systematic-Review-%28N

ESR%29-Methodology-Manual-February2023.

pdf (2025 年 3 月 20 日アクセス) 

3） National Academies of Sciences, 

Engineering, and Medicine. 2023. Using 

Systematic Reviews to Support Future Dietary 

Reference Intakes: A Letter Report. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/books/NBK593732/pdf/Bookshelf_NBK5937

32.pdf (2025 年 3 月 20 日アクセス) 

4） Methodological framework for the review of 

Nutrient Reference Values. https://www.eat 

forhealth.gov.au/sites/default/files/2022-10/

Final_NRV_Methodological_Framework_v2.0_0.

pdf (2025 年 3 月 20 日アクセス) 

5） Nordic Nutrition Recommendations 2023. 

https://www.norden.org/en/publication/nordi

c-nutrition-recommendations-2023 (2025 年 3

月 20 日アクセス) 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

脂質、エネルギー産生栄養素バランス策定に関する課題整理：日本人の食事摂取基準（2025 年

版）策定検討会報告書について 

研究分担者 片桐 諒子 1 

研究協力者 丸山 広達 2 

研究代表者 朝倉 敬子 3 
1千葉大学大学院情報学研究院 
2愛媛大学大学院農学研究科地域健康栄養学分野 
3東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

【研究要旨】 

「日本人の食事摂取基準 (2025 年版)策定検討会報告書」では、脂質について脂質（脂肪エネル

ギー比率）、飽和脂肪酸、n-6系脂肪酸、n-3系脂肪酸、その他脂質（一価不飽和脂肪酸、トランス

脂肪酸）、食事性コレステロールの記載がある。n-6 系脂肪酸、n-3 系脂肪酸は目安量の設定があ

るが、離乳期の乳児や妊産婦の摂取量データが不足している。目標量の設定についても、国民の

摂取量の中央値か実現可能性を考慮しており、中央値が上昇傾向にある現在においては引き続

き摂取量の推移に注意する必要がある。加えて、現在数値としては目標量を設定していない項目

についても、今後の策定の可能性も視野に入れて引き続きのエビデンス収集が必要である。 

エネルギー産生栄養素については、各々のエネルギー産生栄養素の目標量から定めている

が、バランス自体を検討した研究結果との比較は必要である。 

海外の研究論文が比較的多い栄養素であるが、引き続き国内外のエビデンスを収集し、策定を行

う必要がある。 

A. 背景と目的

「日本人の食事摂取基準 (2025 年版)策定

検討会報告書」１）（食事摂取基準 2025 年版）

では、脂質について脂質（脂肪エネルギー比

率）、飽和脂肪酸、n-6 系脂肪酸、n-3 系脂肪

酸、その他脂質（一価不飽和脂肪酸、トランス

脂肪酸）、食事性コレステロールの記載がある。

脂質は全体的に生活習慣病との関連から国

内外において盛んに研究が行われている栄

養素といえるが、その中でも国内の研究の不

足や基礎的な測定値の不足が課題として挙げ

られる部分もある。また、エネルギー産生栄養

素バランスについてはたんぱく質、脂質、炭水

化物の章で記載された内容に基づき目標量を

設定しているが、エネルギー比率を曝露として

生活習慣病との関連を検討したエビデンスの

収集が必要かもしれない。本報告書ではこれ

らの栄養素の策定において考えうる課題につ

いて述べる。 

B. 方法

班内で統一した方法で課題の整理を実施し

た。まず、現状の指標（食事摂取基準に含ま

れる５つの指標、推定平均必要量（estimated 

average requirement：EAR）、推奨量
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（recommended dietary allowance：RDA）、目安

量（adequate intake：AI）、耐容上限量

（tolerable upper intake level：UL）、目標量

（tentative dietary goal for preventing life-style 

related diseases：DG））の策定方法を整理した。

続いて、課題と考えられる項目を列挙し、その

中で相対的に重要と考えられるものを抽出し

た。それらを研究課題とする場合の具体的な

内容を整理し、記載した。 

C. 結果

C-1. 2025 年版に含まれる指標の作成方法

の整理 

食事摂取基準 2025 年版の脂質およびエネル

ギー産生栄養素バランス章に含まれる摂取量

の指標の策定方法について表 1 のとおり整理

を行った。 

 脂肪エネルギー比率、n-6 系脂肪酸、n-3 系

脂肪酸には目安量が設定され、脂肪エネルギ

ー比率、飽和脂肪酸については目標量が設

定されている。これらの指標について、0-5 か

月の乳児の目安量の策定に使用されている値

は母乳からの測定値である。現在は日本食品

標準成分表「人乳」の値を使用しているが、可

能であれば 0-5 か月の乳児の目安量策定とい

う目的を鑑みて対象月齢児が摂取する母乳の

サンプリングを実施の上、値を得られることが

望ましい。また、母乳と摂取量の中央値を使用

している離乳期の目安量についても可能であ

れば摂取量を推定することが望ましい。n-6 系

脂肪酸、n-3 系脂肪酸の目標量、目安量とも

に、妊婦授乳婦について成人女性と特段の区

別をしていない。特に目安量については、非

妊娠の同年代女性の中央値を参照しており、

改めて文献検索等実施する必要がある。脂質

は生活習慣病との関連から目標量が定められ

ている項目を含んでいる。日本人の現在の摂

取量から鑑みて具体的に数値が設定されてい

ないトランス脂肪酸や、過去目標量の上限値

が設定されていたものの、十分なエビデンスが

ないため現在は数値設定のされていない食事

性コレステロールといった、数値設定がなされ

ていなくとも摂取量の推移や新規の健康影響

に関するエビデンスを注意深く観察する必要

がある栄養素もある。 

エネルギー産生栄養素バランスについては、

脂質、たんぱく質、炭水化物の各々の目標量

としての％エネルギーから設定されている。 

C-2. 今後の課題に関する整理

上記の指標に関する整理に加えて、現在設定

している値、昨今の日本人の摂取量を鑑みて

諸外国の状況と照らして引き続き検討が必要

な項目等について表２の通り課題抽出を実施

した。下記はその一部である。 

・総脂質、飽和脂肪酸の目標量

現在脂質の目標量の上限下限は脂肪酸比率

から計算されている。しかし、現状の日本人の

脂質中央値は、若年成人等で 30％を超える

年齢層があり、この年齢層の飽和脂肪酸の中

央値は８－９％と、すでに定めている目標量の

７％エネルギーを超えている。目標量は「生活

習慣病の発症予防のために現在の日本人が

当面の目標とすべき摂取量」であるため、中央

値に左右されるものではないが諸外国の飽和

脂肪酸のガイドラインが最大 10％エネルギー

としている場合も多く、引き続き推移に注意す

る必要がある。また、文献を収集した結果に応

じて年齢ごとに値を変更する等の可能性も検

討する必要がある。特に、飽和脂肪酸には下

限の設定はないが、高齢者等で低栄養に近い

状況になった際に下限を含めた範囲の設定を

行う必要があるかについても検討があるとよい

と考える。 

・目標量等の数値設定のない栄養素について

現在、トランス脂肪酸、食事性コレステロール

やそのほかの脂肪酸などは数値の設定を行っ

ていない。行っていない理由としては、研究の
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エビデンスが不十分であることや、研究結果の

不一致、日本人の摂取量が設定のある諸外国

と比較して少ないなど様々である。これらにつ

いて今後そのまま設定を行わないということは

なく、エビデンスや摂取量の推移を注視する。 

・エネルギー産生栄養素バランスの策定方法

について 

エネルギー産生栄養素バランスについては、

各々の目標量としての％エネルギーから設定

されるが、バランス自体を曝露とした研究論文

が存在すると考えられるため、今後はそうした

研究論文とあわせて検討を行う必要がある。 

D. 考察

 脂質においては、生活習慣病との関連から

目標量が設定されている脂肪酸があるが、全

体として飽和脂肪酸、脂質の摂取量が年齢に

よっては増加しており、それらの推移を注視す

る必要がある。また、乳幼児、妊産婦といった

特定の対象の研究が不足している状況もある。

さらに、国内、国外ともに大規模研究を含め、

生活習慣病との関連について多くの研究結果

が発表されて食事性コレステロールや、国内

では十分な検討が行われていないトランス脂

肪酸摂取に関しては、日本人の摂取量の推移

とともに現状の数値設定が行われていない記

載から変更する可能性も含めて研究動向を追

う必要がある。今後の課題の整理に含めた内

容は、考察的な内容も含んでおり重なるところ

があるが、課題となった部分については研究

実施や論文検索等を新規に実施してより科学

的根拠に基づく作成を行うべきである。また、

エビデンス刷新やより充実した摂取量推定を

実施するための体制やシステムづくりも重要で

あり、今回の研究班はその一端として重要な

意味を持つと考えられる。 

E. 結論

脂質に関しては、欧米で多くの研究があるもの

の、日本人の摂取量の範囲での研究結果は

多くはない。また、乳幼児、妊産婦などの研究

が不足している対象も存在する。エネルギー

産生栄養素バランスについては、改めて研究

結果まで精査する必要性を検討する必要があ

る。全体として、欧米からの研究も異なる研究

結果の報告が発表され続けている状況であり、

今後も引き続き研究状況の把握が重要であ

る。 

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

１. 論文発表

なし

２. 学会発表

片桐諒子 栄養政策・公衆栄養学のた

めの人間栄養学研究の在り方：栄養素と疾 

患（健康）の縦糸・横糸関係をどう考えるべ

きか？第 78 回日本栄養・食糧学会大

会.2024 年 5 月.  

H. 知的所有権の出願・登録状況

１. 特許取得

なし

２. 実用新案登録

なし

３. その他

なし

I. 参考文献

1) 厚生労働省 「日本人の食事摂取基準

(2025 年版)策定検討会報告書」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.h

tml 
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。
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【表2】課題リスト

番号 記載年月日 既存/新規 課題 重要度

2025年1月24日 新規
図2の複数日食事記録からの摂取量について年齢と食事記録の日数
を勘案し、できたら刷新した方がよい。

2025年1月24日 既存
母乳の脂肪濃度を元に目安量が策定されており、最近の測定でも同
様の値か確認が必要

重要

2025年1月24日 既存

脂質の目標量の上限下限の設定が、脂肪酸の比率から算出している
が、図2や国民健康・栄養調査から考え総脂質30%の際に飽和脂肪
酸が7%E以下に期待できるかというとやや根拠に乏しいと思われる
（例：国民健康・栄養調査18-29歳で総脂質30%Eを超える年代で
は、飽和脂肪酸は8%Eを超えている）

2025年1月24日 既存

飽和脂肪酸の目標量は中央値と活用上の利便性で７％としているが
このまま中央値が7%以上10%未満の場合7%に据え置いてよいか。
高齢者で分ける必要性はないか。小児はこのまま中央値に連動して
上昇させている状況でよいか。特に小児は研究も少ない。

2025年1月24日

飽和脂肪酸の重症化予防について、収集する論文は、脂質異常症以
外にも心筋梗塞既往者なども含まれどのような者まで対象とした記
載をすべきか曖昧である。その他の脂肪酸についても、各々生活習
慣病予防→重症化予防の順で記載されているが、生活習慣病予防の
部分で扱う観察研究にも脂質異常症の者は含まれ境界が曖昧。

2025年1月24日 既存

妊婦授乳婦の目標量に関して成人女性と同じとしているが、改めて
論文がないか収集を行う必要がある。また、n-3n-6系脂肪酸の目安
量は非妊娠の妊娠可能年齢の女性の中央値であるが他で妊婦授乳婦
の摂取量調査などがあれば参考情報となる。

重要

2025年1月24日 既存 トランス脂肪酸に関するエビデンスの刷新

2025年1月24日 既存
コレステロールに関しても論文が引き続き出てきており目標量の設
定に関して引き続きのエビデンス収集と日本からのデータが必要。

2025年1月24日 既存

エネルギー産生栄養素バランスは、個別の脂質、たんぱく質の%エ
ネルギーから算定されているが割合全てを曝露として研究している
観察研究もあり、参考情報としてもそうした論文の収集が必要であ
る。

重要

2025年2月21日 新規

飽和脂肪酸について、特に高齢者の低栄養の観点から下限値の可否
について議論が必要と考える。脂質異常症・循環器疾患予防のため
の上限値の議論を否定するものではなく、血清コレステロール値は
高齢者の低栄養指標でもあり、また食の多様性と動物性食品は正の
相関もあることから、食の質の低下の観点から議論をしてもいいか
もしれない。また脳出血について飽和脂肪酸は予防的に働く可能性
もある。

2025年2月21日 既存

摂取量と循環器病関連の根拠としているメタ分析・レビューを見る
限り、それら文献の根拠の多くが欧米のコホート研究であり、脂肪
酸の摂取構成が異なるため、日本人の摂取量に基づく論文が少ない
ことも挙げられ、新規コホート研究において、追試験が求められ
る。

2025年2月21日 既存

トランス脂肪酸についてはそもそも摂取量推定を国民健康栄養調査
で行っていない点で、食事摂取基準を設けることが困難と考える。
リスクについては動脈硬化学会などと議論し検討すればよいと考え
るが、一次予防・目標量設定の上で国民健康栄養調査での摂取量推
定は必須と考える。

重要

2025年2月21日 既存

n-3/n-6脂肪酸について、とくにn-3は主要供給源の魚摂取量も漸減
傾向にあることから、食事からの摂取量減が見込まれることや、サ
プリメントでの摂取は食事摂取基準では検討しておらず、また先行
研究でもサプリメント摂取の疾病予防効果（介入研究）は食事から
の摂取の疾病予防（コホート研究）に比べて限定的であるため、そ
のあたりも言及した上での検討があってよいかと思う。

※既存/新規：既存は、食事摂取基準2025年版の文章中に記述があることに関する課題。
新規は、文章中に存在しないが、研究動向を踏まえ要検討の課題

※重要で、次回改定時に記述変更や追加の可能性が高い課題について「重要」と記載。

担当者名：片桐　諒子、丸山  広達
担当パート：脂質（片桐、丸山）、エネルギー産生栄養素バランス（片桐）
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【表3-1】課題の詳細

課題の種類 〇１．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項
（該当する項目に○）２．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項
４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 母乳中の脂質濃度の測定

課題（PI（E）CO） 対象：母乳検体
※可能な場合 介入/曝露：脂質濃度

比較対象：
アウトカム：

対応 １．文献検索
〇２．新規研究提案

詳細

脂質濃度、n-3n-6系脂肪酸の乳児の目安量は母乳の濃度から設定さ
れているが、成分表と1991年の和文論文を参照としている。他の栄
養素の母乳中濃度を測定する機会がある場合、脂質に関しても測定
できるとよい。

文献検索の場合は
検索語・式の提案、
新規研究提案の
場合はごく簡単な
研究計画案を記述。

備考

担当者名：片桐　諒子
担当パート：脂質、エネルギー産生栄養素バランス
記入年月日：2025年1月24日
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【表3-2】課題の詳細

課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項
（該当する項目に○）２．健康アウトカムに関する事項

〇３．曝露とアウトカムの関連に関する事項
４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章）
エネルギー産生栄養素バランスと総死亡リスク、循環器疾患発症リス
ク
との関連について

課題（PI（E）CO） 対象者：一般集団
※可能な場合 介入/曝露：エネルギー産生栄養素バランス

比較対象：
アウトカム：循環器疾患等

対応 〇１．文献検索
２．新規研究提案

詳細
エネルギー産生栄養素バランス自体を曝露として、疾患発症リスクと
の関連を検討している観察研究を網羅的に検索する。

文献検索の場合は （検索式に関しては、実際の検索実施時に検討を予定する。）
検索語・式の提案、
新規研究提案の
場合はごく簡単な
研究計画案を記述。

備考
懸案事項など

担当者名：片桐　諒子
担当パート：脂質、エネルギー産生栄養素バランス
記入年月日：2025年1月24日
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分担研究報告書 

 

 

日本人の食事摂取基準（2025 年版）水溶性ビタミン策定に用いられた各種指標の整理と 

課題抽出 

 

研究協力者 青未空 1、平岡真実 2、石神昭人 3 

研究分担者 叶内宏明 4 

研究代表者 朝倉敬子 5 
1 大阪樟蔭女子大学健康栄養学部 
2 千葉県立保健医療大学健康科学部栄養学科 
3 東京都健康長寿医療センター研究所 
4 大阪公立大学大学院生活科学研究科食栄養学分野 
5 東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

 

【研究要旨】 

日本人の食事摂取基準（2025 年版）の各種水溶性ビタミンの記述から、各種ビタミンの栄養状態を

示す生体指標についての内容を確認した。Function の生体指標を元に推定平均必要量が策定さ

れたのはビタミン B1 の赤血球トランスケトラーゼ活性係数(ETKac)のみであった。また、function の

生体指標となり得る記述は、ビタミン B2 の「赤血球グルタチオンレダクターゼ活性係数(EGRac)」、

ビタミン B12 の「血清メチルマロン酸濃度およびホモシステイン」のみであり、その他の水溶性ビタミ

ンについては function の生体指標に関する記述はなかった。さらに、赤血球トランスケトラーゼ活

性係数および赤血球グルタチオンレダクターゼ活性係数に関わる論文を簡易レビューし、それら

活性係数の現状問題点について検討を行った。ETKac 1.15 以上がビタミン B1 不足の値として用

いられている。ただし、高齢者においては結果にばらつきがあるため、注意が必要である。一方、

EGRac 1.3 以上がビタミン B2 不足の値と用いられているが、測定方法が統一化されていない問題

がある。また、運動が EGRac に影響することに留意が必要である。次回の日本人食事摂取基準の

改定の際に、水溶性ビタミンの栄養状態を function の生体指標で策定可能かどうかについて、各

種ビタミンの生体指標に関する論文のシステマティックレビューの実施、その結果を元に議論する

必要がある。 

 

A. 背景と目的 

日本人の食事摂取基準（2025年版）における

水溶性ビタミンの 9 種の内、ビタミン B12、パント

テン酸およびビオチンを除く 6 種は推定平均

必要量が示されている。推定平均必要量が示

される水溶性ビタミンについては、必要な摂取

量の策定根拠が全て記載されているが、その

策定根拠は統一した考え方になっていない。

どう統一されていないのか、また、なぜ統一で

きないのかを明確にするため、本課題では各

水溶性ビタミンの推定平均必要量の策定根拠

が、曝露の生体指標、健康アウトカム（function

およびクリニカルサイン）の生体指標のどれに

該当するかを分類して明示することを目的とし

た。 
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また、日本人の食事摂取基準（2025 年版）に

おいてビタミン B1 の推定平均必要量が体内飽

和に必要な摂取量から、ビタミン B1 の栄養状

態の指標（function の生体指標）となる赤血球

トランスケトラーゼ活性係数（αETK もしくは

ETKac）を利用することになった。ビタミン B2 の

栄養状態の指標として赤血球グルタチオンレ

ダクターゼ活性係数(EGRac)の利用も可能で

あるが、ビタミン B2 は従来通り、体内飽和に必

要な摂取量のまま変更されなかった。ETKac と

EGRac に関するヒト研究を簡易的にレビューし、

それらの測定値の現状と課題を見出すことを

目的とした。 

B. 方法

日本人の食事摂取基準（2025 年版）に記載

されている各種水溶性ビタミンの摂取基準の

根拠に関する記述を抜粋し、表にまとめた。 

ビタミン B1 およびビタミン B2 についてはそれ

ぞれ“human” and “erythrocyte transketolase 

activity coefficient”と“human” and 

“erythrocyte glutathione reductase activity 

coefficient”のキーワードで PubMed 検索を行

い（2025 年 1 月 31 日）、要旨内容から動物を

対象にした研究、疾病を対象にした研究、プ

ールされた血液を用いての研究、成人を含ま

ない研究を除外し、表を作成した。 

C. 結果

C-1. 推定平均必要量が示される各種水溶性

ビタミンの摂取基準の生体指標 

各種水溶性ビタミンの必要量を決定する根拠

を生体指標に分類した（表 1）。太字下線の項

目が各水溶性ビタミンの推定平均必要量、目

安量もしくは耐容上限量の策定根拠となった

項目である。Function の生体指標を基に推定

平均必要量が定められているのはビタミン B1

のみである。クリニカルサインを考慮して status

の生体指標が定められているのはナイアシン

（ペラグラ）、ビタミン B6（神経症状）および葉酸

（巨赤芽球性貧血）である。ビタミン B2およびビ

タミン C も status の生体指標が基に推定平均

必要量が定められているが、いずれも体内で

飽和する濃度が基になっている。 

C-1-1. ビタミン B1

赤血球トランスケトラーゼ活性係数（αETK も

しくは ETKac）が 1.15（15%）以下であると生体

内でビタミン B1 が充足していると示した 2016

年に発表された EFSA の内容を引用している

（1）。15%以下を維持できる1000kcalあたりのビ

タミン B1 摂取量が推定平均必要量の算出根

拠になっている。これはアメリカで実施された

研究結果であり日本人を対象に検討された結

果ではない。 

C-1-2. ビタミン B2

体内飽和に必要な摂取量が推定平均必要

量の算出根拠になっている。体内飽和した状

態であれば欠乏・不足のリスクは考えられない

ため妥当である。しかしながら、生体が必要と

するビタミン B2 栄養状態が根拠にはなってい

ない。ビタミンB2の functionの生体指標に赤血

球グルタチオンレダクターゼ活性係数(EGRac)

がなりえるとの記述がある。しかし、諸外国の

食事摂取基準においても EGRac は活用され

ていない。その理由として、EGRac 1.3 以上が

ビタミン B2 の不足状態と示されているが、測定

方法が統一されておらず EGRac 値が研究ごと

で異なる可能性があること、身体活動レベルで

EGRac 値が変化するなど、研究がまだ十分で

はないためである（2）。 

C-1-3. ナイアシン

ニコチンアミド代謝物(N1-メチルニコチンアミ

ド, MNA)の尿中排泄量が 1mg/日を下回ると

ペラグラが顕在化すると報告されている。尿中

MNA が status の生体指標となり、推定平均必

要量の算出根拠となっている。食事摂取基準
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（2025 年版）にナイアシンの function の生体指

標に関係する記載はない。 

C-1-4. ビタミン B6

神経障害が見られない血漿ピリドキサール 5-

リン酸（PLP）濃度が推定平均必要量の算出根

拠となっている。すなわち、血漿 PLP 濃度がビ

タミン B6 の status の生体指標である。Function

の生体指標として赤血球アミノ基転移酵素活

性係数、トリプトファン代謝物などアミノ酸代謝

物が利用可能であることが EFSAで紹介されて

いる（3）。また、加齢に伴い血漿 PLP 濃度が減

少するという報告もあるが（4）、配慮が必要で

あることを示すデータがなく、日本人の食事摂

取基準（2025 年版）では高齢者においても成

人（18〜64 歳）と同様な値となっている。 

C-1-5. ビタミン B12

Status の生体指標として血清ホロトランスコバ

ラミン、functionの生体指標として血清メチルマ

ロン酸および血漿ホモシステイン濃度が利用

可能との記述がある。それらの生体指標を維

持するために必要なビタミン B12 摂取量につい

ても報告されている(5)。しかしながら、そのデ

ータがビタミン B12 欠乏症の回避に必要な最小

摂取量の算定に利用可能であるとの結論には

至っていない（6）。日本人の食事摂取基準

（2025 年版）では推定平均必要量ではなく目

安量の設定となった。 

C-1-6. 葉酸

クリニカルサインである巨赤芽球性貧血を予

防するための赤血球中葉酸濃度が葉酸の

status の生体指標であり、推定平均必要の算

出根拠となっている。葉酸摂取量と循環器疾

患の死亡率の関連について、日本人の食事

摂取基準（2025 年版）の生活習慣病の発症予

防の項目で記載されている。記述はないが葉

酸不足によって血漿ホモシステイン濃度が上

昇すること、血漿ホモシステインが循環器疾患

に関係する報告が多数ある。2015 年版以前は、

推定平均摂取量の策定に血漿総ホモシステイ

ン値の維持（14μmol/L 未満）を参考にしたと

の記述があり、改めて葉酸の function の生体

指標として血漿ホモシステイン濃度を用いるこ

とを検討する余地があるかもしれない。しかし

ながら、血漿ホモシステイン濃度の上昇は葉

酸だけはなくビタミンB12、ビタミンB6およびビタ

ミン B2 も関わる。葉酸と血漿ホモシステイン濃

度が一対の関係ではないことに留意が必要で

ある。 

C-1-7. パントテン酸

現状で利用可能なパントテン酸の生体指標

に関する記述が日本人の食事摂取基準（2025

年版）にない。 

C-1-8. ビオチン

現状で利用可能なビオチンの生体指標に関

する記述が日本人の食事摂取基準（2025 年

版）にない。 

C-1-9. ビタミン C

クリニカルサインは壊血病で、status の生体

指標は血漿アスコルビン酸濃度である。壊血

病および疲労や倦怠感の症状が現れないこと

を考慮した血漿アスコルビン酸濃度は 30μ

mol/L 未満であり、尿中にアスコルビン酸濃度

が認められる際の血漿アスコルビン酸濃度（体

内飽和）は 50μmol/L である。日本人の食事

摂取基準（2025 年版）で推定平均必要量の算

出根拠は、血漿アスコルビン酸濃度が体内飽

和に近い状態であれば、体内のビタミンＣの栄

養状態は確実に適正であると考えられ、およ

そ半数の対象者がこの濃度に達するビタミンＣ

の摂取量とされた。Function の生体指標につ

いての記述が日本人の食事摂取基準（2025

年版）にない。 
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C-2.  ETKac 値を示したヒト研究の簡易レビ

ュー 

“human” and “erythrocyte transketolase 

activity coefficient”で検索した結果、103 の論

文がヒットした。要旨を確認して除外基準に該

当する論文を除くと 5 報となった（表 2）。EFSA

の ETKac の評価に用いられた複数の論文が

今回抽出した 5 報の中に含まれていないため、

本検索が不十分であることに留意が必要であ

る。表中 No.1 の論文は EFSA で ETKac ≥1.15

をビタミン B1 不足と定義する根拠となり、また、

ETKac <1.15 に必要なビタミン B1 摂取量を示

す論文である（7）。本論文においてビタミン B1

欠乏食を 14 日間続けると ETKac が最大で

1.35まで上昇し、ビタミンB1添加食に変更する

ことで ETKac が 1.12 まで低下したと示されて

いる。No. 3 の論文も介入試験を実施した研究

である（9）。ただし、研究目的が、十分量のビ

タミン B1 摂取状況下において炭水化物エネル

ギー比の変化がビタミン B1 の栄養状態に影響

するか検証する内容であり、ビタミン B1 必要量

を検討する内容ではない。No.2、4 および 5 の

論文は横断的観察研究による ETKac を指標と

したビタミン B1 栄養状況が分析されている（8, 

10, 11）。ガンビア農村部では ETKac 1.15 以

上の者の割合が高い（10）。No.2 のイギリスで

の結果はビタミンB1不足者（ETKac 1.15以上）

の集団のビタミン B1 摂取量が

0.52mg/1000kcal である（8）。この値は、日本

人の食事摂取基準（2025 年版）で示される

ETKac 1.15 以下に必要なビタミン B1 の最小必

要量 0.3mg/1000kcal を上回る。高齢者の

ETKac の値に一貫性がないことが EFSA に述

べられており（1）、高齢者を対象にした ETKac

の評価には注意が必要である。No.5 の論文も

UK で実施された調査であり、平均 44 歳女性

において ETKac 1.15 以上の者の割合は 9%に

とどまる（11）。この研究ではビタミン B1 摂取量

の調査が実施されていない。Nordic Nutrition 

Recommendations 2023 においてもビタミン B1

の不足を ETKac 1.15 以上としており、この値

が現状では共通して用いられている。 

C-3.  EGRac 値を示したヒト研究の簡易的レ

ビュー 

“erythrocyte glutathione reductase activity 

coefficient”で検索した結果、45 の論文がヒット

した。要旨を確認して除外基準に該当する論

文を除くと8報となった（表3）。No.6〜9が介入

試験、その他が横断的観察研究である

（12-19）。EFSA および Nordic Nutrition 

Recommendations 2023ではEGRac≥1.3がビタ

ミン B2 の不足としている。その根拠となってい

るのが No. 9 の論文である（15）。尿中ビタミン

B2 排泄が増大するビタミン B2 摂取量における

EGRac 値である。No.11〜13 では都市部（カナ

ダ）と農村地域（カンボジアおよびマレーシア）

におけるビタミン B2 不足者（EGRac 1.3 以上）

の割合を示している（17-19）。農村地域で都

市部よりも高い割合となっているが、いずれに

おいてもその割合は 1/3 以上と高い。EGRac

測定方法が統一化されていないことを理由に、

EFSA や NNR においてビタミン B2 の生体指標

は尿中ビタミン B2排泄量が増大するビタミン B2

摂取量となっている。また、No. 7 と 8 の論文で

運動が EGRac 値に影響することを示している

ことに留意が必要である（13, 14）。 

C-4. 現状の整理と課題のリストアップ

研究班で指定された表形式で、食事摂取基

準の水溶性ビタミンの項における現状の課題

のリストアップおよびを行い表 4 にまとめた。そ

のうち、function の生体指標について検討可

能なビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン B6 および

葉酸と生体指標の考え方の検討が必要なビタ

ミン C を重要度が高いビタミンとして選択し、表

5-1 から 5-9 に検討方法の詳細を示した。

D. 考察
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日本人の食事摂取基準（2025 年版）におい

て、ビタミン B1 を除く全ての水溶性ビタミンは

推定平均必要量を定める際の指標が statusの

生体指標であった。また、ビタミン B6、葉酸、ナ

イアシンやビタミン C については function の生

体指標に関する記述がない。ビタミン B2、ビタ

ミン B6 および葉酸については function の生体

指標になり得る候補がある。次回の日本人の

食事摂取基準における水溶性ビタミンの推定

平均必要量を策定する際、今後も status の生

体指標を用いるのか、それとも function の生体

指標を用いる方が適切なのか議論するため、

システマティックレビューの実施が不可欠であ

る（表 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8）。また、日本人

を対象にした結果を元に推定平均必要量の

議論がなされるべきであるが、根拠となる論文

はいずれも日本人を対象にした研究ではない。

推定平均必要量を求めるには、被検者を一時

的に不足状態にする必要があり、倫理的に実

施不可である。一方、観察研究は実施可能で

ある。日本人を対象に各種水溶性ビタミン摂

取量とそれらの生体指標の関係調査が必要と

考える（表 5-1, 5-2, 5-3, 5-9）。 

E. 結論

水溶性ビタミンの生体指標を分類した。ビタミ

ン B1 以外の水溶性ビタミンの全ては status の

生体指標が推定平均必要量を求める基準とな

っている。 

F. 健康危険情報

なし
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１. 論文発表

なし
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なし
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L
 

成
人

 

高
齢
者

 

小
児

 

N
O

A
E

L
÷
不
確
実
性
因
子

 
ー

 

消
化
器
系
（
消
化
不
良
、
重

篤
な
下
痢
、
便
秘
）
や
肝
臓

障
害
（
肝
機
能
低
下
、
劇
症

肝
炎
）

 

ビ
タ
ミ
ン

 
ビ
タ
ミ
ン

B
6
 

E
A

R
 

R
D

A
 

成
人

 

小
児

 

高
齢
者

 

妊
婦

 

授
乳
婦

 

神
経
障
害
が
現
れ
な
い
血
漿

P
L

P
濃
度

3
0
n

M
と
な
る
タ
ン
パ
ク
質
あ
た
り
の
摂

取
量

 

ー
 

血
漿
中

P
L

P
濃
度

 
脳
波
パ
タ
ー
ン
異
常
、
神
経

障
害
の
発
生

 

F
u

n
c
ti

o
n
の
生
体
指
標
に

B
6
が
関
連
す
る
代
謝
物
（
キ

ヌ
レ
ニ
ン
代
謝
物
）
な
ど
が

利
用
可
能
で
は
な
い
か

 

高
齢
者

:加
齢
に
伴
い

P
L

P

濃
度
が
低
下
す
る
報
告
が
あ

る
が
、
デ
ー
タ
不
足
で
あ
り
、

成
人
と
同
じ
に
な
っ
て
い

る
。

 

ビ
タ
ミ
ン

 
ビ
タ
ミ
ン

B
6
 

A
I 

乳
児

 
母
乳
と
し
て
摂
取
す
る
量

 
ー

 
母
乳
中
ビ
タ
ミ
ン

B
6
濃
度

 

ビ
タ
ミ
ン

 
ビ
タ
ミ
ン

B
6
 

U
L

 

成
人

 

高
齢
者

 

小
児

 

N
O

A
E

L
÷
不
確
実
性
因
子

 
ー

 
感
覚
性
ニ
ュ
ー
ロ
パ
チ
ー
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ビ
タ
ミ
ン

 
ビ
タ
ミ
ン

B
1
2
 

A
I 

成
人

 

高
齢
者

 

小
児

 

妊
婦

 

授
乳
婦

 

血
清
ホ
ロ
ト
ラ
ン
ス
コ
バ
ラ
ミ
ン
、
メ
チ

ル
マ
ロ
ン
酸
、
ホ
モ
シ
ス
テ
イ
ン
濃
度
の

い
ず
れ
も
良
好
な
値
を
示
す
平
均
摂
取
量

を
も
と
に
決
定

 

国
民 健 康
・

栄
養

調
査

 

血
清
ホ
ロ
ト
ラ
ン
ス
コ
バ
ラ
ミ

ン
濃
度

 

血
清
メ
チ
ル
マ
ロ
ン
酸
濃
度
、

血
清
ホ
モ
シ
ス
テ
イ
ン
濃
度

 

巨
赤
芽
球
性
貧
血
、
脊
髄
及

び
脳
の
白
質
障
害
、
末
梢
神

経
障
害

 

高
齢
者
に
お
け
る
食
品
中
ビ

タ
ミ
ン

B
1
2
の
吸
収
率
減
少

を
考
慮
で
き
て
い
な
い
。

 

ビ
タ
ミ
ン

 
ビ
タ
ミ
ン

B
1
2
 

A
I 

乳
児

 
母
乳
中
濃
度
と
基
準
哺
乳
量
か
ら
算
出

 
ー

 
母
乳
中
ビ
タ
ミ
ン

B
1

2
濃
度

 

ビ
タ
ミ
ン

 
葉
酸

 
E

A
R

 

R
D

A
 

成
人

 

高
齢
者

 

小
児

 

妊
婦

 

授
乳
婦

 

巨
赤
芽
球
性
貧
血
を
予
防
す
る
の
に
必
要

な
赤
血
球
中
葉
酸
濃
度
を
維
持
で
き
る
摂

取
量

 

ー
 

赤
血
球
中
葉
酸
濃
度

 
巨
赤
芽
球
性
貧
血

 

ホ
モ
シ
ス
テ
イ
ン
を
考
慮
し

な
く
て
良
い
か
。

 

M
H

T
F

R
の
一
塩
基
多
型
の

影
響
を
考
慮
す
る
必
要
は
な

い
か
。

 

ビ
タ
ミ
ン

 
葉
酸

 
A

I 
乳
児

 
母
乳
と
し
て
摂
取
す
る
量

 
ー

 
母
乳
中
葉
酸
濃
度

 

ビ
タ
ミ
ン

 
葉
酸

 
U

L
 

成
人

 

高
齢
者

 

小
児

 

L
O

A
E

L
÷
不
確
実
性
因
子

 
ー

 
神
経
症
状
の
発
現
も
し
く
は

悪
化

 

ビ
タ
ミ
ン

 
パ
ン
ト
テ
ン
酸

 
A

I 

成
人

 

高
齢
者

 

小
児

 

妊
婦

 

授
乳
婦

 

国
民
健
康
・
栄
養
調
査
の
中
央
値

 

国
民 健 康
・

栄
養

調
査

 

成
長
停
止
、
副
腎
傷
害
、
手

足
の
痺
れ
と
灼
熱
感
、
頭
痛
、

疲
労
、
不
眠
、
胃
不
快
感
を

伴
う
食
欲
不
振

 

ビ
タ
ミ
ン

 
ビ
オ
チ
ン

 
A

I 

成
人

 

高
齢
者

 

小
児

 

妊
婦

 

授
乳
婦

 

ト
ー
タ
ル
ダ
イ
エ
ッ
ト
法
に
よ
る
値
を
採

用
 

ト
ー

タ
ル

ダ
イ

エ
ッ

ト
法

 

乾
い
た
鱗
状
の
皮
膚
炎
、
萎

縮
性
舌
炎
、
食
欲
不
振
、
む

か
つ
き
、
吐
き
気
、
憂
う
つ

感
、
顔
面
蒼
白
、
性
感
異
常
、

前
胸
部
の
痛
み

 

免
疫
不
全
症
（
リ
ウ
マ
チ
、

シ
ェ
ー
グ
レ
ン
症
候
群
、
ク

ロ
ー
ン
病
）
、

1
型
及
び

2

型
糖
尿
病

 

ビ
タ
ミ
ン

 
ビ
オ
チ
ン

 
A

I 
乳
児

 
母
乳
中
の
ビ
オ
チ
ン
濃
度

 

ビ
タ
ミ
ン

 
ビ
タ
ミ
ン

C
 

E
A

R
 

R
D

A
 

成
人

 

高
齢
者

 

小
児

 

妊
婦

 

授
乳
婦

 

血
漿
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
濃
度
が
体
内
飽
和

に
近
い
状
態
で
あ
れ
ば
、
体
内
の
ビ
タ
ミ

ン
Ｃ
の
栄
養
状
態
は
確
実
に
適
正
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
お
よ
そ
半
数

の
対
象
者
が
こ
の
濃
度
に
達
す
る
量

 

血
漿
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
濃
度

（
白
血
球
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
濃

度
、
尿
中
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
排

泄
量
）

 

壊
血
病

 

推
定
平
均
必
要
量
を
決
め
る

際
の
生
体
指
標
を
再
考
す
る

必
要
あ
り
。

 

ビ
タ
ミ
ン

 
ビ
タ
ミ
ン

C
 

A
I 

乳
児

 
母
乳
と
し
て
摂
取
す
る
量

 
母
乳
中
ビ
タ
ミ
ン

C
濃
度
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表
2
. 
T

h
e 

su
m

m
ar

y
 o

f 
ar

ti
cl

es
 a

b
o
u
t 

er
y
th

ro
cy

te
 t

ra
n
sk

et
o
la

se
 a

ct
iv

it
y
 c

o
ef

fi
ci

en
t 

in
 h

u
m

an
. 

N
o

. 
著
者

 
雑
誌
名

 
発
表
年

 

実
施
国

 
研
究
手
法

 
対
象
者

 
人
数

 
ビ
タ
ミ
ン

B
1
摂
取
量
に
つ
い
て

 
E

T
K

ac
 

R
ef

. 

1
 

S
au

b
er

li
ch

 e
t 

al
. 

A
m

 J
 C

li
n

 N
u

tr
. 

1
9
7
9
 

U
S

 
介
入
試
験

 
健
康
な
男
性

 

3
 

4
 

規
定
食

 
0

m
g
, 
1

4
d
ay

s 
0

.1
4

m
g
/1

0
0

0
k

ca
l,

 1
4
d

ay
s 

0
.2

0
m

g
/1

0
0

0
k

ca
l,

 1
1
d

ay
s 

0
.3

0
m

g
/1

0
0

0
k

ca
l,

 1
1
d

ay
s 

0
m

g
, 
1

4
d
ay

s 
0

.1
6

m
g
/1

0
0

0
k

ca
l,

 1
1
d

ay
s 

0
.2

3
m

g
/1

0
0

0
k

ca
l,

 1
1
d

ay
s 

0
.3

0
m

g
/1

0
0

0
k

ca
l,

 1
3
d

ay
s 

>
0

.6
m

g
/1

0
0
0
k

ca
l,

 2
1
d

ay
s 

E
T

K
ac
平
均
値

±
S

D
 

1
.4

6
±

0
.1

2
 

1
.4

1
±

0
.1

4
 

1
.0

4
±

0
.0

2
 

1
.4

1
±

0
.1

8
 

1
.2

4
±

0
.1

1
 

1
.0

6
±

0
.0

4
 

1
.0

3
±

0
.0

2
 

7
 

2
 

A
n

d
er

so
n

 e
t 

al
. 

L
an

ce
t.

 
1

9
8
6
 

U
K

 
観
察
研
究

 
女
性
（

2
5
, 
5

0
, 
7
5
歳

) 
E

T
K

ac
値

 
≥
1
.1
5
 

 
 

<
1

.1
5
 

男
性
（

2
5
, 
5

0
, 
7
5
歳

) 
 
 

E
T

K
ac
値

 
≥
1
.1
5
 

<
1

.1
5
 

5
 

1
4
 

6
 

1
5
 

R
et

ro
sp

ec
ti

v
e 

7
-d

ay
 d

ie
ta

ry
 a

ss
es

sm
en

t 

0
.5

2
m

g
/1

0
0

0
k

ca
l 

0
.6

4
m

g
/1

0
0

0
k

ca
l 

0
.4

7
m

g
/1

0
0

0
k

ca
l 

0
.5

8
m

g
/1

0
0

0
k

ca
l 

8
 

3
 

E
lm

ad
fa

 e
t 

al
. 

In
t 

J 
V

it
am

 N
u

tr
 R

es
. 

2
0
0
1

 
 

A
u

st
ri

a 
介
入
試
験

 
2

5
-3

0
歳
男
女

6
名
ず
つ

 
1

2
 

括
弧
内
は
炭
水
化
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
比

 
In

it
ia

l 
P

h
as

e 
I 

(5
5
%

E
),

 4
 d

ay
s,

 2
.3

m
g

 B
1
/1

0
0

0
k

ca
l 

 
P

h
as

e 
II

(6
5

%
E

) 
, 
4

 d
ay

s,
 1

.8
m

g
 B

1
/1

0
0

0
k

ca
l 

P
h

as
e 

II
I(

7
5

%
E

),
, 

4
 d

ay
s,

 1
.9

m
g

 B
1
/1

0
0
0
k

ca
l 

aE
T

K
平
均
値

±
S

D
 

1
.1

2
±

0
.1

0
 

1
.1

2
±

0
.1

8
 

1
.1

7
±

0
.1

5
 

1
.1

2
±

0
.1

2
 

9
 

4
 

B
o
u

ra
ss

a 
et

 a
l.

 
A

n
n
 N

 Y
 A

ca
d
 S

ci
. 

2
0
2
2
 

G
am

b
ia

 
観
察
研
究

 
女
性

 
平
均

2
8
歳

 
2

2
6
 

E
T

K
ac

 
中
央
値
（
最
小

,最
大
）

 
1

.2
1
（

1
.0

0
, 
1
.6

6
）

 

1
0
 

5
 

Jo
n
es

 e
t 

al
. 

A
n

n
 N

 Y
 A

ca
d
 S

ci
. 

2
0
2
3
 

G
am

b
ia

 
U

K
 

観
察
研
究

 

女
性

 
G

am
b
ia
平
均

2
8
歳

 
 
 
 

U
K
 
平
均

4
4
歳

 
2

2
6
 

1
3
4
 

E
T
K
ac
≥
1
5
%
該
当
者
の
割
合

 
2

2
％

 
9
％

 

1
1
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表
3.

 T
he

 su
m

m
ar

y 
of

 a
rti

cl
es

 a
bo

ut
 e

ry
th

ro
cy

te
 g

lu
ta

th
io

ne
 re

du
ct

as
e 

ac
tiv

ity
 c

oe
ffi

ci
en

t i
n 

hu
m

an
. 

N
o.

 
著

者
 

雑
誌
名

 
発

表
年

 

実
施

国
 

研
究

手
法

 
対

象
者

 
人

数
 

ビ
タ

ミ
ン

B
2
摂
取

量
に
つ

い
て

 
EG

R
ac

 
R

ef
. 

6 
B

el
ko

 A
Z,

 e
t a

l. 
A

m
 J 

Cl
in

 N
ut

r. 
 

19
83

 

U
S 

介
入

試
験

 
女

性
 

平
均

23
.5
歳

 
12

 
規

定
食

 
in

iti
al

, 2
週
間

 
0.

6m
g/

10
00

kc
al

, 2
週

間
 

0.
8m

g/
10

00
kc

al
, 2

週
間

 
1.

0m
g/

10
00

kc
al

, 2
週

間
 

EG
R
ac
≥1
.2
0
該

当
者

の
割
合

 
  

92
%

 
 1

00
%

 
  

83
%

 
  

33
%

 

12
 

7 
B

el
ko

 A
Z,

 e
t a

l. 
A

m
 J 

Cl
in

 N
ut

r. 
 

19
85

 

U
S 

介
入

試
験

 
肥

満
女

性
 

20
-3

8
歳

 
50

 
規

定
食

(9
週

間
) 

1.
16

m
g/

10
00

kc
al

  
 

 
  

 
 

0.
94

m
g/

10
00

kc
al

  

EG
R

ac
値

 
 運

動
な

し
 1

.1
6 

 運
動
あ

り
 1

.2
0 

 運
動
な

し
 1

.3
1 

 運
動
あ

り
 1

.3
6 

13
 

8 
W

in
te

rs
 e

t a
l. 

A
m

 J 
Cl

in
 N

ut
r. 

 
19

92
 

U
S 

介
入

試
験

 
女

性
 

Lo
w

 B
2
群

, 
平
均

56
歳

 
H

ig
h 

B
2
群

, 
平
均

57
歳

 

7 7 
規

定
食

 
0.

6m
g/

10
00

kc
al

, 1
0
週
間

 
 0.

9m
g/

10
00

kc
al

, 1
0
週
間

 

EG
R

ac
値

 
 運

動
な

し
 1

.2
2 

 運
動
あ

り
 1

.2
8 

 運
動
な

し
 1

.0
7 

 運
動
あ

り
 1

.1
1 

14
 

9 
B

oi
sv

er
t e

t a
l. 

J N
ut

r. 
 

19
93

 

U
S 

介
入

試
験

 
男

性
お

よ
び

女
性

 
実

験
1,

 平
均

70
.9
歳

 
       実

験
2,

 平
均

71
.1
歳

 

 14
 

14
 

規
定

食
 

0.
7m

g/
da

y,
 2

.5
週

間
 

0.
9m

g/
da

y,
 5
週

間
 

1.
1m

g/
da

y,
 3
週

間
 

1.
3m

g/
da

y,
 3
週

間
 

1.
5m

g/
da

y,
 3
週

間
 

15
.0

m
g/

da
y,

 0
.5
週
間

 
 0.

65
m

g/
da

y,
 2

.5
週
間

 
0.

9m
g/

da
y,

 5
週

間
 

1.
1m

g/
da

y,
 3
週

間
 

1.
3m

g/
da

y,
 3
週

間
 

1.
5m

g/
da

y,
 3
週

間
 

15
m

g/
da

y,
0.

5
週

間
 

EG
R
ac
≥1
.3
4
該

当
者

の
割
合

 
 6

9%
 

 6
3%

 
 4

4%
 

 2
9%

 
 1

7%
 

  
8%

 
  8

1%
 

 5
5%

 
 4

3%
 

 2
0%

 
 1

4%
 

 1
0%

 

15
 

10
 

Sz
cz

uk
o 

et
 a

l. 
In

t J
 F

oo
d 

Sc
i N

ut
r. 

20
11

 

Po
la

nd
 

観
察

研
究

 
男

性
お

よ
び

女
性

 
22

-2
5
歳

 
12

0 
7-

da
y 

fo
od

 re
co

rd
 

EG
R

ac
>1

.2
0
該

当
者

の
割

合
 

 男
性

34
%

 
 女

性
25

%
 

EG
R
ac
≤1
.2
0
該

当
者

の
B

2
摂

取
量

 
 男

性
平

均
1.

8m
g/
日

 
 女

性
平

均
1.

4m
g/
日

 

16
 

11
 

W
hi

tfi
el

d 
et

 a
l. 

J N
ut

r. 
20

15
 

C
an

ad
a 

C
am

bo
di

a 
観

察
研

究
 

カ
ン

ボ
ジ
ア

女
性

 
  

都
市

部
, 
平

均
33

歳
 

  
農

村
部

, 
平

均
35

歳
 

カ
ナ

ダ
女
性

 
  

都
市

部
, 
平

均
26

歳
 

 14
6 

15
6 

 49
 

 
EG

R
ac
≥1
.3

0
該

当
者

の
割
合

 
89

%
 

92
%

 
 70

%
 

17
 

50



1
2
 

W
h

it
fi

el
d

 e
t 

al
. 

A
p

p
l 

P
h

y
si

o
l 

N
u

tr
 M

et
ab

. 
2

0
1
9
 

C
an

ad
a 

観
察
研
究

 
男
女

 
平
均

8
6
歳

 
2

0
7
 

E
G

R
ac

>
1

.3
0
該
当
者
の
割
合

 
男
性

3
8

%
 

女
性

4
0

%
 

1
8
 

1
3
 

A
lj

aa
d
i 

et
 a

l.
 

J 
N

u
tr

. 
2

0
1
9
 

C
an

ad
a 

M
al

ay
si

a 
観
察
研
究

 

女
性

 
カ
ナ
ダ

, 
平
均

2
8
歳

 
マ
レ
ー
シ
ア

, 
平
均

2
7
歳

 

2
0
6
 

2
1
0
 

E
G

R
ac

>
1

.3
0
該
当
者
の
割
合

 
6

2
％

 
9

0
％

 

1
9
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表
4
. 

日
本

人
の

食
事

摂
取

基
準

（2
02

5
年

版
）に

記
載

さ
れ

た
水

溶
性

ビ
タ

ミ
ン

で
検

討
す

べ
き

課
題

の
リ

ス
ト

 

番
号

 
記
載
年
月
日

 
既
存

/

新
規

 
課
題

 
重
要
度

 

1
 

2
0
2
4
年

1
2
月

3
0
日

 
既
存

 
ビ
タ
ミ
ン

B
1
 :
日
本
人
を
対
象
に
赤
血
球
ト
ラ
ン
ス
ケ
ト
ラ
ー
ゼ
活
性
比
と
ビ
タ
ミ
ン

B
1
摂
取
量
の
関
係
を
調
べ
た
デ
ー
タ
が
な
い
。

日
本
人
の
赤
血
球
ト
ラ
ン
ス
ケ
ト
ラ
ー
ゼ
活
性
係
数
と
ビ
タ
ミ
ン

B
1
摂
取
量
の
関
係
に
つ
い
て
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

 

高
 

表
5
-1

 

表
5
-4

 

2
 

2
0
2
4
年

1
2
月

2
4
日

 
新
規

 

ビ
タ
ミ
ン

B
1
:ビ

タ
ミ
ン

B
1
の
表
は
身
体
活
動
レ
ベ
ル
ふ
つ
う
で
算
出
さ
れ
た

E
E

R
で
算
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
身
体
活
動
レ
ベ
ル
が

高
い
場
合
は
示
さ
れ
て
い
る
値
よ
り
も
必
要
量
が
多
い
こ
と
を
本
文
ま
た
は
脚
注
の
文
章
で
述
べ
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
か
（

2
0
2
5
年

版
で
値
が
下
が
り
体
内
の
需
要
量
が
下
が
っ
た
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
）
。

 

3
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
既
存

 
B

2
:日

本
人
を
対
象
に
し
た
赤
血
球
グ
ル
タ
チ
オ
ン
レ
ダ
ク
タ
ー
ゼ
活
性
係
数
と
ビ
タ
ミ
ン

B
2
摂
取
量
の
関
係
を
調
べ
た
デ
ー
タ
が
な

い
。
赤
血
球
グ
ル
タ
チ
オ
ン
レ
ダ
ク
タ
ー
ゼ
活
性
係
数
を
用
い
て

B
2
の

E
A

R
を
策
定
可
能
か
の
評
価
が
必
要
で
あ
る
。

 

高
 

表
5
-2

 

表
5
-5

 

4
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
新
規

 
B

2
:M

T
H

F
R
と
の
関
わ
り
を
追
記
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

 

5
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
新
規

 
B

2
:葉

酸
や

B
6
と
の
関
係
す
る
説
明
を
追
記
す
る
必
要
は
な
い
か
。

 

6
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
新
規

 
B

2
: 
尿
中

B
2
排
泄
量
か
ら

B
2
欠
乏
と
判
断
さ
れ
て
も
欠
乏
の
臨
床
所
見
が
現
れ
な
い
場
合
も
あ
る
た
め
、
摂
取
量
の
判
断
に
臨
床
所
見

は
使
え
な
い
と

E
F

S
A
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
日
本
人
の
食
事
摂
取
基
準
に
お
い
て
も
こ
の
点
は
追
記
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

 

7
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
新
規

 

B
2
: 
p

1
9
1
 
相
対
生
体
利
用
率
を
考
慮
し
て
の
推
定
平
均
必
要
量
の
算
出
に
つ
い
て

 

遊
離
リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
に
対
す
る
食
事
中

B
2
の
利
用
率
が

6
4
%
と
な
っ
て
い
る
。遊

離
リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
の
生
体
利
用
率
が

8
0
%
で
あ
る（

文

献
3
）
。
遊
離
リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
生
体
利
用
率
も
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

E
F

S
A
で
は
遊
離
リ
ボ
フ
ラ
ビ
ン
の
生
体
利
用
率
は

9
5
％

と
記
載
。

 

相
対
生
体
利
用
率
で
は
な
く
生
体
利
用
率
で
の
記
載
は
ダ
メ
な
の
か
。

 

8
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
新
規

 

ナ
イ
ア
シ
ン

:p
1
9
5
 相

対
生
体
利
用
率
は

6
0
%
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
引
用
文
献

3
に
は

6
7
%
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
生
体
利
用
率

は
文
献

3
で

6
2
%
、
文
献

4
で

5
7
%
。

相
対
生
体
利
用
率
で
は
な
く
生
体
利
用
率
で
の
記
載
は
ダ
メ
な
の
か
。

9
 

2
0
2
4
年

1
2
月

2
4
日

 
既
存

 

ナ
イ
ア
シ
ン

:生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防
に
つ
い
て
、
「
糖
尿
病
の
発
症
リ
ス
ク
に
は
関
連
が
な
い
と
い
う
研
究
も
存
在
す
る
」
と
あ
る

が
、
動
脈
硬
化
性
疾
患
予
防
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

2
0
2
2
年
版
で
は
、
む
し
ろ
脂
質
異
常
症
に
お
け
る
ニ
コ
チ
ン
酸
誘
導
体
の
使
用
に
つ
い
て

イ
ン
ス
リ
ン
抵
抗
性
を
悪
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
糖
尿
病
患
者
で
は
注
意
し
て
投
与
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お

り
、
生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防
と
し
て
糖
尿
病
に
つ
い
て
述
べ
る
の
は
や
や
違
和
感
が
あ
る
。

1
0
 

2
0
2
4
年

1
2
月

2
4
日

 
既
存

 
ナ
イ
ア
シ
ン

:「
ト
リ
プ
ト
フ
ァ
ン
の
推
定
平
均
必
要
量
は
成
人
で

6
m

g
/g

た
ん
ぱ
く
質
」
に
つ
い
て
、
こ
の
数
値
は
推
定
平
均
必
要
量

で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

1
1
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
新
規

 
B

6
: 
欠
乏
ク
リ
ニ
カ
ル
サ
イ
ン
に
微
小
細
胞
性
貧
血
を
追
記
す
べ
き
で
は
。

 

1
2
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
新
規

 
B

6
 :
日
本
人
の
食
事
摂
取
基
準

2
0
2
5
年
版
に
ビ
タ
ミ
ン

B
6
の

fu
n

c
ti

o
n
の
生
体
指
標
に
関
す
る
記
載
が
な
い
。
生
体
代
謝
物
（
キ
ヌ
レ

ニ
ン
関
連
や
ホ
モ
シ
ス
テ
イ
ン
）
を
追
加
可
能
か
の
検
証
。

表
5
-6
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1
3
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
新
規

 
B

6
:血

漿
P

L
P
濃
度
と
摂
取

B
6
/タ

ン
パ
ク
質
の
関
係
を
示
す
引
用
文
献
が
古
い
。

 

1
4
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
既
存

 
B

6
: 
高
齢
者
の
推
定
平
均
必
要
量
の
根
拠
と
な
る
デ
ー
タ
が
乏
し
い
。

 

1
5
 

2
0
2
5
年

3
月

1
3
日

 
新
規

 
日
本
人
の
赤
血
球
中
葉
酸
濃
度
と
葉
酸
摂
取
量
の
関
係
を
示
す
デ
ー
タ
が
な
い
。

 
高

 

表
5
-3

 

1
6
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
新
規

 
葉
酸

:日
本
人
の
食
事
摂
取
基
準

2
0
2
5
年
版
に
葉
酸
の

fu
n

c
ti

o
n
の
生
体
指
標
に
関
す
る
記
載
が
な
い
。
ホ
モ
シ
ス
テ
イ
ン
濃
度
に
つ

い
て
の
記
載
を
加
え
る
べ
き
か
を
検
証
。
（

M
T

H
F

R
の

S
N

P
を
考
慮
）

 
表

5
-7

 

1
7
 

2
0
2
4
年

1
2
月

2
4
日

 
既
存

 
葉
酸

:生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防
お
よ
び
重
要
化
予
防
に
つ
い
て
、
引
用
文
献

1
0
6
、

1
0
8
-1

1
0
は
ホ
モ
シ
ス
テ
イ
ン
と
の
関
連
を
述
べ

て
お
り
、
「
ホ
モ
シ
ス
テ
イ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
示
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

 

1
8
 

2
0
2
4
年

1
2
月

2
4
日

 
既
存

 

葉
酸

:神
経
管
閉
鎖
障
害
発
症
の
予
防
に
つ
い
て
、
妊
娠
を
計
画
し
て
い
る
女
性
に
対
し
て
具
体
的
な
摂
取
期
間
を
示
し
た
方
が
よ
い
の

で
は
な
い
か
（

E
F

S
A
で
は
具
体
的
な
期
間
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
最
近
の
報
告
で
は
最
低

1
か
月
前
か
ら
の
摂
取
が
推
奨
さ
れ
て
い

る
。

JA
M

A
. 
2
0
2
3
 A

u
g
 1

;3
3
0
(5

):
4
5
4

-4
5
9
.）

 

1
9
 

2
0
2
4
年

1
2
月

2
4
日

 
既
存

 
葉
酸

:葉
酸
の

fo
la

te
と

fo
li
c
 a

c
id
の
説
明
に
つ
い
て
の
報
告
書

p
.2

1
2
表

1
の
「
注
」
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
葉
酸
の
表
に
示
す
と
よ

い
の
で
は
な
い
か
。

 

2
0
 

2
0
2
4
年

1
2
月

3
0
日

 
既
存

 
ビ
タ
ミ
ン

B
1
2
: 
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ

1
2
の
推
定
平
均
必
要
量
の
設
定
に
必
要
な
科
学
的
根
拠
が
十
分
で
は
な
い
。
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ

1
2
 摂

取
量
と
生

化
学
的
指
標
と
の
関
係
に
つ
い
て
日
本
人
を
対
象
と
し
た
研
究
（
観
察
研
究
及
び
介
入
研
究
）
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

 

2
1
 

2
0
2
4
年

1
2
月

2
4
日

 
新
規

 
ビ
タ
ミ
ン

B
1
2
: 
ホ
モ
シ
ス
テ
イ
ン
と
の
関
連
の
記
載
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

 

2
2
 

2
0
2
4
年

1
2
月

4
日

 
新
規

 
ビ
タ
ミ
ン

C
:必

要
量
を
決
め
る
た
め
に
考
慮
す
べ
き
事
項
「
以
上
よ
り
、
血
漿
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
濃
度
を

3
0
μ

m
o
l/

L
以
上
に
維
持
で

き
る
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
の
摂
取
に
よ
り
、
不
足
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
」
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
表

5
-9

 

2
3
 

2
0
2
4
年

1
2
月

2
4
日

 
新
規

 

ビ
タ
ミ
ン

C
:日

本
人
の
食
事
摂
取
基
準

2
0
2
5
年
版
に
お
け
る
ビ
タ
ミ
ン

C
の
生
体
指
標
に
つ
い
て
の
表
記
が
曖
昧
で
あ
る
。
記
載
内

容
を
正
確
に
す
る
た
め
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
。

 

活
用
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
、
喫
煙
者
の
ビ
タ
ミ
ン

C
摂
取
量
の
具
体
的
な
数
値
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
・

カ
ナ
ダ
の
食
事
摂
取
基
準
で
は
喫
煙
者
の
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
の
代
謝
回
転
は
非
喫
煙
者
よ
り
も

 1
 日

あ
た
り
約

 3
5
 m

g
 多

い
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
お
り
、
具
体
的
数
値
の
記
載
を
進
め
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

高
 

表
5
-8
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表 5-1. 水溶性ビタミン課題詳細 
担当パート：水溶性ビタミン（ビタミン B1) 

記入年月日：2025 年 3 月 13 日 

課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項 

（該当する項目に○） ②．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項

４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 
日本人においてビタミン B1 function の生体指標である赤血球トランスケトラーゼ

活性係数 1.15 未満を維持するために必要なビタミン B1摂取量の決定 

課題（PI（E）CO） 対象者：健康な成人 

※可能な場合 介入/曝露：観察 

比較対象： 

アウトカム：赤血球トランスケトラーゼ活性係数 1.15 未満

対応 １．文献検索 

②．新規研究提案

詳細 

成人のビタミン B1摂取量調査および赤血球トランスケトラーゼ活性係数を調査・測

定する。それぞれの値をプロットしたグラフを作成し、グラフからトランスケトラ

ーゼ活性が 1.15 未満になるビタミン B1摂取量を求める。 

備考 赤血球ヘモグロビン値の測定も必要 

表 5-2. 水溶性ビタミン課題詳細 
担当パート：水溶性ビタミン（ビタミン B2) 

記入年月日：2025 年 3 月 13 日 

課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項 

（該当する項目に○） ②．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項

４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 
ビタミン B2の function の生体指標として赤血球グルタチオンレダクターゼ活性係

数が有用であるかを検証する。 

課題（PI（E）CO） 対象者：健康な成人 

※可能な場合 介入/曝露：観察 

比較対象： 

アウトカム：

対応 １．文献検索 

②．新規研究提案

詳細 

ビタミン B2摂取量、24 時間蓄尿検体中ビタミン B2排泄量（尿中排泄量）、赤血球

グルタチオンレダクターゼ活性系係数（EGRac）を調査・測定する。ビタミン B2

摂取量と尿中排泄量の値をプロットしたグラフを作成し、尿中排泄量が増大するビ

タミン B2摂取量をグラフから求める（体内飽和に必要なビタミン B2必要量）。ビ

タミン B2摂取量が増大に伴い EGRac 値は理論上小さくなる。グラフの傾きが変化

する点（function の生体指標を基にしたビタミン B2必要量）があるかどうか確認す

る。また、体内飽和に必要なビタミン B2摂取量における EGRac 値を求める。

備考 赤血球ヘモグロビン値の測定も必要 
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表 5-3. 水溶性ビタミン課題詳細 
担当パート：水溶性ビタミン（葉酸) 

記入年月日：2025 年 3 月 13 日 

課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項 

（該当する項目に○） ②．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項

４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 

日本人において赤血球中葉酸濃度と葉酸摂取量の関係データを作成する。日本人に

おいてホモシステイン濃度を 15μM 未満に維持するために必要な赤血球葉酸濃度

を求める。 

課題（PI（E）CO） 対象者：健康な成人 

※可能な場合 介入/曝露：観察 

比較対象： 

アウトカム：

対応 １．文献検索 

②．新規研究提案

詳細 

葉酸摂取量、赤血球中葉酸濃度を調査・測定する。葉酸摂取量と赤血球中葉酸濃度

の値をプロットしたグラフを作成し、葉酸濃度が 305nM 以上（巨赤芽球性貧血予防

に必要な濃度）となる葉酸摂取量を求める。赤血球中葉酸濃度とホモシステイン濃

度をプロットしたグラフを作成し、ホモシステイン濃度が 15μM 未満に維持される

赤血球中葉酸濃度、その濃度を維持するために必要な葉酸摂取量を求める（function

の生体指標を基にした葉酸必要量）。 

備考 
血漿ホモシステイン濃度の測定が必要。血清葉酸濃度、全血ヘマトクリットの測定

が必要 

表 5-4. 水溶性ビタミン課題詳細 
担当パート：水溶性ビタミン（ビタミン B1) 

記入年月日：2025 年 3 月 13 日 

課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項 

（該当する項目に○） ②．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項

４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 
ビタミン B1の function のバイオマーカーとして用いられるトランスケトラーゼ活

性係数≥1.15 が妥当であるかどうかの論文レビュー。 

課題（PI（E）CO） 対象者： 

※可能な場合 介入/曝露： 

比較対象： 

アウトカム：

対応 ①．文献検索

２．新規研究提案

詳細 

検索キーワード 

human、erythrocyte transketolase activity coefficient、ETKac、vitamin B1、

thiamine、deficiency、adequate 

備考 
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表 5-5. 水溶性ビタミン課題詳細 
担当パート：水溶性ビタミン（ビタミン B2) 

記入年月日：2025 年 3 月 13 日 

課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項 

（該当する項目に○） ②．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項

４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 
ビタミン B2の function のバイオマーカーとしてグルタチオンレダクターゼが利用

可能かどうかの論文レビュー。 

課題（PI（E）CO） 対象者： 

※可能な場合 介入/曝露： 

比較対象： 

アウトカム：

対応 ①．文献検索

２．新規研究提案

詳細 

検索キーワード 

human、erythrocyte glutathione reductase  activity coefficient、EGRac、vitamin 

B2、riboflavin、deficiency、adequate 

備考 

表 5-6. 水溶性ビタミン課題詳細 
担当パート：水溶性ビタミン（ビタミン B6) 

記入年月日：2025 年 3 月 13 日 

課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項 

（該当する項目に○） ②．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項

４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 
諸外国の食事摂取基準におけるビタミン B6の function のバイオマーカーの取り扱

いについてレビューを行う。 

課題（PI（E）CO） 対象者： 

※可能な場合 介入/曝露： 

比較対象： 

アウトカム：

対応 ①．文献検索

２．新規研究提案

詳細 
検索キーワード 

vitamin B6、pyridoxal、requirement、dietary reference 

備考 
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表 5-7. 水溶性ビタミン課題詳細 

担当パート：水溶性ビタミン（葉酸) 

記入年月日：2025 年 3 月 22 日 

課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項 

（該当する項目に○） ②．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項

４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 
諸外国の食事摂取基準における葉酸の function のバイオマーカーの取り扱いについ

てレビューを行う。 

ホモシステイン値と血中葉酸濃度、葉酸摂取量に関する文献レビュー

MTHFR（C677T)多型を考慮した葉酸摂取量についての文献レビュー

課題（PI（E）CO） 対象者： 

※可能な場合 介入/曝露： 

比較対象： 

アウトカム：

対応 ①．文献検索

２．新規研究提案

詳細 

検索キーワード 

folate, homocysteine, erythrocyte, MTHFR, folic acid, recommended dietary 

inteke, RBC folate 

備考 

表 5-8. 水溶性ビタミン課題詳細 
担当パート：水溶性ビタミン（ビタミン C) 

記入年月日：2025 年 3 月 13 日 

課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項 

（該当する項目に○） ②．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項

４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 
諸外国の食事摂取基準におけるビタミン C 必要量の考え方についてレビューを行

う。 

ビタミン C の不足や欠乏による症状（壊血病など）が現れる血漿アスコルビン酸濃

度について、特に近年の文献レビューを行う。 

課題（PI（E）CO） 対象者： 

※可能な場合 介入/曝露： 

比較対象： 

アウトカム：

対応 ①．文献検索

２．新規研究提案

詳細 

検索キーワード 

vitamin C、ascorbic acid、requirement、dietary reference、ascorbate、deficiency、

adequate、scurvy 

備考 

高齢者の知見が少なく、EAR, RDA を決められないことから、年齢別に分かれるこ

とが可能かも検討する。また、性差や妊婦、授乳婦などについても、近年の文献レ

ビューを行う。 
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表 5-9. 水溶性ビタミン課題詳細 
担当パート：水溶性ビタミン（ビタミン C) 

記入年月日：2025 年 3 月 13 日 

課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項 

（該当する項目に○） ②．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項

４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 

「血漿アスコルビン酸濃度を 30μmol/L 以上に維持できるビタミンＣの摂取によ

り、不足を回避することができると考えられる」を再考する。50μmol/L 以上が適

当ではないか？ 

課題（PI（E）CO） 対象者：健康な成人、高齢者、妊婦、授乳婦 

※可能な場合 介入/曝露：観察 

比較対象： 

アウトカム：

対応 １．文献検索 

②．新規研究提案

詳細 

ビタミン C 摂取量、血漿アスコルビン酸濃度、尿中アスコルビン酸濃度を調査・測

定する。ビタミン C 摂取量と血漿アスコルビン酸濃度の値をプロットしたグラフを

作成し、ビタミン C 濃度が 30μmol/L、または 50μmol/L 以上に維持できるビタ

ミンＣ摂取量を求める。また、尿中アスコルビン酸濃度の測定結果より、体内飽和

アスコルビン酸濃度を求める。日本人の高齢者でのビタミン C 摂取量、血漿アスコ

ルビン酸濃度、尿中アスコルビン酸濃度のデータが不足していることから年齢別に

分けた解析も行う。さらに、性差や妊婦、授乳婦などについても、同様に検討する。 

備考 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

脂溶性ビタミンの食事摂取基準(2025 年版)の課題とその対応について 

研究協力者 瀧谷 公隆 1 

研究分担者 桒原 晶子 2 

研究代表者 朝倉敬子 3 
1 大阪医科薬科大学 医学部 医学教育センター・小児科 
2 大阪公立大学大学院 生活科学研究科 
3 東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

【研究要旨】 

次回の日本人の食事摂取基準をより適切なものにすべく、2025 年版の策定における脂溶性

ビタミンの課題について整理した。その結果、ビタミン A については、長らく見直しがされていな

かった推定平均必要量の算定根拠に関し、新しい文献をレビューする必要性が示唆された。ビ

タミン D は、不足回避のための指標として目安量を用いているが、現状の目安量の概念がその

要件を完全に満たしておらず、指標の概念自体についても検討する必要があると考えられる。ビ

タミン E およびビタミン K は共に欠乏がまれであるため、それよりも重症度が低い「不足」を評価

できる生体指標の確立が求められる。しかし、これらは世界的にも十分に確立されておらず、特

にビタミン E のステータスを評価する指標となりうる尿中 2,5,7,8-tetramethyl-2-(2'-

carboxyethyl)-6-hydroxychroman (α-CEHC)の排泄量に関する研究は極めて限定的である。

ビタミン K については、機能を評価する生体指標が臨床現場などで利用可能な状態にあるが、

その指標の望ましい基準値は十分ではなく、相対的な評価にとどまる研究がほとんどであった。 

さらに、ビタミン A およびビタミン E に関しては、現状の耐容上限量を下回るサプリメントの長

期的な利用が種々の疾患リスクにつながる可能性が近年報告されており、これらの点について

も文献レビューによる検討が必要である。脂溶性ビタミン全体に共通する課題としては、日本人

を対象とした、科学的に正確な方法で調査された摂取量と生体指標の同時調査が乏しい点が

挙げられる。また、世界的にもエビデンスが不十分な生体指標の確立を目指し、今後は文献レ

ビューだけでなく新たな栄養学研究を展開することが不可欠であると考える。 

A. 背景と目的

日本人の食事摂取基準(2025 年版)におけ

る脂溶性ビタミンの策定では、2020 年版から

の大幅な見直しには至らなかったが、ビタミン

D 及びビタミン E については、算定根拠の見

直しを行った。また、2025 年版では、推定平

均必要量の策定に、生体指標を用いることが

提示された。これに伴い、算定根拠の変更は

なかった栄養素についても、不足回避のため

の指標の算定に用いた生体指標についても

見直した。また、欧州食品安全機関（EFSA）

は、昨年にビタミン A 及びビタミン E に関し

て、耐容上限量の見直しのための報告書を発

表した 1,2)。しかし、これらは 2025 年版策定時

には反映できなかった内容であるため、この点

も含めて次回策定に向けた課題を整理するこ

ととした。 

B. 方法
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B-１．食事摂取基準 (2025 年版)の整理 

 食事摂取基準(2025 年版)に記載されている

算定根拠、各脂溶性ビタミンの生体指標およ

びクリニカルサインについて表 1 にまとめた。

その中で、現状の問題点についても記述し

た。 

B-2．課題のリスト化及び重要性の検討

B-1 で問題点とした内容を整理し、表 2 でリ

スト化し、その重要性を検証した。重要性の検

討は以下の基準に基づいて行った： 

①指標の策定要否、あるいは策定方法の変化

に関わり得る事項か、②多様な属性の人（年

齢、性別等）に関わる事項か、③情報不足が

著しいか、④食事の有り方（食品選択）が大き

く変化し得る事項か、⑤健康影響の大きい事

項か（食品安全委員会「栄養成分関連添加物

に関する食品健康影響評価指針」のヒトにお

ける影響の分類）に基づき検討した。次に、重

要とした項目について、表 3 に課題の詳細を

記述した。一部の課題（ビタミン E 及びビタミン

K の指標に関する事項）については簡易的な

文献検索を行った。また、今後新規に調査す

べき項目については、表 4 に記載した。 

C. 結果

C-1. ビタミン A

表 1 より、ビタミン A は、Status の生体指標で

ある同位体希釈法を用いた肝臓内ビタミン A

貯蔵量に基づき推定平均必要量を算定してい

る。これ以外にもビタミン A の Status の指標に

は、血中レチノール濃度（欠乏と過剰）または

血中レチノイン酸（過剰）が挙げられるが、いず

れも厳重に生体内での量が調整されており、

長期にわたって欠乏状態が続くか、極端に過

剰に摂取されない限り、一般に食事からの摂

取量には反応しない 3)とされている。そこで、国

際的にも、不足回避のための必要量には、同

位体希釈法を用いた肝臓内の貯蔵量に基づ

いた方法が採用されている。しかし、必要量の

算定に用いる式や係数は国によって異なって

いる。日本では 2005 年版以来、一切の変更が

されていないが、その点を見直す必要があると

考え、表 3-1 に PICO 及び PubMed を使用し

た文献検索式案を示した。また、直近に基準

が改訂された例としては、The Nordic Nutrition 

Recommendations（NNR）4)が挙げられる。この

スコーピングレビューを参照し、課題の詳細を

検討した 5)。肝臓に貯蔵されるレチノール量を

指標とした場合のビタミン A 欠乏症の基準値

は、古くから 0.07μmol/g 肝臓（ 20 µg レチノー

ル/g 肝臓）未満とされていたが、0.10μmol/g

肝臓未満 6,7)と定義する報告もある。このレビュ

ーには、アメリカ・カナダの食事摂取基準(IOM 

2001)8)、欧州食品安全委員会の食事摂取基

準（EFSA 2015）9)が含まれており、日本の摂取

基準（2025 年版）をそれらと比較した別表 1 を

作成した。別表 1 では、要因 A からＦ、及び定

数として 103 を乗じて平均必要量を算出し、さ

らに変動係数を乗じることで推奨量が算出され

る。なお、NNR2023 は EFSA 2015 のアプロー

チを踏襲しているが、IOM と EFSA アプローチ

には、相違点がある。また、日本では、異化率

に高い係数を用いており、体内貯蔵効率に該

当する数値が設定されていない。 

さらに、現在の UL(2,700μg RAE/日) 以下

の用量において、ビタミン A 摂取が健康への

悪影響（骨折や死亡リスク）となる可能性が示

唆されている 6)。 これを受け、NNR や EFSA

で対象とされていた疾患リスクとの関連性をレ

ビューすることが必要であると考えた。表 3-2

に、PICO 及び PubMed での検索式案を記載

した。結果として、全 18 件が抽出され、そのう

ち 7 件 10-16)がスクリーニングでレビュー対象と

なった（参考表 1）。 

C-2. ビタミン D

ビタミン D は、Status、function の双方につ

いて、比較的コンセンサスの得られた指標が

存在する。また、骨の健康(カルシウム吸収、骨

密度等)に対する 25-ヒドロキシビタミン D の至
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適血中濃度も概ね世界的に一致している。ビ

タミン D における課題として、ビタミン D の不

足回避を目的とした設定根拠が、既存の指標

の概念に適合していない点が挙げられる。ビタ

ミン D は食事からの摂取だけでなく、皮膚での

産生によっても供給されるが、その寄与度は

明確にはなっていない。特に日本では、いず

れの季節においても、一定の範囲で日光曝露

があるため、摂取量の必要性を明確にすること

が難しい。このため、科学的根拠が乏しいとし

て、推定平均必要量ではなく目安量を設定し

ている。なお、この課題は重要事項ではある

が、指標の概念の見直しが中心であるため、

以降の工程には採用しなかった。 

C-3．ビタミン E

ビタミン E は、十分にコンセンサスの得られ

た生体指標が確立されておらず、現状では、

現在の日本人の摂取量に基づいて目安量が

算定されている。ビタミン E 欠乏症は稀であ

り、脂質の吸収障害を伴う疾患や、α-トコフェ

ロールを優先的に輸送するα-Tocopherol

transfer protein (α-TTP)の遺伝子異常

（ataxia with vitamin E deficiency; AVED）17)、

またはリポたんぱく質関連の遺伝子異常の場

合に見られることが特徴である。そのため、

Status や function を示す生体指標に基づい

た算定が求められている。一般的に、生体指

標で一般に用いられている血中α-トコフェロ

ール濃度は摂取量との相関が低く 18)、欠乏レ

ベルを反映する。一方で、血中脂質濃度の影

響を大きく受けるため、評価が難しい 19)。1990

年代後半以降、これに代わる指標として注目

されているのが、尿中 2,5,7,8-tetramethyl-2-

(2'-carboxyethyl)-6-hydroxychroman (α-

CEHC)排泄量である。α-CEHC は，トコフェロ

ールのω水酸化、次いでβ酸化によって生成

される化合物である。ヒト血漿中のα−トコフェ

ロール濃度には飽和点があり、食事などからそ

れ以上のα-トコフェロール摂取しても、 α-

CEHC として尿中に排泄される。このことから、

尿中のα-CEHC 排泄量はα-トコフェロール

が十分量摂取されていることを反映する指標

であると考えられている 20)。しかしながらα-

CEHC は現時点で十分に普及した指標とは言

えないため、これまでにビタミン E 栄養様態の

指標としてα-CEHC（尿中、血中）を扱った文

献を簡易レビューし、その結果を表 3-3 にまと

めた。さらに、抽出された文献の内容を別表 2

に記載した。検索式("α-carboxyethyl 

hydroxychroman"[All Fields] OR "α-

CEHC"[All Fields] OR "alpha-CEHC"[All 

Fields] OR "α-tocopherol metabolite"[All 

Fields] OR "vitamin E metabolite"[All Fields]) 

AND ("biomarker"[All Fields] OR 

"biomarkers"[MeSH Terms] OR 

"indicator"[All Fields] OR "measurement"[All 

Fields]) を用いて検索を行った結果、21 件の

文献が抽出され、そのうち 10 件が該当論文で

あった 20-29)。レビューの概要として、尿中α-

CEHC はビタミン E 摂取量（付加量）に反応性

を示し、血中α-トコフェロール濃度よりも関連

性が強いことが確認された。また、メタボリック

シンドローム患者ではα-トコフェロールの生

物学的利用能が制限されるため、血漿中およ

び尿中のα-CEHC 濃度が低下することが示

唆された。 

現状では、ビタミン E の耐容上限量は、血液

凝固能の低下に基づいて算定しているが、耐

容上限量未満のサプリメント利用が慢性的な

疾患リスクに与える影響の検証がさらに必要で

あることが指摘されている。2024 年に EFSA か

らビタミン E の耐容上限量の見直しに関する

報告書が発表された 2)。この報告書で用いら

れていたアウトカムを検索語に含めた検索式

を作成し（表 3-4）、簡易検索を行った結果、

44 件の文献が抽出され、そのうち 13 件が関

連文献であった（参考表 2) 30-41)。 

C-4．ビタミンＫ
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ビタミン K もビタミン E と同様に、十分にコン

センサスの得られた生体指標が確立されてお

らず、現在の日本人の摂取量に基づき目安量

が算定されている。ただし、ビタミン K の摂取

量は納豆の摂取有無によって大きく異なるた

め、より少ない必要量を評価する目的で、納豆

非摂取者の摂取量を基準としている。しかし、

この際に用いられた文献は若年女性に限定さ

れたデータ 42)であり、日本人を十分に代表とし

ているとは言い難い。そのため、今後は国民

健康・栄養調査のデータを用いた検討が必要

である。 

ビタミン K についても、日本の成人では、通常

の食事をしている限り欠乏することは稀であ

る。そのため、生体指標を用いた算定が望ま

れる。これを踏まえ、表 3-5 に示す簡易検索を

実施した。ビタミン K の status の指標として、

血中フィロキノン、メナキノン濃度が挙げられる

が、精度の高い測定が確立されていない。一

方、function の指標としては、protein induced 

by vitamin K absence or antagonist II(PIVKA-

II), undercarboxylated osteocalcin (ucOC), 

uncarboxylated matrix Gla-protein (ucMGP)が

利用される。これらをアウトカムとした研究のう

ち、ビタミン K 摂取量に対する用量依存性を

検討した論文に絞り込んだ。その結果 7 件が

抽出され、そのうち 6 件 43-48)が該当論文はあ

った(別表 3)。 

D. 考察

別表 1 に示すように、ビタミン A について、

同位体希釈法を用いた肝臓内貯蔵量を維持

する平均必要量の算出において、IOM と

EFSA のアプローチには以下の相違点が見ら

れた。まず、IOM は北米の代表的な成人のデ

ータに基づいた値を利用している点が挙げら

れる。また、一方、EFSA はビタミン A の異化

率に関する体内/肝臓内貯蔵量について、より

最近のデータを使用しており、異化率の計算

には Olson ら の研究に依拠している 49)。体内

貯蔵効率については、IOM では 40％50)、

EFSA では 50%を採用しており、ばらつきを考

慮するための変動係数も異なっている。これら

の異なる方程式の要素を掛け合わせた結果、

推定平均必要量および推奨量に明確な違い

が生じた。最も大きな違いとして、採用した基

準体重が異なる点が挙げられる。EFSA の算

定方法に IOM の基準体重を使用した場合、

平均必要量および推奨摂取量は同程度にな

るとされている。これは、EFSA が BMI 22kg/m²

を想定した体重を使用していることによる。しか

し、実際の集団ではより高い BMI を有するた

め、低い体重が算出され、IOM 2001 の参照

体重に近いとされている。このため、ビタミン A

の推奨量は必ずしも北欧およびバルト諸国の

人口を代表するものではないことが指摘されて

いる。一方、日本のアプローチでは、異化率に

かなり高い係数を用いており、体内貯蔵効率

に該当する数値が設定されていない。この係

数を用いた理由が明確にされていないことや、

同位体希釈法を用いたビタミン A 必要量につ

いてのレビューが十分でないことを鑑み、今後

は文献検索を行う必要があると判断された。 

過剰摂取に関係する文献の検索において、

今回示した検索式では、十分な抽出に至って

いない可能性があるため、さらなる検出力を高

める検索式の検討が必須である。また、現在

の食事摂取基準では耐容上限量の対象がレ

チノールに限定されているが、β-カロテンの

摂取がビタミン A の毒性を増強しうるかについ

て、2024 年に EFSA から報告がなされている
1)。この報告では、アウトカムとして胎児奇形、

肝毒性、肺がん、骨の健康（骨折、BMD/BMC

（DXA, pQCT 測定のみ、骨強度）が設定され

た。結論として、β-カロテンによる肺がんリスク

は、β-カロテン過剰摂取の重大な影響として

選択されたものの、用量反応関係を明らかに

し基準値を特定するのに十分かつ適切なエビ

デンスは不足しており、耐容上限量を設定す

ることはできなかったとしている。 ただし、喫煙
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者はβ-カロテンを含む食品サプリメントの摂

取を避けるべきであり、一般の人々によるβ-

カロテンのサプリメント使用は、ビタミン A の必

要量を満たす目的に限定すべきであることが

示されている。 

 ビタミン D では、現状の目安量の概念が算

定根拠に適合しないことが課題である。現状の

目安量は以下の条件に基づいている：①一定

の栄養状態を維持するのに十分な量であり、

特定の集団において不足状態を示す者がほと

んど観察されない量、②十分な科学的根拠が

得られず、推定平均必要量と推奨量が設定で

きない場合。しかし、ビタミン D の目安量は日

光曝露の状況によって変動するため、①を満

たさないケースが想定され、結果として①②の

双方の条件を満たすことができない。この課題

は栄養素の指標の概念に関する総論的な見

直しを必要とするが、各論から総論の見直しを

図ることの重要性を示唆する事例の 1 つと考

えられる。また、日本人のみならず、中緯度地

域における日光曝露状況とビタミン D 摂取量

を詳細に検討したエビデンスが少ないことも、

今後の課題として挙げられる。 

 ビタミンＥについては、別表 2 に示す既報の

レビューから、尿中 CEHC 排泄量がビタミン E

の Status を示す指標として有用である可能性

が示唆された。ただし、その報告数は限られて

おり、生体指標として確立されたものとするに

は、さらなるエビデンスの蓄積が必要である。

新規研究を立ち上げる場合には、複数日の秤

量記録法もしくは 24 時間思い出し法による食

事調査、24 時間畜尿（クレアチニンの測定を

含む）、空腹時採血（血清脂質を含む）の同時

測定が求められる。 

耐容上限量未満のサプリメント摂取による健

康障害については、2024 年の EFSA からの報

告書で、血液凝固障害および出血のリスク、心

血管疾患、前立腺がんを対象にシステマティッ

クレビューが実施された。結果として、血液凝

固障害および出血のリスクが重要とされ、その

他の疾患については用量反応性を示すエビ

デンスが不足しているため、耐容上限量の対

象とすることができなかった 2)。これを参考にし

た簡易検索では、適切な検索語や検索式が

組めていない可能性があること、また副作用と

して言及されている文献が対象となることも考

えられるため、さらに精度の高い検索式を作成

し、レビューを進める必要がある。 

ビタミン K については、ビタミン E よりも

function の指標である血中 ucOC 濃度などを

用いた研究が多く行われている。その要因とし

て、保険収載項目である点や外注検査が可能

であることが挙げられる。しかしながら、栄養学

的な指標として用量依存性を含めた研究は依

然として限られている。別表 3 に示すように、

今回抽出された研究はいずれも介入試験であ

り、日本とオランダ人を対象としたものが複数

含まれていた。また、介入に用いられたビタミ

ン K にはビタミン K1 と MK-7 の 2 種類が存在

し、それぞれ特徴が異なる。特に MK-7 はビタ

ミン K1 に比べて半減期が非常に長いため、血

清中濃度がより安定し、長期間の摂取で MK-

7 はより高いレベル（7〜8 倍）に維持されやす

く、オステオカルシンのより完全なカルボキシ

ル化を誘導する可能性が示唆されている 51)。

また、食事から摂取したフィロキノンの生物学

的利用率は、サプリメントから摂取したフィロキ

ノンよりもかなり低いことが示唆されている 52)。

そのため、最大限のγ-カルボキシル化が期

待できる摂取量を食事由来のビタミン K で補う

ことは、非現実的な食事内容となってしまう可

能性がある（例えば文献 47 では、PK 2,000～

5,000 µg/日が求められ、現在の日本人の摂

取量の 10～33 倍程度に相当）。何よりも、

function の指標における臨床的意義を持つカ

ットオフ値は十分に明確化されていない。抽出

された研究においても、介入による値の変化

や変化がプラトーになる点がアウトカムとして

設定されており、相対的に利用できる指標にと

どまる。少なくとも、既報においても、健常人を
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対象としており、血液凝固障害もないことが明

確にされている報告が多いので、ビタミン K 欠

乏は確実に回避されている状態であると考え

られる。しかし、これら function の指標と疾患リ

スクとの関係に関するエビデンスが不足してい

ることから、臨床的意義を持つカットオフ値の

検討を並行して進める必要があると考えられ

る。 

 すべての脂溶性ビタミンに共通する課題とし

て、日本人を対象に科学的に正確な方法で調

査された摂取量と生体指標を同時に測定した

データが不足している点が挙げられる。このギ

ャップを埋めるためには、新規の栄養学研究

を実施することが必須である。特に、ビタミン E

およびビタミン K の生体指標は世界的にも確

立されていないため、この分野にアプローチす

る研究を進める意義は非常に大きいと考えら

れる。 

 

E. 結論 

 現状の食事摂取基準の課題は、ビタミン A

は、長期間にわたりエビデンスが十分に見直さ

れていなかった点が問題である。ビタミン D で

は、算定根拠と指標の概念に不一致が見られ

るため、算定根拠だけでなく指標概念の再検

討も必要である。ビタミン E 及びビタミン K は

欠乏が極めてまれであるため、生体指標を用

いた評価が求められるが、レビューだけではな

く新規研究を進めることも重要である。また、ビ

タミン A 及びビタミン E については、低用量の

サプリメント利用に伴う疾患リスクの見直しも今

後必要となることが考えられた。 
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＜表について＞ 

表 1 日本人の食事摂取基準(2025 年版)の現

状 

日本人の食事摂取基準(2025 年版)の脂溶

性ビタミンの策定内容及び各脂溶性ビタミンの
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栄養状態の Indicator となる項目について示し

た。 

表 2．日本人の食事摂取基準(2025 年版)にお

ける課題リスト 

表 1 で作成した表に基づき、課題をリストア

ップし、重要度を検討した。 

 

表 3．課題の詳細 

いずれも各課題に対する PICO を立て、そ

れに対する対応について示した。 

表 3-1．ビタミン A 必要量算定根拠に関す

る課題 

諸外国の摂取基準との比較、確認すべき

文献について記述した。 

 

表 3-2．ビタミン A の耐容上限量に関する

課題 

EFSA の報告を参照したアウトカムを

PICO に取り込み、PubMed による簡易検索

の結果、確認すべき文献を挙げた（参考表

1 にリストを掲載）。 

 

表 3-3．ビタミン E の status の指標である尿

中 CEHC 排泄量に関する課題 

尿中 CEHC 排泄量に関する簡易レビュ

ーを行い（レビューのまとめは別表 2 に記

載）、新規研究のための研究の条件を検討

した。 

 

表 3-4．ビタミン E の耐容上限量に関する

課題 

EFSA の報告を参照したアウトカムを

PICO に取り込み、PubMed による簡易検索

の結果、確認すべき文献を挙げた（参考表

2 にリストを掲載）。 

 

表 3-5．ビタミン K の function の指標に関

する課題 

血清 PIVKA-II, ucOC, ucMGP に関する

ビタミン K 摂取量の用量依存性を検討した

文献の簡易検索を行った。抽出された論文

の特徴についても簡単に示した。 

 

 

別表 1．別表 1.IOM 2001 と EFSA 2015、日本

人の食事摂取基準(2025 年版)におけるビタミ

ン A の平均必要量と推奨量を推定するために

用いた要因論的アプローチの係数 

諸外国のビタミン A の平均必要量の算出に

用いた係数と日本人の食事摂取基準で用い

た係数と、相互に比較をした。 

 

別表 2．尿中 CEHC 排泄量のビタミン E の

status 指標としての有用性に関する文献のレ

ビュー 

尿中 CEHC 排泄量をビタミン E の status の

指標として用いた研究の簡易的レビューの結

果を示した。 

 

別表 3．ビタミン K の function 指標としての有

用性に関する文献のレビュー 

ビタミン K の function (γ-カルボキシル化)

の指標とビタミン K 摂取量の用量依存性を蹴

等した文献の簡易的レビューの結果を示し

た。 

 

 

参考表 1．ビタミン A 過剰摂取による健康障害

に関連する文献 

表 3-2 で立てた PICO に基づき、PubMed

による簡易検索の結果、確認すべき文献を示

した（参考表 2 にリストを掲載）。 

 

参考表 2．ビタミン E 過剰摂取による健康障害

に関連する文献 

表 3-4 で立てた PICO に基づき、PubMed

による簡易検索の結果、確認すべき文献を示

した（参考表 2 にリストを掲載）。 
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別
表

3
の
続
き

 

別
表

3
き

採
血

条
件

空
腹

 o
r 

随
時

対
象

者
の

ベ
ー

ス
の

全
般

的
栄

養
状

態
対

象
者

の
血

中
脂

質
濃

度
用

い
た

fu
n
c
ti
o
n
の

in
di

c
at

o
r

食
事

調
査

法
ビ

タ
ミ

ン
K
摂

取
量

（
µ
g/

d)
サ

プ
リ

メ
ン

ト
利

用
者

統
計

解
析

交
絡

因
子

結
果

限
界

点
備

考

空
腹

時
採

血
健

康
―

u
c
O

C

st
at

u
sの

in
di

c
at

o
rと

そ
て

、
P

K
, M

K
-
4
, M

K
-
7
も

測
定

毎
日

、
ビ

タ
ミ

ン
K
を

多
く
含

む
食

品
（
納

豆
、

ブ
ロ

ッ
コ

リ
ー

、
白

菜
、

春
菊

、
ほ

う
れ

ん
草

、
か

ら
し

ほ
う

れ
ん

草
、

エ
ジ

プ
ト

ほ
う

れ
ん

草
、

白
菜

、
鶏

肉
）
の

摂
取

量
を

記
録

し
た

。
1
週

間
ご

と
の

採
血

時
に

日
々

の
記

録
を

収
集

し
、

訓
練

さ
れ

た
栄

養
士

が
ビ

タ
ミ

ン
K
を

多
く
含

む
食

品
の

摂
取

量
を

推
定

す
る

た
め

に
被

験
者

に
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
を

行
っ

た
。

食
事

性
ビ

タ
ミ

ン
K
摂

取
量

は
、

日
本

食
品

標
準

成
分

表
-
2
0
1
0
を

用
い

て
算

出

介
入

前
-

8
d:

  
4
0
.1

8
 (
0
.0

0
-
5
4
0
.2

7
)

1
5
d:

  
1
7
.4

0
 (
0
.0

0
-
6
3
8
.7

6
)

2
2
d:

  
3
1
.6

8
 (
0
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0
-
3
8
9
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0
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2
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9
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0
.0

0
-
1
9
6
.9

4
)

3
6
d:

  
7
.5

0
 (
0
.0

0
-
1
6
7
.5

8
)

な
し

W
ilc

o
xo

n
符

号
順

位
検

定
は

、
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
（
ス

ク
リ

ー
ニ

ン
グ

日
）

と
3
6
日

目
の

間
の

人
体

測
定

値
と

凝
固

値
の

統
計

的
有

意
性

の
検

定
に

使
用

。
血

漿
中

ビ
タ

ミ
ン

K
分

画
の

未
処

理
値

、
血

清
中

u
c
O

C
、

G
la

-
O

C
、

U
G

R
の

未
処

理
値

お
よ

び
変

化
量

は
、

フ
リ

ー
ド

マ
ン

検
定

お
よ

び
ポ

ス
ト

ホ
ッ

ク
ボ

ン
フ

ェ
ロ

ー
ニ

調
整

ウ
ィ

ル
コ

ク
ソ

ン
符

号
順

位
検

定
を

用
い

て
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
（
初

日
）
と

比
較

。

―
P

h
yl

lo
qu

in
o
n
e
(n

g/
m

L
)

介
入

前
：
0
.3

5
(0

.2
2
-
0
.8

5
)、

介
入

後
: 0

.2
0
 (
0
.0

8
-
0
.4

9
)*

M
e
n
aq

u
in

o
n
e
-
4
 (
n
g/

m
L
)

介
入

前
: 0

.1
4
  
0
.1

0
-
0
.1

7
)、

介
入

後
: 0

.5
8
 (
0
.3

3
-
1
.7

8
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*
M

e
n
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u
in

o
n
e
-
7
 (
n
g/

m
L
)

介
入

前
：
0
.4

3
 (
0
.1

0
-
7
.9

2
), 

介
入

後
: 0

.2
5
 (
0
.1

3
-
0
.9

3
)

 P
T
-
IN

R
介

入
前

:  
1
.0

5
 (
0
.9

6
-
1
.0

9
) 
, 介

入
後

: 1
.0

8
 (
1
.0

3
-
1
.2

2
)

（
介

入
前

⇒
8
d⇒

1
5
d⇒

2
2
d⇒

2
9
d⇒

3
6
d)

u
c
O

C
 (
n
g/

m
L
)

 5
.0

3
 (
2
.2

0
-
2
3
.0

3
)⇒

 5
.8

1
 (
2
.6

3
-
2
6
.6

5
)⇒

 6
.7

7
 (
1
.8

9
-
1
4
.5

2
)⇒

 4
.8

2
 (
1
.8

4
-
8
.7

3
)⇒

 2
.9

8
 (
1
.2

7
-
6
.9

0
)⇒

 3
.9

2
 (
1
.8

8
-
7
.5

2
)

G
la

-
O

C
 (
n
g/

m
L
)

1
8
.4

1
 (
1
0
. 6

2
-
2
6
.6

0
)⇒

1
8
.7

1
 (
8
.6

2
-
2
4
.3

6
)⇒

 2
1
.2

7
 (
1
0
.5

7
-
2
6
.9

1
)⇒

 2
5
.3

3
 (
1
2
.2

9
-
3
3
.0

4
)⇒

2
2
.7

5
 (
1
2
.3

8
-
3
8
.1

0
)⇒

2
3
.3

3
 (
1
3
.9

7
-
4
5
.4

9
u
c
O

C
/
G

la
 O

C
 0

.3
2
 (
0
.1

3
-
1
.7

0
)⇒

 0
.3

6
 (
0
.1

2
-
1
.8

8
)⇒

 0
.3

5
 (
0
.1

8
-
0
.5

4
)⇒

 0
.2

2
 (
0
.1

4
-
0
.3

1
)⇒

 0
.1

5
 (
0
.1

0
-
0
.2

3
)⇒

 0
.1

5
 (
0
.1

3
-
0
.2

1
)

M
K
-
4
の

介
入

に
よ

り
、

血
漿

M
K
-
4
は

有
意

に
上

昇
。

血
清

u
c
O

C
値

は
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

に
は

6
9
.2

3
％

の
被

験
者

で
カ

ッ
ト

オ
フ

値
（
4
.5

n
g/

m
L
）
を

超
え

て
い

た
が

、
2
2
日

目
、

2
9
日

目
、

3
6
日

目
に

は
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
時

よ
り

も
有

意
に

低
下

し
た

。
血

清
G

la
-
O

C
値

は
2
9
日

目
と

3
6
日

目
に

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
よ

り
も

有
意

に
増

加
し

た
。

u
c
O

C
/
G

la
O

C
は

用
量

依
存

的
に

減
少

し
、

2
2
日

目
、

2
9
日

目
、

3
6
日

目
に

は
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
よ

り
有

意
に

低
下

。
つ

ま
り

、
9
0
0
μ

g/
日

以
上

の
摂

取
で

血
清

G
la

-
O

C
値

が
有

意
に

増
加

し
、

6
0
0
μ

g/
日

以
上

の
摂

取
で

血
清

u
c
O

C
値

お
よ

び
u
c
O

C
/
G

la
 o

c
が

有
意

に
減

少
。

段
階

的
投

与
試

験
で

あ
っ

た
た

め
、

先
行

す
る

低
用

量
投

与
が

、
そ

の
後

の
血

清
u
c
O

C
、

G
la

-
O

C
値

お
よ

び
u
c
O

C
/
G
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O

C
に

影
響

を
与

え
た

可
能

性
。

食
事

性
ビ

タ
ミ

ン
K
摂

取
量

の
評

価
項

目
が

ビ
タ

ミ
ン

K
を

多
く
含

む
9
種

類
の

食
品

に
限

定
さ

れ
て

い
た

た
め

、
食

事
性

ビ
タ

ミ
ン

K
摂

取
量

の
最

小
値

が
0
と

な
り

、
研

究
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中
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ミ
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K
摂
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量
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少
す
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向
が

あ
っ

た
。
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無
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検
プ
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ボ
対

照
試
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い

て
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c
O
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c
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G
P
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u
sの
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c
at

o
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そ
て

、
P

K
, M

K
-
4
, M

K
-
7
も

測
定

ー
ー

な
し

対
象

例
数

が
小

さ
い

た
め

、
3
か

月
間

の
補

給
後

の
血

中
ビ

タ
ミ

ン
K

濃
度

の
差

異
を

調
べ

る
に

は
、

ノ
ン

パ
ラ

メ
ト

リ
ッ

ク
な

マ
ン

・
ホ

イ
ッ

ト
ニ

ー
検

定
が

用
い

ら
れ

た
。

最
終

値
は

、
多

重
比

較
の

調
整

後
、

プ
ラ

セ
ボ

グ
ル

ー
プ

の
最

終
値

と
比

較
さ

れ
た

（
P

 <
 0

.0
0
8
 を

統
計

的
に

有
意

と
み

な
し

た
）
。

対
応

の
あ

る
tt

検
定

（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
値

を
基

準
値

と
し

て
）
を

用
い

て
、

M
K
-
7
補

給
が

E
T
P

と
P

H
値

に
及

ぼ
す

影
響

を
調

査
7
つ

の
治

療
グ

ル
ー

プ
を

3
つ

の
投

与
量

グ
ル

ー
プ

に
分

類
し

た
（
プ

ラ
セ

ボ
、

低
用

量
M

K
-
7
（
R

D
A

、
欧

州
委

員
会

指
令

2
0
0
8
/
1
0
0
/
E
C

を
下

回
る

用
量

）
、

お
よ

び
高

用
量

M
K
-
7
（
R

D
A

、
欧

州
委

員
会

指
令

2
0
0
8
/
1
0
0
/
E
C

に
ほ

ぼ
等

し
い

用
量

）
測

定
値

の
最

終
値

（
u
c
O

C
、

c
O

C
、

u
c
O

C
:c

O
C

、
dp

-
u
c
M

G
P

）
と

の
関

連
性

は
、

性
別

を
固

定
因

子
、

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

値
、

年
齢

、
B

M
Iを

共
変

量
と

し
て

含
め

た
A

N
C

O
V

A
に

よ
り

調
査

性
別

、
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
値

、
年

齢
プ

ラ
セ

ボ
群

と
比

較
す

る
と

、
R

D
A

に
近

い
用

量
の

M
K
-
7
を

補
給

し
た

群
で

は
、

O
C

と
M

G
P

の
カ

ル
ボ

キ
シ

ル
化

が
有

意
に

改
善

さ
れ

た
。

血
中

u
c
O

C
と

dp
-
u
c
M

G
P

の
レ

ベ
ル

、
お

よ
び

u
c
O

C
:c

O
C

比
に

も
有

意
な

減
少

が
見

ら
れ

た
。

M
K
-
7
の

摂
取

量
が

最
も

多
い

場
合

、
血

中
c
O

C
は

著
し

く
増

加
し

た
。

R
D

A
を

下
回

る
用

量
で

の
補

給
（
低

用
量

M
K
-
7
と

表
現

さ
れ

る
用

量
）
で

は
、

G
la

タ
ン

パ
ク

質
の

血
中

レ
ベ

ル
に

有
意

な
影

響
は

な
か

っ
た

。
介

入
期

間
終

了
時

に
測

定
さ

れ
た

血
中

M
K
-
7
濃

度
は

、
u
c
O

C
の

変
化

（
r 

−
 0

.3
7
、

P
 =

 0
.0

1
7
）
、

u
c
O

C
:c

O
C

比
（
r 

−
 0

.4
5
、

P
 =

 0
.0

0
3
）
、

ま
た

は
dp

-
u
c
M

G
P

濃
度

（
r 

−
0
.6

3
、

P
 <

0
.0

0
1
）
と

負
の

相
関

を
示

し
た

。
血

漿
フ

ィ
ロ

キ
ノ

ン
濃

度
の

変
化

は
、

u
c
O

C
、

u
c
O

C
:c

O
C

比
、

dp
-
u
c
M

G
P

濃
度

の
変

化
と

は
相

関
し

な
か

っ
た

。
ト

ロ
ン

ビ
ン

産
生

の
有

意
な

変
化

は
な

し
。

R
D

A
の

推
奨

量
に

相
当

す
る

用
量

の
M

K
-
7
を

毎
日

摂
取

す
る

と
、

血
中

u
c
O

C
お

よ
び

u
c
M

G
P

に
測

定
可

能
な

変
化

が
も

た
ら

さ
れ

る
。

西
洋

社
会

に
お

け
る

ビ
タ

ミ
ン

K
の

総
摂

取
量

が
1
0
0
～

1
5
0
μ

g/
日

で
あ

る
こ

と
、

ま
た

M
K
-
7
が

通
常

の
食

事
に

加
え

て
投

与
さ

れ
た

こ
と

を
考

え
る

と
、

こ
れ

は
非

常
に

低
い

値
で

あ
る

。
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0
 (
3

2
7
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)
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 (
2

7
8
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)

食
事

調
査

が
さ

れ
て

い
な

い
。

本
文

中
に

言
及

な
し

。
M

K
-
7
サ

プ
リ

メ
ン

ト
の

平
均

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

は
9
2
％

st
at

tu
sの

指
標

で
あ

る
血

漿
フ

ィ
ロ

キ
ノ

ン
濃

度
は

正
常

範
囲

（
0
.2

～
3
.2

 n
g/

m
l）

内
で

あ
り

、
介

入
群

間
で

差
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

（
表

2
）
。

血
漿

M
K
-
7
濃

度
は

M
K
-
7
の

補
給

量
の

増
加

に
伴

い
上

昇
し

、
介

入
へ

の
順

守
を

示
し

て
い

た
。

プ
ラ

セ
ボ

群
と

比
較

す
る

と
、

血
中

濃
度

の
増

加
は

9
0
μ

g/
日

の
摂

取
か

ら
有

意
と

な
っ

た
。

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

で
は

、
性

別
と

c
O

C
濃

度
と

の
間

に
有

意
な

相
関

関
係

が
認

め
ら

れ
た

（
r

−
0
.4

2
、

P
 =

 0
.0

0
5
）
。

さ
ら

に
、

年
齢

は
遊

離
型

卵
胞

刺
激

ホ
ル

モ
ン

濃
度

（
r 

−
 0

.3
6
、

P
=
 0

.0
2
0
）
お

よ
び

遊
離

型
卵

胞
刺

激
ホ

ル
モ

ン
：
総

卵
胞

刺
激

ホ
ル

モ
ン

比
（
r 

−
 0

.3
4
、

P
 =

 0
.0

2
6
）
と

有
意

な
相

関
を

示
し

た
。

ま
た

、
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
で

は
、

性
別

と
E
T
P

値
（
r

0
.4

0
、

P
 =

 0
.0

0
8
）
と

の
間

に
も

有
意

な
相

関
が

認
め

ら
れ

た
。

M
K
-
7
の

吸
収

と
効

果
の

程
度

に
は

大
き

な
個

人
差

が
あ

る
。
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u
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u
c
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C
、

c
O

C
、
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-
u
c
M

G
P

ー
ー

な
し

時
間

内
効

果
は

re
pe

at
e
d-

m
e
as

u
re

 A
N

O
V

A
を

用
い

て
解

析
し

た
。

V
K
A

療
法

ま
た

は
M

K
-
7
補

充
に

よ
る

群
間

効
果

（
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
と

の
比

較
）
は

、
pa

ir
e
d-

t 
te

st
を

用
い

て
分

析
し

た
。

相
関

分
析

は
P

e
ar

so
n
検

定
で

行
っ

た
。
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3
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1
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5
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2
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5
→
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0
1
6
±
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6
0

1
0
μ

gと
2
0
μ

gの
M

K
-
7
を

2
週

間
連

続
投

与
し

た
後

、
4
週

目
の

群
平

均
IN

R
は

補
充

前
の

IN
R

と
有

意
差

は
な

か
っ

た
。

そ
の

後
、

4
5
μ

gd
ay

-
1
の

M
K
-
7
を

1
週

間
お

よ
び

2
週

間
補

充
す

る
と

、
群

平
均

IN
R

は
そ

れ
ぞ

れ
2
0
％

（
P

=
 0

.0
0
2
）
お

よ
び

3
7
％

（
P

=
 0

.0
0
1
）
有

意
に

低
下

し
た

。
1
0
μ

gと
2
0
μ

gの
M

K
-
7
を

1
日

2
週

間
連

続
し

て
摂

取
し

た
場

合
、

ぞ
び

被
液

臨
が

長
期

補
充

中
の

組
織

蓄
積

を
過

小
評

価
す

る
可

能
性

。
本

研
究

の
限

界
は

、
M

K
-
7
の

半
減

期
が

長
い

た
め

に
、

各
投

与
量

レ
ベ

ル
で

定
常

状
態

に
達

す
る

こ
と

が
で

き
な

か
っ

た
可

能
性

が
あ

る
こ

と
。

M
K
-
7
サ

プ
リ

メ
ン

ト
の

平
均

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

は
9
8
.9

％
M

K
-
7
も

S
X
R

の
強

力
な

活
性

化
剤

で
あ

る
こ

と
が

示
唆

さ
れ

た
。

8
時
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上
の

絶
食

後
採

血
健

康
O

C
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c
O

C
st
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u
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指
標
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漿

P
K

1
日

に
摂

取
し

た
ほ

う
れ

ん
草

、
レ

タ
ス

、
芽

キ
ャ

ベ
ツ

、
ブ

ロ
ッ

コ
リ

ー
の

1
食

分
（
0
.5

カ
ッ

プ
と

定
義

）
の

数
を

日
誌

に
記

録
す

る
こ

と
で

、
フ

ィ
ロ

キ
ノ

ン
摂

取
量

の
推

定
を

行
っ

た

パ
イ

ロ
ッ

ト
1
0
9
 (
7
7
,1

4
0
)

サ
ブ

ス
タ

デ
ィ

プ
ラ

セ
ボ

：
  
8
5
 (
5
7
,1

1
3
)

2
5
0
 µ

g:
  
7
7
 (
5
9
,9

6
)

3
7
5
 µ

g:
 1

2
0
 (
9
2
,1

4
7
)

5
0
0
 µ

g:
 9

4
 (
7
5
,1

1
3
)

1
,0

0
0
 µ

g:
 7

7
 (
6
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無
し

フ
ィ

ロ
キ

ノ
ン

の
投

与
量

を
因

子
と

し
た

線
形

回
帰

を
用

い
て

分
析

さ
れ

た
。

血
清

フ
ィ

ロ
キ

ノ
ン

と
%
u
c
O

C
の

結
果

は
、

外
れ

値
の

影
響

を
減

ら
す

た
め

に
対

数
変

換
し

て
用

い
ら

れ
た

。
多

重
比

較
は

、
B

o
n
fe

rr
o
n
i 
m

e
th

o
dを

用
い

た
。

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

時
お

よ
び

用
量

増
量

後
（
サ

ブ
ス

タ
デ

ィ
A

）
の

変
数

に
つ

い
て

、
一

元
配

置
分

散
分

析
を

用
い

て
有

意
差

を
調

べ
た

。

―
パ

イ
ロ

ッ
ト

研
究

 u
c
O

C
の

割
合

は
、

介
入

前
の

7
.4

8
％

か
ら

、
5
0
0
g、

1
0
0
0
g、

2
0
0
0
g/

dの
P

K
を

1
週

間
投

与
し

た
後

、
そ

れ
ぞ

れ
2
.4

9
％

、
1
.9

0
％

、
1
.7

5
％

に
減

少
し

た
。

血
清

中
総

ス
テ

オ
カ

ル
シ

ン
濃

度
は

、
い

ず
れ

の
投

与
量

で
も

フ
ィ

ロ
キ

ノ
ン

補
給

に
よ

る
影

響
は

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。
こ

こ
か

ら
サ

ブ
ス

タ
デ

ィ
で

の
P

K
投

与
量

を
2
5
0
~1

,0
0
0
 µ

g/
日

に
設

定
。

サ
ブ

ス
タ

デ
ィ

u
c
O

C
 (
%
)

プ
ラ

セ
ボ

：
 7

.2
 (
6
.0

,8
.4

)
2
5
0
 µ

g:
 7

.9
 (
6
.3

,9
.6

)
3
7
5
 µ

g:
 6

.5
 (
5
.5

,7
.4

)
5
0
0
 µ

g:
 8

.7
 (
7
.5

,9
.8

)

オ
ス

テ
オ

カ
ル

シ
ン

カ
ル

ボ
キ

シ
ル

化
が

最
適

な
骨

格
の

健
康

の
た

め
に

必
要

で
あ

る
か

ど
う

か
は

依
然

と
し

て
不

明
。

い
く
つ

か
の

研
究

で
は

、
食

事
か

ら
摂

取
し

た
フ

ィ
ロ

キ
ノ

ン
の

生
物

学
的

利
用

率
は

、
サ

プ
リ

メ
ン

ト
か

ら
摂

取
し

た
フ

ィ
ロ

キ
ノ

ン
よ

り
も

か
な

り
低

い
こ

と
が

示
唆

さ
れ

て
い

る
た

め
、

今
回

の
研

究
で

サ
プ

リ
メ

ン
ト

と
同

程
度

の
フ

ィ
ロ

キ
ノ

ン
を

摂
取

す
る

に
は

、
2
0
0
0

～
5
0
0
0
g/

日
の

フ
ィ

ロ
キ

ノ
ン

を
摂

取
す

る
必

要
が

あ
る

。

血
漿

P
K
 (
n
m

o
l/

L
)

プ
ラ

セ
ボ

：
 0

.7
0
 (
0
.4

2
,0

.9
8
)

2
5
0
 µ

g:
 0

.6
1
 (
0
.4

1
,0

.8
2
)

3
7
5
 µ

g:
 1

.0
0
 (
0
.6

1
,1

.3
2
)

5
0
0
 µ

g:
 0

.8
3
 (
0
.5

3
,1

.1
3
)

1
,0

0
0
 µ

g:
 0

.8
1
 (
0
.5

9
,1

.0
4
)

午
前

採
血

で
あ

る
が

、
空

腹
の

表
記

は
無

し
健

康
―

血
清

c
O

C
, u

c
O

C
st

at
u
sの

指
標

と
し

て
、

血
清

M
K
-
7

―
―

―
A

N
O

V
A

―
表

が
な

い
た

め
、

本
文

か
ら

引
用

の
数

値
実

験
1

M
K
-
7
×

 1
（
納

豆
7
7
5
/
g）

を
含

む
通

常
の

納
豆

を
1
日

お
よ

び
7
日

間
摂

取
す

る
と

、
血

清
M

K
-
7
濃

度
は

有
意

に
上

昇
介

入
前

:0
.9

4
±

 0
.1

1
→

1
1
.0

1
±

 1
.1

3
（
1
日

）
ま

た
は

2
4
.5

1
±

 3
.0

8
（
7
日

）
（
n
g/

m
l）

、
血

清
M

K
-
7
濃

度
は

、
M

K
-
7
を

含
む

納
豆

×
1
.5

 (
1
2
9
8
/
g)

ま
た

は
M

K
-
2
 (
1
7
6
5
/
g)

を
そ

れ
ぞ

れ
1
日

お
よ

び
7
日

間
を

摂
取

す
る

こ
と

に
よ

り
、

さ
ら

に
上

昇
し

た
。

M
k-

7
 7

7
5
µ
g

は
7
日

間
の

介
入

で
も

c
O

C
へ

の
変

化
は

な
し

。
1
,2

9
8
 µ

g、
1
,7

6
5
 µ

gの
7
日

間
の

介
入

で
有

意
に

上
昇

。
c
O

C
 (

n
g/

m
L
)

1
,2

6
5
 µ

g
介

入
前

: 8
.3

7
±

 0
.9

0
→

9
.6

7
±

 0
.8

7
1
,7

6
5
 µ

g
介

入
前

: 8
.6

9
±

 1
.1

9
→

1
0
.3

1
±

 1
.1

3
u
c
O

C
 (

n
g/

m
L
)

1
,7

6
5
 µ

g
介

入
: 前

1
.9

3
±

 0
.2

→
1
.3

1
±

 0
.1

2

実
験

2
で

は
、

女
性

の
人

数
が

少
な

く
、

女
性

に
納

豆
頻

度
と

M
K
-
7
,オ

ス
テ

オ
カ

ル
シ

ン
と

の
関

係
が

見
ら

れ
な

っ
た

の
は

、
例

数
が

少
な

い
た

め
で

あ
る

。
血

清
中

の
γ

オ
ス

テ
オ

カ
ル

シ
ン

と
カ

ル
ボ

キ
シ

ル
化

オ
ス

テ
オ

カ
ル

シ
ン

濃
度

の
有

意
な

変
化

は
、

比
較

的
多

量
の

食
事

性
M

K
-
7
を

長
期

間
摂

取
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
生

じ
る

可
能

性
が

あ
る

。

第
I相

試
験

で
は

、
ビ

タ
ミ

ン
K
1
の

増
量

に
対

す
る

反
応

の
変

化
を

反
復

測
定

分
析

お
よ

び
各

K
1
用

量
に

対
す

る
反

応
の

週
平

均
変

化
の

比
較

に
よ

っ
て

、
群

レ
ベ

ル
で

の
統

計
的

有
意

性
を

評
価

し
た

。
 測

定
さ

れ
た

各
パ

ラ
メ

ー
タ

ー
は

W
ilc

o
xo

n
 m

at
c
h
e
d-

pa
ir
s検

定
を

用
い

て
補

充
量

と
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
と

の
差

を
分

析
第

II
相

試
験

で
は

、

食
事

性
ビ

タ
ミ

ン
K
摂

取
量

試
験

デ
ザ

イ
ン

か
ら

生
じ

る
可

能
性

の
あ

る
注

意
点

と
し

て
、

投
与

量
の

増
量

は
ウ

ォ
ッ

シ
ュ

ア
ウ

ト
期

間
を

設
け

ず
に

順
次

行
わ

れ
た

た
め

（
そ

う
す

る
と

、
試

験
期

間
が

法
外

に
長

く
な

る
）
、

試
験

の
進

行
に

伴
っ

て
以

前
の

投
与

量
か

ら
ビ

タ
ミ

ン
K
が

肝
臓

に
蓄

積
さ

れ
た

可
能

性
が

あ
る

。
有

意
な

肝
保

存
が

あ
れ

ば
、

IN
R

に
臨

床
的

な
影

響
を

与
え

る
K
1

の
最

小
投

与
量

を
過

小
評

価
す

る
こ

と
に

な
る

。

V
it
am

in
 K

1
, n

M
 (
介

入
前

): 
1
.2

7
 ±

 0
.4

  
　

V
it
 K

2
は

検
出

さ
れ

ず
。

新
し

い
用

量
の

ビ
タ

ミ
ン

K
介

入
2
4
時

間
後

に
は

、
血

漿
K
1
濃

度
は

ほ
ぼ

完
全

に
以

前
の

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

レ
ベ

ル
に

戻
っ

て
お

り
、

こ
れ

は
ビ

タ
ミ

ン
K
の

血
漿

ク
リ

ア
ラ

ン
ス

が
速

い
こ

と
を

示
唆

。

ブ
ロ

ッ
コ

リ
ー

か
ら

7
0
0
μ

g（
1
.5

5
μ

m
o
l）

の
ビ

タ
ミ

ン
K
1
を

摂
取

し
た

4
時

間
後

の
血

漿
ビ

タ
ミ

ン
K
1
濃

度
は

、
ホ

ウ
レ

ン
ソ

ウ
か

ら
1
5
0
0
μ

g（
3
.3

3
μ

m
o
l）

の
ビ

タ
ミ

ン
K
1
を

摂
取

し
た

後
の

濃
度

よ
り

も
高

か
っ

た
こ

と
か

ら
、

ホ
ウ

レ
ン

ソ
ウ

よ
り

も
ブ

ロ
ッ

コ
リ

ー
か

ら
の

吸
収

が
良

い
こ

と
が

示
唆

さ
れ

た
。

M
K
-
7
 1

m
g（

1
.5

4
μ

m
o
l）

に
相

当
す

る
納

豆
1
食

分
を

摂
取

し
て

か
ら

4
時

間
後

に
は

、
血

中
M

K
-
7
濃

度
は

検
出

限
界

未
満

（
<
0
.0

5
n
M

）
か

ら
1
3
.3

n
M

に
上

昇
し

、
食

事
後

7
日

間
は

高
値

を
維

持
し

た
（
デ

ー
タ

は
示

さ
ず

）
。

M
K
-
7
の

血
漿

中
半

減
期

の
長

さ
は

、
7
日

間
に

わ
た

る
IN

R
の

大
幅

な
減

少
に

反
映

さ
れ

た
。

健
康

な
人

で
、

少
な

く
と

も
1
0
0
μ

g/
日

ま
で

の
ビ

タ
ミ

ン
K
1
を

サ
プ

リ
メ

ン
ト

か
ら

追
加

摂
取

し
て

も
、

抗
凝

固
療

法
に

重
大

な
支

障
は

な
い

。

健
康

T
G

 (
n
M

)
1
.0

2
 ±

 0
.4

8
血

漿
F
II
c
, F

V
II
c
, u

c
F
II
c
, c

O
C

, a
n
d 

u
c
O

C
st

at
u
sの

指
標

に
血

漿
P

K
、

M
K
(V

K
2
の

記
述

)
抗

凝
固

療
法

3
週

目
に

、
連

続
7
日

間
（
月

曜
日

か
ら

月
曜

日
ま

で
）
の

食
事

記
録

法
に

よ
る

総
食

事
摂

取
量

を
評

価
。

 試
験

第
I相

の
中

間
点

（
第

8
週

）
に

は
、

被
験

者
が

毎
日

2
0
0
μ

gの
合

成
K
1
を

追
加

摂
取

し
て

い
る

間
、

2
回

目
の

7
日

間
の

食
事

記
録

法
を

実
施

ビ
タ

ミ
ン

K
1
の

食
事

由
来

の
摂

取
量

は
、

抗
凝

固
療

法
（
第

3
週

）
お

よ
び

研
究

段
階

Iの
中

間
点

（
第

8
週

）
に

評
価

し
た

。
第

3
週

の
1
日

当
た

り
の

K
1
摂

取
量

（
平

均
値

±
標

準
偏

差
、

n
=
1
2
）
は

、
そ

れ
ぞ

れ
5
4

±
1
6
、

5
5
±

1
1
、

5
6
±

2
0
、

5
4
±

1
5
、

5
7

±
1
1
、

5
1
±

6
、

5
4
±

1
3
μ

g/
日

で
あ

っ
た

。
8
週

目
は

、
そ

れ
ぞ

れ
5
4
±

1
5
、

5
1
±

9
、

5
3
±

1
0
、

5
3
±

1
4
、

5
2
±

1
1
、

5
3
±

9
、

5
4
±

1
2
μ

g/
日

で
あ

っ
た

。
個

々
の

被
験

者
に

よ
る

K
1
摂

取
量

の
最

小
値

は
、

3
週

目
に

3
2
μ

g/
日

、
8
週

目
に

3
4
μ

g/
日

で
あ

っ
た

。
最

大
摂

取
量

は
、

3
週

目
に

1
0
1
μ

g/
日

、
8
週

目
に

8
8
μ

g/
日

で
あ

っ
た

。
こ

れ
ら

の
デ

ー
タ

は
、

K
1
を

豊
富

に
含

む
食

品
を

避
け

る
こ

と
で

、
研

究
期

間
中

の
K
1
摂

取
量

が
比

較
的

一
定

に
保

た
れ

る
こ

と
を

示
し

て
い

る
。

な
し

空
腹

II
相

試
験

で
は

、
試

験
食

品
摂

取
前

、
摂

取
4
時

間
後

の
採

血
を

2
4
時

間
ご

と
に

1
週

間
後

ま
で

実
施
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書

日本人の食事摂取基準（2025 年版）多量ミネラル策定に用いられた各種指標の整理と課題抽出 

研究協力者 上西一弘 1 

研究分担者 新井英一 2 

研究代表者 朝倉敬子 3 
1 女子栄養大学栄養学部 
2 静岡県立大学食品栄養科学部 
3 東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

【研究要旨】 

日本人の食事摂取基準（2025 年版）の多量ミネラル（ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシ

ウム、リン）における指標としての課題および栄養状態を示す生体指標などを確認した。多量ミネラ

ルにおいて、国民健康・栄養調査結果および status の生体指標（不可避損失量等）より基準値が

策定されており、function としての生体指標およびクリニカルアウトカムの指標はエビデンスが不十

分であるため、策定に使用されていない。また、ナトリウム、カリウムにおいて、24 時間尿中排泄量

の指標が注目されているが、摂取量とのズレに関する問題がある。さらに Na/K 比（摂取量または

尿排泄量）を用いた指標も生活習慣病対策として注目されているが、エビデンスとなるデータが不

足している。カルシウムにおいて、クリニカルアウトカムである骨折が有用であるが、疫学研究の結

果におけるカルシウム摂取量に一貫性がないため、目標量の設定が難しい。マグネシウムの耐容

上限量において、クリニカルアウトカムである下痢との関係性について、サプリメントなどの摂取量

については数値の設定はできているが、通常の食品からの摂取量における下痢の報告は見られ

ず設定が難しい。また、サプリメントおよび通常食品を併せた摂取量の評価も十分ではない。リン

の耐容上限量において、PTH、FGF23 など、function としての生体指標が注目されているが、骨折

などのクリニカルアウトカムとしてのエビデンスが不十分である。また、リンの摂取量を評価するにあ

たり、食品添加物による摂取量の評価が十分ではなく、加工食品をはじめとしたリンの含有量の情

報などが必要である。血中カルシウム、リン、マグネシウム濃度はPTHにより調節を受けることから、

それぞれの摂取比（吸収効率を加味した）のエビデンスが必要である。さらに、食事によるカルシウ

ム摂取量が低い場合、血中カルシウム濃度が低下し、PTH の分泌が見られることから、1 日の摂取

量だけでなく、1 食の摂取量などを考慮する研究も必要である。 

A. 背景と目的

日本人の食事摂取基準（2025 年版）におけ

る多量ミネラルの一部は、出納試験などの結

果より、推定平均必要量や推奨量が設定され

ている。また、国民健康・栄養調査における栄

養素等摂取量を踏まえると、食事摂取基準と

の対比において摂取量の不足が生じると考え

られるのはカルシウムである。クリニカルアウト

カムである骨折が有用であるが、疫学研究の

結果におけるカルシウム摂取量に一貫性がな

いため、目標量の設定ができずいる。一方、リ

ンおよびマグネシウムは生活習慣病の発症や
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臨床症状を考慮した指標が十分ではなく、さら

に通常の食品以外の摂取（加工食品に含まれ

る食品添加物やサプリメント）量を把握すること

ができず、適切な耐容上限量の設定ができて

いない。すなわちエビデンスが十分ではない。

そこで、指標の課題と策定根拠に繋がる新た

な生体指標の有無について抽出することを目

的とした。 

B. 方法

日本人の食事摂取基準（2025 年版）に記載

されている多量ミネラルの摂取基準の根拠に

関する記述を抜粋し、表にまとめた。 

マグネシウムは、摂取量と下痢または腹部

症状の有無について、MEDLINE にて検索を

行った。リンについては、摂取量と骨折発症、

摂取量と PTH または FGF23 の反応、加工食

品に含まれるリン量の 3 点を MEDLINE にて検

索を行った。いずれの検索も 2025 年 2 月から

3 月に実施した。 

C. 結果

C-1. 摂取基準に記載された多量ミネラルの

生体指標および課題について 

 多量ミネラルの必要量を決定する根拠を示し

た生体指標を曝露および健康アウトカムに分

類した（表 1）。function の生体指標（潜在的な

機能障害）を有するミネラルの候補として、カ

ルシウムの骨量およびリンの血中 PTH、

FGF23 が挙げられた。また、クリニカルサイン

（明らかな兆候）の候補として、ナトリウムの高

血圧症、カルシウムの骨折またはミルクアルカ

リ症候群、リンの二次性副甲状腺機能亢進症

が挙げられた。 

 併せて、食事摂取基準の多量ミネラルの項

における現状の課題を抽出し、列挙した（表2）。

多量ミネラル全般に、体内平衡を評価した研

究データに基づき算出されているが、引用元

がかなり古いデータであるため、現代人の体

格に応じた評価ができていない。また、乳児に

おける母乳中および哺乳量のデータも古く、

現代人の食生活を反映したデータを定期的に

取る必要がある。 

C-2. マグネシウムの課題について

マグネシウムの多量摂取に対しての症状とし

て、下痢をはじめとした腹部症状が挙げられる。

摂取基準では、サプリメントなどの摂取量と臨

床アウトカムとの関係性より、耐容上限量の設

定はできているが、通常の食品からの摂取量

におけるデータが見られない。また、サプリメン

トおよび通常食品を併せた摂取量の評価も十

分ではないことから、摂取基準の報告書提出

後に、再度 MEDLINE にて検索を行った。しか

しながら、通常の食品に含まれるマグネシウム

投与における腹部症状との関係性を示した論

文を見出すことができなかった。一方、成人に

おけるマグネシウムサプリメントの耐容上限摂

取量の再評価の必要性に関する総説が得ら

れた 1）。その報告において、マグネシウム摂取

の不足が低栄養の有病率を上げ、マグネシウ

ムサプリメントの耐容上限量の設定が低すぎる

ため、再評価が必要であることが示されていた。

下痢の発生率と期間に関する明確な基準によ

って決定される下痢を先験的なアウトカム指標

とする RCT を計画することで、Mg サプリメント

の適切な耐容上限量の設定が容易になると考

察されていた。 

C-3. リン摂取に対する課題について

リンについては、国民健康・栄養調査の食事

調査を基に、目安量を算出されているが、摂

取量のうち加工食品に添加されているリン量が

十分に評価されていないため、摂取量の評価

が曖昧になっている可能性が考えられる。他

国での対応状況について把握するために、加

工食品とリン量に関する情報を収集した。 

 米国農務省のブランド食品データベースで

報告されているリン酸塩添加物の頻度などの

調査では、3,466 品目（1.45％）の食品につい

てリン含有量の情報が入手可能であり、このう
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ち 1791 品目（51.6％）に添加物が含まれ、リン

含有量の中央値は 100g 当たり 176 [101-276] 

mg と高値であった 2）。 

 また、リン酸塩食品添加物が含まれる超加工

食品の摂取と心腎疾患リスクとの関連メカニズ

ムの総説では、超加工食品で使用されている

無機リン酸塩添加物の潜在的役割について言

及されている 3,4)。特に、無機リン酸塩は迅速か

つ効率的に吸収され、血清リン酸塩の上昇を

招き、組織/血管の石灰化を通じて直接的に、

あるいはミネラル調節ホルモン、PTH、FGF23

の放出を通じて間接的に、心腎系に悪影響を

及ぼす可能性があることを関連づけている。 

 

C-4. リンの生体指標に関する課題について 

 リンの過剰摂取に対して、現在 status の生体

指標として血清リン濃度が利用されている。リ

ンは、カルシウムやマグネシウムと同様に、

PTH の反応が観察されること、過剰により二次

性副甲状腺機能亢進症に進展することなども

考えられるため、function やクリニカルサイン

なども考慮した指標のエビデンスづくりが必要

である。併せて、FGF23 なども同様に考える必

要がある。そこで、リン摂取および各パラメータ

ーの反応などを評価した論文を検索した。 

 小児期から青年期にかけての長期にわたる

内因性酸産生や習慣的な高リン摂取が、成人

後のFGF23およびαklothoの濃度変化との関

係性について前向きで評価した論文では、長

期的に評価された 24 時間リン酸尿および成長

期の習慣的な食餌性酸負荷と、成人のFGF23

濃度との前向きな関係は、小児の習慣的な高

リン摂取が成人の FGF23-αklotho 軸に対し

て好ましくない影響を与えることが示唆されて

いる 5)。 

 食事性リンの摂取量の増加が、健康な人の

臨床結果に悪影響を及ぼすかについて評価

した非盲検前向きクロスオーバー研究では、

健康な若年成人を対象に高リン食を摂取させ

た際、血清 PTH および FGF23 濃度の 1 日の

平均値は有意に高く、血清 1,25(OH)2D3 は低

リン食のそれよりも著しく低かった 6)。 

D. 考察 

日本人の食事摂取基準（2025 年版）におい

て、多量ミネラルは出納試験により、推定平均

必要量、推奨量が設定されている。ナトリウム

に関して、推定平均必要量が設定されている

が、ほとんど意味を成していない。また、目標

量は WHO および高血圧学会のガイドラインに

て提唱されている数字よりも高くなっているが、

現場サイドにおける実現可能な食事（献立）の

作成を考えると、妥当な数字であると考えられ

る。一方、最近では尿中のナトリウム／カリウム

比が、24 時間蓄尿よりも簡便で高血圧の発症

と関連のある生体指標として利用価値が高い

ことが示されている。 

カルシウムに関して、日本人の出納試験デ

ータを基に、基準が策定されているが、骨折や

骨の維持といった評価が難しい指標を今後も

利用するのか、または骨のバイオマーカーとし

て、血清オステオカルシンや Type I コラーゲン

などを用いて、推定の骨量を把握できる手法

を探すなど、新たな生体指標も探す必要があ

ると考えられた。 

マグネシウムに関して、通常の食事と腹部

症状との関係性を見た知見がほとんどなく、耐

容上限量の設定ができていない。一方、酸化

マグネシウムなどのサプリメントを使用した知見

は増え続け、腹部症状に関するデータも蓄積

されつつある。サプリメントの利用者が増えて

いる現在、サプリメントを踏まえた基準の設定

など、再度検討しなければならないと考えられ

た。 

リンに関して、食品添加物の含有量が不明

である食品が多数存在している。吸収率の高

い無機リンについては、骨だけでなく腎臓にも

悪影響を及ぼす知見も増えてきたため、明確

となる調査が必要である。一方、リン摂取量と

骨量または骨折のデータが少ないことから、

function の生体指標の設定が急務である。いく
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つかの臨床試験が実施されているものの、シ

ステマティックレビューをはじめ、メタ解析を待

ちたい。 

 

E. 結論 

 多量ミネラルにおける摂取基準の根拠につ

ながる新たな生体指標について、エビデンス

が不足しており、疫学研究だけでなく基礎・生

理学研究を併せた評価が必要である。 
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古

い

ミ
ネ

ラ
ル

マ
グ

ネ
シ

ウ
ム

D
G

成
人

設
定

す
る

た
め

の
科

学
的

根
拠

デ
ー

タ
が

少
な

い

ミ
ネ

ラ
ル

リ
ン

AI
成

人
・

高
齢

・
小

児
摂

取
量

の
中

央
値

リ
ン

摂
取

量
（

国
調

）
血

清
リ

ン
摂

取
量

の
う

ち
、

加
工

食
品

に
添

加
さ

れ
て

い
る

リ
ン

量
は

加
味

さ
れ

て
い

な
い

ミ
ネ

ラ
ル

リ
ン

AI
乳

児
母

乳
中

の
リ

ン
濃

度
、

基
準

哺
乳

量
か

ら
算

出

6~
11

か
月

児
：

哺
乳

量
お

よ
び

離
乳

食
の

全
国

実
態

調
査

デ
ー

タ
を

利
用

母
乳

中
、

哺
乳

量
の

デ
ー

タ
は

20
05

~2
00

7年
度

と
少

し
古

い

ミ
ネ

ラ
ル

リ
ン

U
L

成
人

血
清

リ
ン

濃
度

の
正

常
上

限
値

と
な

る
摂

取
量

に
不

確
定

因
子

を
考

慮
し

て
算

出
血

清
リ

ン
PT

H
, F

GF
23

二
次

性
副

甲
状

腺
機

能
亢

進
症

カ
ル

シ
ウ

ム
摂

取
量

と
の

関
係

性
を

不
確

定
因

子
と

し
て

計
上

し
て

い
る

が
、

エ
ビ

デ
ン

ス
と

し
て

は
不

十
分

表
1-

2 
日

本
人

の
食

事
摂

取
基

準
（

20
25

年
版

）
に

記
載

さ
れ

た
多

量
ミ

ネ
ラ

ル
の

生
体

指
標

と
課

題
基

本
情

報
曝

露
健

康
ア

ウ
ト

カ
ム

問
題

点
大

区
分

小
区

分
（

栄
養

素
名

）
20

25
指

標
対

象
者

策
定

方
法

食
事

調
査

st
at

us
の

生
体

指
標

潜
在

的
不

足
ま

た
は

過
剰

fu
nc

tio
nの

生
体

指
標

潜
在

的
機

能
障

害
ク

リ
ニ

カ
ル

サ
イ

ン
明

ら
か

な
兆

候
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番
号

記
載

年
月

日
既

存
/新

規
課

題
重

要
度

1
20

25
.1

.6
既

存
多

量
ミ

ネ
ラ

ル
全

般
に

、
体

内
平

衡
を

評
価

し
た

研
究

デ
ー

タ
（

不
可

避
損

失
量

、
体

内
貯

蔵
量

）
を

基
に

算
出

し
て

い
る

た
め

、
引

用
元

が
古

い
デ

ー
タ

を
使

用
し

て
い

る
。

体
格

な
ど

が
変

わ
っ

て
き

て
い

る
た

め
、

再
考

が
必

要
で

あ
る

。
低

～
中

2
20

25
.1

.6
既

存
多

量
ミ

ネ
ラ

ル
全

般
に

、
乳

児
に

お
け

る
母

乳
中

、
哺

乳
量

の
デ

ー
タ

を
利

用
し

て
い

る
（

20
05

~2
00

7年
）

。
デ

ー
タ

が
少

し
古

い
た

め
、

再
考

が
必

要
で

あ
る

。
低

3
20

25
.2

.3
新

規
マ

グ
ネ

シ
ウ

ム
の

欠
乏

を
断

定
で

き
る

欠
乏

症
が

見
ら

れ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

不
足

や
欠

乏
を

招
く

摂
取

量
を

推
定

す
る

こ
と

が
で

き
て

い
な

い
中

4
20

25
.2

.3
新

規
マ

グ
ネ

シ
ウ

ム
の

多
量

摂
取

に
対

し
て

の
症

状
と

し
て

、
下

痢
を

は
じ

め
と

し
た

腹
部

症
状

を
示

す
摂

取
量

の
評

価
が

十
分

で
は

な
い

。
中

5
20

25
.3

.5
既

存
リ

ン
摂

取
量

の
評

価
に

お
い

て
、

国
民

健
康

栄
養

調
査

の
食

事
調

査
を

基
に

、
目

安
量

を
算

出
し

て
い

る
が

、
摂

取
量

の
う

ち
加

工
食

品
に

添
加

さ
れ

て
い

る
リ

ン
量

が
十

分
に

評
価

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
摂

取
量

の
妥

当
性

評
価

が
曖

昧
に

な
っ

て
い

る
可

能
性

が
考

え
ら

れ
る

。
中

6
20

25
.3

.5
新

規

リ
ン

の
過

剰
摂

取
に

対
し

て
、

現
在

st
at

us
の

生
体

指
標

と
し

て
血

清
リ

ン
濃

度
が

利
用

さ
れ

て
い

る
。

リ
ン

は
、

カ
ル

シ
ウ

ム
や

マ
グ

ネ
シ

ウ
ム

と
同

様
に

、
PT

H
の

反
応

が
観

察
さ

れ
る

こ
と

、
過

剰
に

よ
り

二
次

性
副

甲
状

腺
機

能
亢

進
症

に
進

展
す

る
こ

と
な

ど
も

考
え

ら
れ

る
た

め
、

f u
nc

tio
n 

や
ク

リ
ニ

カ
ル

サ
イ

ン
な

ど
も

考
慮

し
た

指
標

の
エ

ビ
デ

ン
ス

づ
く

り
が

必
要

で
あ

る
。

併
せ

て
、

FG
F2

3な
ど

も
同

様
に

考
え

る
必

要
が

あ
る

。

低

表
2 

日
本

人
の

食
事

摂
取

基
準

（
20

25
年

版
）

に
記

載
さ

れ
た

多
量

ミ
ネ

ラ
ル

で
検

討
す

べ
き

課
題

に
つ

い
て
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課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項
（該当する項目に○）②．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項
４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章）

課題（PI（E）CO） 対象者：
※可能な場合 介入/曝露：

比較対象：
アウトカム：

対応 ①．文献検索
２．新規研究提案

詳細
文献検索の場合は
検索語・式の提案、
新規研究提案の
場合はごく簡単な
研究計画案を記述。

備考 サプリメントを使用した論文が多く評価が不十分
ただし、サプリメントの耐容上限量の見直しなどに、利用可能

表3-1 多量ミネラル課題詳細
担当パート：マグネシウム（多量ミネラル）
記入年月日：2025.2.3

マグネシウムの多量摂取に対しての症状として、下痢をはじめとした
腹部症状を示す摂取量の評価が十分ではない。

MAGNESIUM(3A)(DIET? OR INTAKE? OR FEEDING? OR
UPTAKE? OR INGEST? OR SUPPLEMENT? OR
CONSUMPTION? OR DAILY OR FOOD?), DIARRHEA+NT/CT OR
"SIGNS AND SYMPTOMS,DIGESTIVE"+NT/CT, HUMAN
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課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項
（該当する項目に○）２．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項
④．指標策定全体に関わる事項

課題（文章）

課題（PI（E）CO） 対象者：
※可能な場合 介入/曝露：

比較対象：
アウトカム：

対応 ①．文献検索
２．新規研究提案

詳細
文献検索の場合は
検索語・式の提案、
新規研究提案の
場合はごく簡単な
研究計画案を記述。

備考
懸案事項など

表3-2 多量ミネラル課題詳細
担当パート：リン（多量ミネラル）
記入年月日：2025.3.5

リン摂取量の評価において、国民健康栄養調査の食事調査を基に、目
安量を算出しているが、摂取量のうち加工食品に添加されているリン
量が十分に評価されていないため、摂取量の妥当性評価が曖昧になっ
ている可能性が考えられる。

(PROCESS? OR PACKAGED OR CONVENIENCE? OR (READY
OR PRE)(1W)(EAT OR MADE OR PACKAGED) OR PREPARED
OR FROZEN OR CANNED OR INSTANT OR
RETORT)(2A)(FOOD? OR FEED? OR MEAL? OR EDIBLE? OR
PRODUCT#)
PHOSPHORUS+NT/CT OR PHOSPHORUS
COMPOUNDS+NT/CT
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課題の種類 １．曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項
（該当する項目に○）２．健康アウトカムに関する事項

③．曝露とアウトカムの関連に関する事項
４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章）

課題（PI（E）CO） 対象者：
※可能な場合 介入/曝露：

比較対象：
アウトカム：

対応 ①．文献検索
２．新規研究提案

詳細
文献検索の場合は
検索語・式の提案、
新規研究提案の
場合はごく簡単な
研究計画案を記述。

備考
懸案事項など

表3-3 多量ミネラル課題詳細
担当パート：リン（多量ミネラル）
記入年月日：2025.3.5

リンの過剰摂取に対して、現在statusの生体指標として血清リン濃
度が利用されている。リンは、カルシウムやマグネシウムと同様に、
PTHの反応が観察されること、過剰により二次性副甲状腺機能亢進
症に進展することなども考えられるため、function やクリニカルサ
インなども考慮した指標のエビデンスづくりが必要である。併せて、
FGF23なども同様に考える必要がある。

(PHOSPHORUS+NT/CT OR PHOSPHORUS
COMPOUNDS+NT/CT OR PHOSPHORUS))(4A)(CONSUMPT?
OR INTAKE?)
PARATHYROID HORMONE+NT/CT OR PARATHYROID?(2A)H
ORMON? OR PTH OR IPTH
FIBROBLAST GROWTH FACTOR-23+NT/CT OR (FIBROBLA
ST?(2A)GROWTH?(2A)FACTOR? OR FGF)(2W)23 OR FGF23 OR
PHOSPHATONIN?
HUMAN
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

食事摂取基準 2025 年版における微量ミネラルの各指標策定の背景 

研究協力者 吉田宗弘 1，中西由季子 2，高橋一聡 3，橋本彩子 4 

研究分担者 岩井美幸 5 

研究代表者 朝倉敬子 6 

1 関西大学生活協同組合，2 人間総合科学大学，3 千葉大学大学院園芸学研究院，4 京都女子大

学家政学部食物栄養学科 

5国立研究開発法人国立環境研究所 

6東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

【研究要旨】 

食事摂取基準 2025 年版における微量ミネラルの各指標策定の背景をまとめた。0〜5 か月乳児

の目安量策定の根拠となる母乳中濃度は、鉄を除いて日本人の数値が用いられており妥当な

ものと考えられた。一方、6 か月以降乳児の目安量は外挿による算定値が用いられているが、離

乳食からの摂取の情報を収集し、摂取量にもとづく目安量の策定が望まれた。 微量ミネラルの

推定平均必要量（EAR）は、セレンを除いて、体内量を維持するための摂取量という立場から、

要因加算法や出納試験にもとづいて値が策定されていた。このため、策定されている EAR はセ

レンのみが欠乏を予防するため、他は不足を予防するためのものとなっていた。EAR から RDA

を算定するための係数については、EARのエビデンスの強さや、EAR策定に用いる要因の変動

の大きさが考慮されており、ミネラルの種類や対象者ごとに異なる数値が用いられていた。耐容

上限量は、集団の最大観察摂取量（HOI）にもとづいて策定（マンガン）、少数の事例から導か

れた LOAEL または NOAEL にもとづいて策定（亜鉛、銅、セレン、クロム）、HOI と LOAEL・

NOAEL の双方にもとづいて策定（ヨウ素、モリブデン）されている場合に分かれていた。妊婦に

対する付加量は主に妊娠中の需要増、授乳婦に対する付加量は主に母乳中濃度にもとづいて

策定されていた。また、妊婦と授乳婦に特化した UL はヨウ素のみ策定されていた。各ミネラルの

状態を示す生体指標については、血清中濃度や尿中濃度である場合が多く、濃度以外の指標

は、鉄（フェリチン、TIBC、ヘモグロビン）、ヨウ素（TSH）、セレン（GPX）にとどまっていた。また、

摂取の過不足がもたらすアウトカムの情報も不足していた。 

A．背景と目的 

 食事摂取基準は、健康増進法第 16 条の 2 に

基づき厚生労働大臣が定めるものとして、国民の

健康の保持・増進、生活習慣病の発症予防を目

的として、食事によるエネルギー及び各栄養素の

摂取量について、「食事による栄養摂取量の基準」

（平成 27 年厚生労働省告示第 199 号）として示

すものである。 
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 この食事摂取基準は、科学的根拠に基づく栄養

政策を推進する際の基礎となるものとして、また、

事業所給食、医療・介護施設等の管理栄養士、医

師等が健常者及び傷病者の栄養・食事管理、栄

養指導等に活用できるものとして、2005 年版の

策定以降、5 年ごとに改定が行われ、2025年4月

1 日からは 2025 年版が使用されている。 

 食事摂取基準においては、各栄養素について、

摂取不足に伴う健康障害を予防するための推定

平均必要量（EAR）と推奨量（RDA）、過剰摂取に

伴う健康障害を予防するための耐容上限量（UL）、

生活習慣病の発生リスクの低減、および重症化予

防のための指標である目標量、および摂取の目

安を示す目安量が策定されている。本研究では、

微量ミネラルに関して、食事摂取基準 2025 年版

で策定されている各指標の背景についてまとめ、

課題を指摘した。あわせて、各微量ミネラルの状

態を反映する 生体指標についても論じた。 

B．方法 

 食事摂取基準 2025 年版の微量ミネラル各指標策

定の背景を系統的にまとめた。さらに、各微量ミネラ

ルの状態を反映する生体指標および摂取の過不

足がもたらすアウトカムについてもまとめた。 

C および D．結果と考察 

 食事摂取基準 2025 年版における各指標、およ

び各微量ミネラルの状態を示す生体指標、および

摂取の過不足がもたらすアウトカムを表1にまとめ

た。ここでは、表 1 を指標ごとにまとめ直した表 

1-1〜1-6 にもとづいて記述する。 

C-１．乳児の目安量（表1-1） 

 0〜5 か月乳児の目安量は、母乳中濃度×基準

哺乳量（780 mL/日）の式に基づき策定している。

ただし、ヨウ素は、この式を用いると 147.4 µg/日と

いう成人のRDAに匹敵する過大な値になることか

ら、米国の目安量（110 µg/日）1)を参考にして 100 

µg/日という値にしている。 

 目安量策定の基となる母乳中濃度の値につい

ては、銅、マンガン、セレンが（株）明治による約

4000名を対象とした大規模調査の結果をまとめた

Yamawaki らの報告 2)の数値を採用している。また、

亜鉛においても、母乳中濃度と分娩後日数との関

係式を求める際にこの Yamawaki らの報告の数値

を含めている。さらに、ヨウ素とモリブデンにおい

ても（株）明治から提供された検体を測定した結果

を一部用いている。すなわち、現在の微量ミネラ

ルの 0〜5 か月乳児の目安量は、（株）明治による

約 4000 名を対象とした大規模調査の結果に大き

く依存している。これらの数値の採用にあたって、

その妥当性は検討されてはいるものの、数値公表

から 20 年を経過していることから新たな大規模な

調査が期待される。 

 クロムについて、Yamawaki らの報告は、値が諸

外国の数値の10倍以上高い値であったため数値

の信頼性に疑問があった。このため別の報告 3)の

数値を採用している。日本人を対象にした報告は

この一例しかないことから、今後の新たな報告の

出現が待たれる。 

 鉄に関しては、日本人を対象にした信頼できる

報告が見当たらない。米国DRI採用値（0.35 mg/L）

4)とベトナム人についての報告値（0.43 ± 0.15

mg/L）5)が近接していることから、暫定的に米国

DRI 採用値を用いている。なお、EFSA の報告書

においても母乳中鉄濃度として米国DRIに近接し

た約0.3 mg/Lという値が採用されている 6)。また、

わが国の食品成分表（八訂）では人乳鉄濃度を

100 グラムあたりゼロとしている 7)。いずれにしても、

母乳中の鉄濃度については、日本人の値を明ら

かにすることが急務である。 

 6〜11か月乳児の目安量の算定は、EARとRDA

が策定されている鉄を除き、0〜5 か月児の値から

外挿しているもの（銅、ヨウ素、セレン、クロム、モリ

ブデン）と、この外挿値と成人の RDA または目安
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量を外挿した値との中間値を用いるもの（亜鉛、マ

ンガン）に分かれている。どちらが好ましいのか、

現状では判断が難しい。目安量策定の原則（過不

足に関して問題がない集団の摂取量中央値）に

立てば、離乳食からの摂取量を考慮した上で、各

微量ミネラルについて 6〜11 か月乳児の摂取量

を明らかにする必要がある。 

 

C-2．EARと目安量（表1-2） 

 微量ミネラルの EAR は、セレンを除いて、体内

量を減少させない摂取量という観点に立って策定

されている。具体的な手法は、要因加算法（鉄、

亜鉛）、平衡維持量を求めるための出納試験（銅、

モリブデン）、特定の臓器中濃度を維持できる量

を実験的に求める（ヨウ素）というものである。また、

マンガンとクロムの目安量は、いすれも現在の摂

取量に基づいている。 

 鉄の要因加算法に用いる各要因の数値、すな

わち基本的損失、成長に伴う蓄積、月経に伴う損

失、吸収率の中で、2025 年版では月経に伴う損

失と吸収率について数値の見直しを行った。今後

もこれらの要因に関わる数値についてはバージョ

ンアップしていく必要がある。 

 亜鉛の要因加算法に用いる数式、摂取量と吸収

率の関係を示す回帰式、さらに要因として用いる

尿中排泄、月経に伴う損失、精液への損失、皮膚

からの損失の中で、2025 年版では尿中排泄量に

ついて、日本人の値に置き換えた。今後も順次、

日本人の値に置き換えていくことが必要である。と

くに月経に伴う損失については、全血中亜鉛濃度

が明確になれば、日本人の値に置き換えることは

容易であろう。ただし、亜鉛摂取量が日本人よりも

多い米国人の値を日本人の値に置き換えていくと、

EAR が小さな値になっていくことが容易に予想で

きる。このことを是とするには、現在の日本人の亜

鉛状態が適正な範囲にあることが前提になる。し

たがって、日本人の亜鉛状態を評価することが必

要である。 

 なお、日本臨床栄養学会では、血清亜鉛濃度

80 µg/dL を潜在性亜鉛欠乏症、60 µg/dL を亜鉛

欠乏症の診断基準としている 8)。この基準との整

合性を図るには血清亜鉛濃度と亜鉛摂取量との

関連を明確にする必要がある。ただし、血清亜鉛

濃度と亜鉛摂取量との関連を検討した報告では 9)、

両者の関連性は有意ではあるが小さいとしている。

この報告にある両者の関連を示す図に 80 µg/dL

を当てはめると、EAR もしくは RDA付近の摂取量

に相当すると推測できるが、60 µg/dLは偏回帰の

範囲から外れてしまう。血清亜鉛濃度が亜鉛欠乏

の診断基準の指標として用いられていることから、

日本人を対象にして血清亜鉛濃度と亜鉛摂取量

との関連を明確にすることが必要である。 

 出納試験にもとづく平衡維持量を採用している

銅とモリブデンの中で、モリブデンは米国人４名を

対象にした研究 10)に基づいている。EFSA はこの

数値が少数例の研究であるゆえに信頼性が低い

とし、モリブデンについては摂取量に基づく目安

量を策定している 11)。日本人の平均的なモリブデ

ン摂取量が EAR の約 10 倍である 12)ことをふまえ

ると、かりにモリブデンの指標を EAR から目安量

に切り替える場合、摂取量平均値や中央値では

なく、95％信頼区間の下限値あたりを採用するの

が現実的であり、混乱をきたさないであろう。ただ

し日本人のモリブデン摂取量については、平均的

な数値は報告されているが、分布は明らかでない。

モリブデンの供給源が穀物と豆類であることをふ

まえると、米、小麦、大豆の摂取量分布からモリブ

デンの摂取量分布を推定することが可能かもしれ

ない。 

 セレンの EAR は、WHO が「克山病の予防には

血清GPX活性の飽和値の 3分の 2の値を与える

摂取量で十分」としている 13)ことに準拠して策定し

ており、重篤な欠乏を予防するためのものである。

この WHO の勧告にしたがっているのは、日本と

ベトナム 14)だけであり、他の諸国は中国や韓国を

含めていずれも血清 GPX 活性またはセレノプロ
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テイン P 量を飽和させる摂取量という観点に立っ

てEARを策定している 15)。日本人のセレン摂取量

は平均的には約100 µg/日と見積もられていること

から 16)、EAR を「飽和させる摂取量（40〜70 µg/

日）」に変更しても大きな問題は生じないと思われ

る。他方、セレンの平衡維持量については、日本

人を対象とした研究が存在し、1.1 µg/kg/日として

いる 17)。EAR に関して、微量ミネラル全体の考え

方を「体内量を減少させない摂取量」に統一する

という観点からは、この平衡維持量を参考にする

ことを考えてよいだろう。 

 なお、日本臨床栄養学会によるセレン欠乏症の

診断指針では、血清セレン濃度 100 ng/mL 以下

をセレン欠乏の診断基準としている 18)。血清セレ

ン濃度（x）とセレン摂取量（y）との回帰式 y=0.672x 

+ 2に 100 ng/mLを当てはめると 69.4 µg/日という

摂取量が得られる。この値は、上記の平衡維持量

を体重60 kgのヒトに当てはめた場合の 66 µg/日

に近接している。 

C-3．RDA（表1-3） 

 食事摂取基準においては EAR の変動係数を

10％とみなし、RDAはEARに 1.2という推奨量算

定係数を乗じて算定することが原則となっている。

しかし、微量ミネラルでは、吸収率の変動の大きさ

（12 歳未満の鉄と亜鉛）、月経血量の変動の大き

さ（鉄と亜鉛）、EAR 策定の根拠となった研究での

実測値の変動係数（ヨウ素）、EAR策定の根拠とな

った研究の信頼性（モリブデン）を考慮して 1.2 以

外の推奨量算定係数を採用している場合がある。 

 銅に関しては、情報はないものの鉄と亜鉛との

整合を図る意味で、12 歳未満に 1.4 を適用するこ

とを検討してもよいだろう。 

 また、月経のある女性において、鉄ではRDAの

算定において月経血量の平均値＋2SDに起因す

る鉄損失を用いているが、EAR に推奨量算定係

数1.4を適用した場合とほとんど同じ数値になるこ

とから、月経のある女性については推奨量算定係

数1.4とした方が分かりやすいであろう。 

C-4．UL 

 微量ミネラルのUL策定の基準となるLOAEL（健

康障害発現量）と NOAEL（健康障害非発現量）は、

少数の事例研究に基づくものが大半であり、毒性

学における LOAEL（最小毒性量）、NOAEL（最大

無毒性量）とはやや趣を異にしている。また、食品

添加物・残留農薬における ADI（一日摂取許容

量）、環境汚染物における TDI（耐容一日許容量）

のように十分な UF（不確定係数・安全率）を適用

すると、ULが RDA・EARや目安量よりも低い値に

なる。このため、UL 策定における UF は、現実の

摂取量に合わせた数値にしている。このような背

景があるため、微量ミネラルのULは、ADI・TDIの

ような「この値までの摂取量であれば過剰摂取に

伴う健康障害発生のリスクは考えられない」と言い

切れるものではなく、「近づいてはいけない」数値

であると認識すべきものである。HOI（当該ミネラ

ルに関して、過剰摂取の問題がないと推定できる

集団における習慣的な最大摂取量）を積極的に

ULに採用することを考えるべきかもしれない。 

 実際のUL は、集団の最大観察摂取量（HOI）に

もとづいて策定（マンガン、NOAEL と記している

が実質は HOI である）、少数の事例から導かれた

LOAEL または NOAEL にもとづいて策定（亜鉛、

銅、セレン、クロム）、HOIとLOAEL・NOAELの双

方にもとづいて策定（ヨウ素、モリブデン）されてい

る場合に分かれていた。鉄について、今回は情

報不足ということで UL の策定を見送らざるを得な

かった。しかし、最近でもサプリメントの不適切な

使用に起因する鉄過剰症の報告がある 19)ことから、

過剰障害の事例を収集し、UL 策定を目指すべき

である。 

 ヨウ素の摂取量は昆布製品の摂取に依存してい

る。昆布製品の摂取が間欠的であることが多いた

め、ヨウ素はEAR未満の摂取の日とUL超の摂取

の日が交互に生じている可能性があり 20)、習慣的
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摂取量という概念が適用しがたい。このため、週

単位でのULを示すことも必要であろう。 

 18 歳未満の UL について、ヨウ素とセレンは成

人の値を外挿しているが、他のミネラルは未策定

であり、統一性がない。ヨウ素とセレン以外につい

ても、成人の値を外挿できるか検討すべきである。 

 なお、臨床において鉄や亜鉛不足の症例に対

しては、多量の鉄剤や亜鉛含有医薬品の投与が

行われているが、これらは治療が目的のものであ

り、UL との整合性を図る必要がないことも確認し

ておかねばならない。 

 他方、吸収機構についての研究が進捗した結

果、多くの微量ミネラルについて恒常性を維持す

るための巧妙な仕組みの存在が明らかになって

きた。過剰障害を起こす人の多くは、この仕組み

のどこかに先天的な欠損や変異があるといわれ

ている。しかし、このような先天的な欠損や変異の

存在を個人単位で明らかにすることは難しい。そ

れゆえ、UL 策定に関しては、過剰障害発生リスク

を可能な限り小さくする観点から、過剰摂取に対

する感受性の高い人を含めることも必要と考える。 

C-5．妊婦・授乳婦に対する指標（表 1-5） 

 妊婦付加量の基になるのは、妊娠期間中の需

要量増加の見積もりである。これらの数値の中で、

鉄とセレンについては要因加算によってその根

拠が明示されているが、亜鉛と銅については文献

値のみの引用であり、統一性がない。要因加算に

用いている数値も含めて、妥当性を検討する必要

がある。 

 授乳婦付加量の基になるのは、母乳中濃度であ

るが、吸収率も重要である。亜鉛については、成

人 EAR 策定の際の吸収率と整合していないので

検討が必要である。また、ヨウ素とモリブデンにつ

いては吸収率の考慮がない。一般成人と同じと考

えるか、検討が必要である。 

 UL についてはヨウ素を除いて、妊婦・授乳婦に

特化した数値を定めていない。胎児・乳児への影

響を含めて検討し、特化した数値の必要性を検討

すべきである。とくにマンガンに関しては妊娠中

の血中マンガン濃度の増加が妊娠高血圧症や 21）

低出生体重児発生リスクの上昇 22）と関連する可能

性があることから、妊婦を対象とした UL の策定が

必要であろう。 

C-6．生体指標（表１-6） 

 微量ミネラルは排泄量を実測できることから、損

失量に見合う摂取量、すなわち体内量を減少させ

ない摂取量を出納実験や要因加算法などで推定

できる。このため、セレンを除いて生体指標の活

用は進んでいない。ただし、現在の体内量が適切

であるかの判断材料として生体指標は有効であろ

う。 

 鉄は不足すると最初に貯蔵鉄が減少することか

ら、貯蔵鉄量を反映する血清フェリチンは鉄状態

の指標として有効である。ただし、血清フェリチン

は炎症時に上昇することから、CRP による炎症の

有無の確認が必要となる。TIBC、および TIBC と

血清鉄から算出できるトランスフェリン飽和率は潜

在性鉄欠乏の古典的な指標である。TIBC と血清

鉄は検査費用が廉価な基本的な血清生化学検査

であることからもっと活用されていい指標であろう。 

 亜鉛の状態を反映する生体指標として臨床分野

では血清亜鉛濃度が用いられているが、亜鉛摂

取量との関連ははっきりとしない。また、銅とマン

ガンにおいても血清中濃度は状態の指標と考え

られるが、亜鉛と同様に摂取量との関係は確立し

ていない。 

 24 時間蓄尿の試料から得られる尿中濃度は、ヨ

ウ素、セレン、クロム、モリブデンの摂取量把握に

有用な指標である。ただし、尿中濃度から得られ

る摂取量は特定の１日に対してのものであり、習

慣的摂取量でないことに注意しなければならない。 

 また、血清中濃度も直前の摂取量の影響を強く

受ける。このため、全血あるいは赤血球中濃度、

足爪中濃度、毛髪中濃度の活用も視野に入れる
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べきである。微量ミネラルの多くは毒性元素でもあ

る。環境中毒学や産業中毒学における情報を積

極的に収集すべきである。 

E．結論 

 食事摂取基準 2025 年版における微量ミネラル

各指標策定の背景をまとめた。 

⑴ 0〜5 か月乳児の目安量策定の根拠となる母

乳中濃度については、鉄を除いて妥当と考えられ

る日本人の数値が用いられている。一方、6 か月

以降乳児の目安量は離乳食からの摂取の情報が

ほとんどないため、外挿による算定値が用いられ

ている。 

⑵ 微量ミネラルの EAR は、セレンを除いて、体

内量を維持するための摂取量という立場から、要

因加算法や出納試験にもとづいて値が策定され

ていた。このため、セレンのみ欠乏を予防するた

め。他は不足を予防するための摂取量となってい

た。 

⑶ EAR から RDA を算定するための係数につ

いては、EARのエビデンスの強さや、EAR策定に

用いる要因の変動の大きさが考慮されており、ミ

ネラルの種類や対象者ごとに異なる数値が用いら

れていた。 

⑷ UL 策定については、集団の最大観察摂取

量（HOI）にもとづいて策定（マンガン）、少数の事

例から導かれた LOAEL または NOAEL にもとづ

いて策定（亜鉛、銅、セレン、クロム）、HOI と

LOAEL・NOAEL の双方にもとづいて策定（ヨウ素、

モリブデン）されている場合に分かれていた。 

⑸ 妊婦に対する付加量は主に妊娠中の需要

増、授乳婦に対する付加量は主に母乳中濃度に

もとづいて策定されていた。また、妊婦と授乳婦

に特化したULはヨウ素のみ策定されていた。 

⑹ 各ミネラルの状態を示す生体指標について

は、血清中濃度や尿中濃度である場合が多く、濃

度以外の指標は、鉄（フェリチン、TIBC、ヘモグロ

ビン）、ヨウ素（TSH）、セレン（GPX）にとどまって

いた。また、摂取の過不足がもたらすアウトカムの

情報も不足していた。 

F. 健康危険情報

なし 

G. 研究発表

１. 論文発表

なし

２. 学会発表

なし

H. 知的所有権の出願・登録状況

１. 特許取得

なし

２. 実用新案登録

なし

３. その他

なし

I. 参考文献

1 ） Institute of Medicine. Iodine. In: Dietary 

Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, 

Boron, 

Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, 

Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. 

National Academies Press, Washington D.C.; 

2001:258-289. 

2 ）Yamawaki N, Yamada M, Kan-no T, et al. 

Macronutrient, mineral and trace element 

composition of breast milk from Japanese women. J 

Trace Elem Med Biol. 2005;19(2-3):171-181. 

3 ） Yoshida M, Takada A, Hirose J, et al. 

Molybdenum and chromium concentrations in breast 

milk from Japanese women. Biosci Biotechnol 

Biochem. 2008;72(8):2247-2250. 

4 ） Institute of Medicine, ed. Iron. In: Dietary 

Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, 

99



Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, 

Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. 

National Academies Press, Washington, D.C.; 

2001:290-393. 

5 ） Nakamori M, Ninh NX, Isomura H, et al. 

Nutritional status of lactating mothers and their 

breast milk concentration of iron, zinc and copper in 

rural Vietnam. J Nutr Sci Vitaminol. 

2009;55(4):338-345. 

6）EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and 

Allergies (NDA). Scientific Opinion on Dietary 

Reference Values for iron. EFSA J. 

2015;13(10):4254. 

7）文部科学省 科学技術・学術審議会資源調査分

科会．日本食品標準成分表2020年版（八訂）; 

2021. 

8）脇野修，児玉浩子，原貴史，他．亜鉛欠乏症の

診療指針 2024．一般社団法人日本臨床栄養学

会編．2024．http://jscn.gr.jp/pdf/aen2024.pdf 

9）Lowe NM, M Medina MW, Stammers A, et al. 

The relationship between zinc intake and 

serum/plasma zinc concentration in adults: a 

systematic review and dose–response meta-analysis 

by the EURRECA Network. Br J Nutr. 

2012;108,:962–1971. 

10）Turnlund JR, Keyes WR, Peiffer GL, et al.

Molybdenum absorption, excretion, and retention 

studied with stable isotopes in young men during 

depletion and repletion. Am J Clin Nutr. 

1995;61(5):1102-1109. 

11）EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition, and 

Allergies (NDA). Scientific Opinion on Dietary 

Reference Values for molybdenum. EFSA J. 

2013;11(8):3333. 

12）Hattori H, Ashida A, Itô C, et al. Determination 

of molybdenum in foods and human milk, and an 

estimate of average molybdenum intake in the 

Japanese population. J Nutr Sci Vitaminol. 

2004;50(6):404-409. 

13 ） World Health Organization, International 

Atomic Energy Agency, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. Selenium. In: 

Trace Elements in Human Nutrition and Health. 

World Health Organization, Geneva; 1996: 105-122. 

14）Khan NC, Hoan PV. Vietnam recommended

dietary allowances 2007. Asia Pac J Clin Nutr. 

2008;17 (Suppl 2):409-415. 

15）たとえば、Kipp AP, Strohm D, Brigelius-Flohé 

R, et al; German Nutrition Society (DGE). Revised 

reference values for selenium intake. J Trace Elem 

Med Biol. 2015;32:195-199 

16）吉田宗弘．日本人のセレン摂取と血中セレン

濃度．日本栄養・食糧学会誌．1992;45(6):485-

494. 

17）佐藤郁雄，新関嗣郎，荫子安，山口賢次．日

常食におけるセレンの出納〜パン食と米飯食の

比較〜．微量栄養素研究．1992;9:111-116. 

18）脇野修，児玉浩子，吉田宗弘，他．セレン欠乏

症の診療指針 2024．一般社団法人日本臨床栄

養学会編．2025．http://jscn.gr.jp/pdf/selen2024.

pdf 

19）独立行政法人国民生活センター．海外事業者

の鉄サプリメントの長期使用により鉄過剰症を発

症．令和 6 年 12 月 25 日報道発表資料，

https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20241225_1.pdf 

20）Katagiri R, Asakura K, Sasaki S, et al. Estimation 

of habitual iodine intake in Japanese adults using 16 

d diet records over four seasons with a newly 

developed food composition database for iodine. Br 

J Nutr. 2015;114(4):624-634. 

21）Vigeh M, Yokoyama K, Ohtani K, et al. Increase 

in blood manganese induces gestational 

hypertension 

during pregnancy. Hypertens Pregnancy. 

2013;32(3): 214-224. 

22）Yamamoto M, Sakurai K, Eguchi A, et al. 

100



Association between blood manganese level during 

pregnancy and birth size: The Japan Environment 

and Children’s Study (JECS). Environ Res. 2019; 

172:117-126.

101



【表1】2025年版の現状：赤字は指標の設定に直接的に使用されているindicator（EAR, RDA , AIの場合は不足・欠乏のindicator、ULの場合は過剰のindicator）

短期 長期 短期 長期 短期
長期

（生活習慣病）

微量ミ
ネラル

鉄
EAR,R
DA

6ヶ月〜17歳
（男性），
6ヶ月〜9歳
（女性）

要因加算法（ 基本的損失＋成長
に伴う 増加量） ÷吸収率）

鉄摂取量（ 国民
健康・ 栄養調
査）

血清フェリチン
TIBC（トランス
フェリン飽和率）

血清フェリチン
TIBC（トランス
フェリン飽和率）

ヘモグロビン ヘモグロビン
鉄欠乏、鉄欠乏
性貧血（不足）

発育障害
吸収率（月経のある女性18％，そ
の他16％）は妥当か
EARからRDAの求め方

微量ミ
ネラル

鉄
EAR,R
DA

10〜17歳（女
性）

要因加算法（ 基本的損失＋成長
に伴う 増加量＋月経に伴う 損
失） ÷吸収率）

鉄摂取量（ 国民
健康・ 栄養調
査）

血清フェリチン
TIBC（トランス
フェリン飽和率）

血清フェリチン
TIBC（トランス
フェリン飽和率）

ヘモグロビン ヘモグロビン
鉄欠乏、鉄欠乏
性貧血（不足）

発育障害
吸収率（月経のある女性18％，そ
の他16％）は妥当か
EARからRDAの求め方

微量ミ
ネラル

鉄
EAR,R
DA

18歳以上（男
性，高齢女
性）

要因加算法（ 基本的損失÷吸収
率）

鉄摂取量（ 国民
健康・ 栄養調
査）

血清フェリチン
TIBC（トランス
フェリン飽和率）

血清フェリチン
TIBC（トランス
フェリン飽和率）

ヘモグロビン ヘモグロビン
鉄欠乏、鉄欠乏
性貧血（不足）

慢性的な鉄欠乏
による骨粗鬆症
リスク上昇

吸収率（月経のある女性18％，そ
の他16％）は妥当か
EARからRDAの求め方

微量ミ
ネラル

鉄
EAR,R
DA

18歳以上（成
人女性）

要因加算法（ 基本的損失＋成長
に伴う 増加量＋月経に伴う 損
失） ÷吸収率）

鉄摂取量（ 国民
健康・ 栄養調
査）

血清フェリチン
TIBC（トランス
フェリン飽和率）

血清フェリチン
TIBC（トランス
フェリン飽和率）

ヘモグロビン ヘモグロビン
鉄欠乏、鉄欠乏
性貧血（不足）

慢性的な鉄欠乏
による骨粗鬆症
リスク上昇

妊婦への付加量は再検討の必要あ
り

微量ミ
ネラル

鉄
ULな
し

全年齢 血清フェリチン 血清フェリチン

臓器への鉄蓄
積、鉄過剰（ヘ
モクロトーシ
ス）

がんへの進展、
心血管疾患、メ
タボリックシン
ドロームリスク
上昇

ULが設定できなかった
鉄蓄積：どれくらいから危険か
摂取量と鉄蓄積の関係が未確立
亜鉛状態への悪影響

微量ミ
ネラル

亜鉛
EAR,R
DA

1〜9歳
要因加算法（ 腸管， 尿， 皮膚か
ら の排泄量に見合う 真の吸収量
を 求め， こ れに吸収率を 考慮

亜鉛摂取量（ 国
民健康・ 栄養調
査）

血清亜鉛 血清亜鉛
皮膚炎、味覚異
常、

成長遅延、性腺
発育障害

要因加算に用いる値は亜鉛状態が
適切な集団であることが必要であ
るが，日本人の亜鉛状態が適切か
は不明である（日本人の数値を利
用するとEARは小さくなるがそれ
でいいのか？）
亜鉛状態を示す血清亜鉛以外の指
標が必要

微量ミ
ネラル

亜鉛 10歳以上
要因加算法（ 腸管， 尿， 皮膚か
ら の排泄量＋月経血ま た は精液
への損失量に見合う 真の吸収量
を 求め， こ れに吸収率を 考慮

亜鉛摂取量（ 国
民健康・ 栄養調
査）

血清亜鉛 血清亜鉛
皮膚炎、味覚異
常

生活習慣病発症
リスク上昇

要因加算に用いる値は亜鉛状態が
適切な集団であることが必要であ
るが，日本人の亜鉛状態が適切か
は不明である（日本人の数値を利
用するとEARは小さくなるがそれ
でいいのか？）
亜鉛状態を示す血清亜鉛以外の指
標が必要

微量ミ
ネラル

亜鉛 UL 成人 事例から 類推さ れる LOAEL÷不
確実性因子

銅状態の悪化
（SDD活性の低
下など）

生活習慣病発症
リスク上昇

微量ミ
ネラル

銅
EAR,R
DA

成人 平衡維持量と 血漿・ 血清銅濃度
銅摂取量（ 国民
健康・ 栄養調
査）

血清銅、セルロプ
ラスミン濃度

血清銅、セルロプ
ラスミン濃度

遺伝病
（Menkes病）

情報不足（EAR，ULいずれも）

微量ミ
ネラル

銅 UL 成人 血清銅濃度の上昇 血清銅 血清銅
遺伝病（Wilson
病）

生活習慣病の重
症化

情報不足（EAR，ULいずれも）

微量ミ
ネラル

マンガ
ン

目安量 1歳以上 マ ン ガ ン 摂取量の中央値
文献（ 食品摂取
量と 食事含有量
から 算定）

全血マンガン 全血マンガン
先天性糖鎖形成
不全症

生体指標をさがすべき

微量ミ
ネラル

マンガ
ン

UL 成人
米国菜食者の摂取量を HOI
（ Hi ghest  Obser ved I nt ake）
と みな し ， ULにし た

菜食者の献立か
ら 計算、 ま た は
実測

全血マンガン 全血マンガン
中枢神経障害
（パーキンソン
病様症状）

妊婦の高摂取者には健康上の問題
が生じる可能性あり

微量ミ
ネラル

ヨウ素
EAR,R
DA

成人
甲状腺から の1日排泄量（ 甲状
腺中濃度を 維持で き る 量） に日
本人の食事から の吸収率を 配慮

文献（ 食品摂取
量と 食事含有量
から 算定）

尿中ヨウ素
血清甲状腺ホ
ルモン，TSH
濃度

血清甲状腺ホ
ルモン，TSH
濃度

甲状腺機能低下
（TSHの上
昇）、甲状腺腫

日本人のヨウ素摂取量の情報収集
24時間尿を用いた摂取量推定
不足者の存在の把握

微量ミ
ネラル

ヨウ素 UL 成人

事例も し く はヒ ト 投与試験にも
と づく LOAEL÷不確実性因子
日本人の摂取量の上側を HOI と
みな す
2方向から の値が一致し て いる

文献（ 食品摂取
量と 食事含有量
から 算定）

尿中ヨウ素
血清甲状腺ホ
ルモン，TSH
濃度

血清甲状腺ホ
ルモン，TSH
濃度

甲状腺機能低下
（TSHの上
昇）、甲状腺腫

昆布の適切な食べ方を科学的に示
す必要（どのような食べ方であれ
ば過剰障害が生じるか）

微量ミ
ネラル

セレン
EAR,R
DA

成人
セ レ ン 欠乏症を 予防し う る 血清
GPX活性の下限値を 与え る 摂取
量

文献（ 食品摂取
量と 食事含有量
から 算定）

尿中セレン、血清
セレン

全血セレン
血清GPX活
性，セレノプ
ロテインP量

心筋障害（心電
図異常、克山
病）

がん、心血管疾
患発症リスク上
昇

生活習慣病予防に資する摂取量の
範囲はおおよそ制定できている
(DGの設定は可能）

微量ミ
ネラル

セレン UL 成人、小児
中国で の観察研究にも と づいて
算定さ れた NOAEL÷不確実性因
子

文献（ 食品摂取
量と 食事含有量
から 算定）

尿中セレン 全血セレン
毛髪と爪の異
常、呼気のニン
ニク臭

2型糖尿病リス
ク上昇

微量ミ
ネラル

クロム 目安量 成人
食品ご と の摂取量と 食品成分表
記載値から 算定さ れる 摂取量平
均値

左の計算値 必須ではない可能性大

微量ミ
ネラル

クロム UL 成人 インスリン感受性
インスリン感受
性の低下

微量ミ
ネラル

モリブ
デン

EAR,R
DA

成人 平衡維持量（ 単一の研究に基づ
く ）

文献（ 食品摂取
量と 食事含有量
から 算定， ま た
は実験的な 献立
の実測）

尿中モリブデンン
亜硫酸中毒の症
状、Mo含有酵素
欠損症

出納試験が4名の米国人を対象とし
ておりEFSAは摂取量にもとづく目
安量に切替えた。日本人は摂取量
が大きいためEARの10倍になる

微量ミ
ネラル

モリブ
デン

UL 成人

米国で のヒ ト 投与試験の最高投
与量にも と づく NOAEL÷不確実
性因子
日本人女性菜食者の摂取量を
HOI と みな す
2方向から の値がおおむね一致

尿中モリブデン
高尿酸血症、痛
風様症状疑い

左の過剰障害は疑問視されている

問題点
大区分

小区分
（栄養
素名）

2025
指標

対象者 策定方法 食事調査

statusの生体指標
潜在的不足または過剰

functionの生体指標
潜在的機能障害

クリニカルサイン
明らかな兆候

基本情報 曝露 健康アウトカム
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表 1-1 食事摂取基準 2025年版の微量ミネラルにおける乳児の目安量 

0〜5か月 6〜11か月 

母乳中濃度 
目安量数値 1) 

目安量 

数値 出典 策定法 2) 数値 1) 

鉄 

亜鉛 

銅 

マンガン 

ヨウ素 

セレン 

クロム 

モリブデン 

0.35 mg/L 

1.61 mg/L 

0.35 mg/L 

11 µg/L 

189 µg/L 

17.7 µg/L 

1.00 µg/L 

3.0 µg/L 

米国DRI 

計算値 4) 

文献値 5) 

文献値 5) 

文献値 6) 

文献値 5) 

文献値 8) 

文献値 9) 

0.273 mg/日 

1.26 mg/日 

0.273mg/日 

8.6 µg/日 

100 µg/日 7) 

13.3 µg/日 

0.78 µg/日 

2.34 µg/日 

－3) 

B 

A 

B 

A 

A 

A 

A 

－3) 

男児 2.17、女児 2.02 mg/日 

0.350 mg/日 

男女平均 0.511 mg/日 

男女平均 130 µg/日 

男女平均 17.0 µg/日 

男女平均 1.0 µg/日 

男女平均 2.99 µg/日 

1）丸め処理前の値 

2）A：0〜5 か月児の目安量を外挿、B：0〜5 か月児の目安量の外挿値と成人の RDA または目安量の外挿値と
の中間値 

3）推定平均必要量と推奨量を策定 

4）日本人を対象とした複数の報告より、亜鉛濃度と分娩後日数との間の関係式を導き、数学的に代表値を算出
した 

5）Yamawaki N et al. J Trace Elem Med Biol. 2005;19:171-181における平均値（明治乳業による大規模調査） 

6）2報告（村松ほか. 厚労科研報告書 2003:16-21とMuramatsu et al. Jpn J Health Phys. 1983;18:113-117）の中央値
を平均した値 

7）日本人の母乳中濃度を用いると数値が大きすぎるため米国DRIの数値を参考にして策定 

8）Yoshida M et al. Biosci Biotechnol Biochem. 2008;72:2247-2250 

9）2報告（文献 8と吉田ら．微量栄養素研究 2004;21:59-64）の中央値を平均した値 

（下線をひいた文献の検体は，明治乳業から文献 5の検体の一部を提供されたものである） 
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表 1-2 食事摂取基準 2025年版の微量ミネラルにおける小児と成人に対する EARと目安量の策定方法 

対象者 
策定法 

原理 具体的方法 

EAR 
鉄 

亜鉛 

銅 

ヨウ素 

セレン 

モリブデン 

月経なし（男女）、6か月〜17歳 

月経なし（男女）、18歳以上 

月経あり（女性）、10〜17歳 

月経あり（女性）、18〜64歳 

1歳以上すべて 

1歳以上すべて 

1歳以上すべて 

1歳以上すべて 

1歳以上すべて 

要因加算 

要因加算 

要因加算 

要因加算 

要因加算 

平衡維持 

甲状腺中濃度維持 

血清GPX活性維持 

平衡維持 

[基本的鉄損失+成長による鉄蓄積]÷吸収
率 1) 

基本的鉄損失÷吸収率 1) 

[基本的鉄損失+月経血鉄損失+成長による
鉄蓄積]÷吸収率 1) 

[基本的鉄損失+月経血鉄損失]÷吸収率 1) 

総排泄量に見合う真の吸収量 2)を与える
摂取量 3) 

複数の研究より 0.8 mg/日を平衡維持量 4) 

米国の研究での値に吸収率 80%を適用し
た 120.6 µg/日を濃度維持量 5) 

血清 GPX 飽和値の 2/3 を与える摂取量
24.2 µg/日 6) 

米国の研究より 25 µg/日を平衡維持量 7) 

目安量 

マンガン 

クロム 

1歳以上すべて 

18歳以上すべて 

摂取量中央値 

平均的摂取量 

文献値 8) 

食品成分表と国民健康・栄養調査成績か
ら算出された値（10 µg/日）9) 

1）月経のある女性 0.18、その他 0.16 

2）10 歳以上：総排泄量＝0.628×真の吸収量＋0.2784+(尿中排泄量＋体表損失量＋精液又は月経分泌物損失量）
の式において総排泄量＝真の吸収量となる値を男女別に算出、1〜9 歳は精液又は月経分泌物損失量をゼロとし
て計算、計算値は 18〜29歳を対象とした値 

3）真の吸収量＝1.113×摂取量 0.5462の式から 18〜29歳における必要な摂取量を男女別に算出 

4）76.0 kgを対象にした値 

5）78.2 kgを対象にした値 

6）60.0 kg を対象にした値。セレン欠乏の克山病の予防には血清 GPX 活性は飽和値の 2/3 の値で十分とする
WHOの考えに準拠。ただしWHO、ベトナム、日本以外の各国は血清GPX活性または血清セレノプロテイン P

値を飽和させる摂取量を EARとしている。 

7）76.4 kgを対象にした値。EFSAは米国の研究が対象者 4名の研究である信頼性が低いと判断して、摂取量に
もとづく目安量を策定 

8）Shinozaki et al. Nutrients. 2023;15(24):5113、18歳以上はもっとも摂取量中央値が小さい年齢層の値を男女別に
採用 

9）18歳以上に一律適用。クロムを必須微量ミネラルとしない説が有力である。 
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表１-３ 食事摂取基準 2025年版の微量ミネラルにおけるRDAの算出方法 

対象 推奨量算定係数など 係数が 1.2以外の数値である理由 

鉄 

亜鉛 

銅 

ヨウ素 

セレン 

モリブデン 

男性及び月経のない女性 

6か月〜11歳 

 12歳以上 

月経のある女性 

10〜17歳 

18〜64歳 

1〜11歳 

男性、12歳以上 

女性、12〜64歳 

女性、65歳以上 

1.4 
1.2 

下記参照 1) 

下記参照 1) 

1.4 
1.2 
1.25 
1.2 

1.2 

1.4 

1.2 

1.3 

成人より低い吸収率の可能性 

－ 

月経血量の変動を考慮 

月経血量の変動を考慮 

成人より低い吸収率の可能性 

－ 

月経血量の変動を考慮 

－ 

－ 

変動係数 2)の半分を個人間変動 

－ 

例数４の研究にもとづく EAR 

1）10〜18歳：RDA=[（基本的鉄損失＋成長に伴う鉄蓄積）×1.2+(月経血量の平均値＋2SDに伴う鉄損失）]÷吸
収率（0.18） 

 19〜64歳：RDA=[（基本的鉄損失）×1.2+(月経血量の平均値＋2SDに伴う鉄損失）]÷吸収率（0.18） 

2）EAR策定の根拠となった値は変動係数が約 40%であった。 
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表 1-4 食事摂取基準 2025年版の微量ミネラルにおけるULの策定方法 

対象 参照値の意味 UF 付記 

鉄 

亜鉛 

銅 

マンガン 

ヨウ素 

セレン 

クロム 

モリブデン 

全年齢 

18歳未満 

18歳以上 

18歳未満 

18歳以上* 

18歳未満 

18歳以上* 

乳児 

1〜17歳 

18歳以上* 

18歳未満 

18歳以上 

18歳未満 

18歳以上* 

18歳未満 

18歳以上** 

－ 

－ 

LOAEL 
– 

NOAEL 
－ 

NOAEL 

LOAEL 
－ 

HOI 
LOAEL 
－ 

NOAEL 

－ 

LOAEL 
－ 

NOAEL 
HOI 

－ 

－ 

1.5 
– 

1.5 
－ 

1 

3.0 
－ 

1 
10 
－ 

2 

－ 

2 
－ 

2 
1 

情報不足により未策定 

情報不足により未策定 

60 mg/日摂取で SOD活性、フェリチンなど低下 

情報不足により未策定 

10 mg/日の 12週間摂取で異常なし 

情報不足により未策定 

菜食者の最大摂取量（11 mg/日），実質はHOIである 

血清中濃度上昇にもとづく LOAELは 15 mg/日 

TSH濃度の上昇（ただし早産児） 

成人の値（3 mg/日）を外挿 

日本人の習慣的摂取量上限の推定値 

3つの研究、TSH濃度の上昇などの甲状腺機能低下 

成人の値（6.7 µg/kg/日）を適用 

中国のセレン汚染地域での研究、NOAEL800 µg/日、
LOAEL913 µg/日 

情報不足により未策定 

1 mg/日のサプリメントでインスリン感受性の低下 

情報不足により未策定 

出納実験における最大投与量（18 µg/kg/日） 

日本の女性菜食者の平均摂取量 540 µg/日 

LOAELとNOAELはいずれも少数事例にもとづく数値 

*性・年齢層による値の違いはなし 

**男性 600 mg/日、女性 500 mg/日で年齢層による値の違いはなし 
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表 1-5 食事摂取基準 2025年版の微量ミネラルにおける妊婦・授乳婦の指標 

付加量 1) 付記 

妊婦 EAR 

鉄 

亜鉛 

銅 

マンガン 

ヨウ素 

セレン 

クロム 

モリブデン 

初期 2.00mg/日 

中後期 6.99 mg/日 

中後期 1.782 mg/日 

0.089 mg/日 
0 

75 µg/日 

4.76 µg/日 

0 
0 

要因加算により妊娠期間の鉄需要増加を初期 30 mg、中期 250 mg、
後期 340 mgと算定、これを日数と吸収率で割った 2) 

文献より妊娠期間の亜鉛需要増加を 100 mgと推定、これを中後期
で補うとして１日あたりの数値を求め、吸収率（0.3）で割った 

胎児の保有量（13.7 mg）÷妊娠期間 280日÷吸収率（0.55） 

妊娠中マンガン摂取量が極端にならないよう注意することで十分 

新生児の甲状腺内ヨウ素の代謝回転 75 µg/日にもとづく（吸収率
は未考慮） 

要因加算により妊娠期間のセレン需要増加を 1200 µg と算定、こ
れを妊娠期間（280日）と吸収率（0.9）で割った。 

必須でない可能性もあり付加量は不要 

情報不足による未策定であり、マンガンやクロムのように 0 とす
る積極的意味はない 

授乳婦 EAR 

鉄 

亜鉛 

銅 

マンガン 

ヨウ素 

セレン 

クロム 

モリブデン 

1.71 mg/日 

2.37 mg/日 

0.496 mg/日 
0 

100 µg/日 

14.7 µg/日 

未策定 

2.34 µg/日 

母乳中濃度×基準哺乳量÷吸収率（0.16） 

母乳中濃度×基準哺乳量÷吸収率（0.53） 

母乳中濃度×基準哺乳量÷吸収率（0.55） 

授乳によるマンガン損失量（172〜858 µg/日）は 18〜29歳のマン
ガン目安量策定における丸め処理（2.8→3.0 mg/日）の範囲内 

授乳に伴うヨウ素損失量＝乳児の目安量（吸収率は未考慮） 

母乳中濃度×基準哺乳量÷吸収率（0.9） 

情報不足だが、策定する必要性はないだろう 

母乳中濃度×基準哺乳量（吸収率は未考慮） 

UL 
鉄 

亜鉛 

銅 

マンガン 

ヨウ素 

セレン 

クロム 

モリブデン 

未策定 

未策定 

未策定 

未策定 

2000 µg/日 

未策定 

未策定 

未策定 

貧血でない妊婦・授乳婦に 50 mg/日以上の鉄投与で障害事例あり 

情報不足 

情報不足 

血中マンガン濃度の高い妊婦に妊娠高血圧症、低出生体重児のリ
スクが高いとする報告あり 

胎児・乳児はヨウ素への感受性が高い可能性。成人のUL÷1.5 

情報不足 

情報不足 

情報不足 

1）丸め処理前の値 

2）吸収率を初期 0.16、中期 0.40、後期 0.50と見積もり、得られた値について中期と後期を平均した。 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

食事摂取基準（2025 年版）における微量ミネラルの課題 

 

研究協力者 吉田宗弘 1，中西由季子 2，高橋一聡 3，橋本彩子 4 

研究分担者 岩井美幸 5 

研究代表者 朝倉敬子 6 
1 関西大学生活協同組合，2 人間総合科学大学，3 千葉大学大学院園芸学研究院，4 京都女子大

学家政学部食物栄養学科 
5国立研究開発法人国立環境研究所 
6東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

 

【研究要旨】 

本報告書では、食事摂取基準（2025 年版）における微量ミネラルの課題を整理した。鉄、亜鉛、

銅、セレン、ヨウ素、マンガン、モリブデン、クロムといった微量ミネラルについて、日本人のデータ

が不足していること、特に妊婦、授乳婦、乳幼児などの脆弱な集団における研究データの不足が

課題として挙げられた。また、各微量ミネラルの耐容上限量を設定するための科学的根拠が不足

している側面もある。次回策定に向け、1) 諸外国の最新の食事摂取基準の動向を把握すること、

2)日本人女性の母乳や離乳食中の微量ミネラル濃度に関する新規研究を加速すること、3)微量ミ

ネラルの摂取量と血液や蓄尿中濃度に関する研究を推進すること、が課題解決の糸口になり得る

と考えられた。 

 

A. 背景と目的 

食事摂取基準は、健康増進法第 16 条の 2 

に基づき厚生労働大臣が定めるものとして、国

民の健康の保持・増進、生活習慣病の発症予

防を目的として、食事によるエネルギー及び各

栄養素の摂取量について、「食事による栄養

摂取量の基準」（平成 27 年厚生労働省告示

第 199 号）として示され、食事摂取基準は、科

学的根拠に基づく栄養政策を推進する際の基

礎となる。2005 年版の策定以降、5 年ごとに

改定が行われ、2025 年 4 月 1 日から 2025 年

版が使用されている。また、令和 6 年度（2024

年度）から開始した健康日本 21（第三次）の方

針として、生活習慣の改善、主要な生活習慣

病の発症予防・重症化予防の徹底を図るととも

に、社会生活を営むために必要な機能の維

持・向上等の観点も踏まえた取組を推進する

ことが掲げられている。本報告書では、食事摂

取基準（2025 年版）における微量ミネラルの課

題を整理し、次回策定に向け、論点と課題、国

際機関の動向や新たな研究推進の必要性に

ついて論ずる。 

 

B. 方法 

 食事摂取基準 2025年版の微量ミネラルにつ

いて、表 1 に課題をまとめた。これらの課題解

決に向けて、その対応を表 2 に整理した。 

 

C. 結果と考察 

C-1. 鉄 

 鉄（iron）は原子番号 26、元素記号 Fe の

遷移金属元素の 1 つである。食事摂取基準
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2025 年版の鉄の必要量は、アメリカ・カナダの

食事摂取基準 1)に従い要因加算法により算定

されている。要因加算法による計算では、幾つ

かの推定値（基本的鉄損失の推定 、吸収率、

月経に伴う鉄損失など）を用いる。小児の鉄の

吸収率について、12 歳未満の鉄吸収率が 12 

歳以上と異なる積極的な理由はないと判断で

きると考え、月経のない場合は 6〜11 か月児

以上の全ての年齢区分について男女共通で

一律に 16%としたが、EFSA では、11 歳まで

10％としている 2)。各種分布の個人内変動を除

去した上で、吸収率の個人間分布を考慮し、

鉄欠乏性貧血の回避を目的とすると、比較的

矛盾なく EFSA との相違について説明可能と

の判断もある。月経に伴う鉄損失について、日

本人の経血量の測定データは、過少月経と過

多月経の者を除いた 19〜39 歳 118 人の重

量測定法による月経分泌物量を参照している。

また、月経のある成人女性の鉄の推定平均必

要量と推奨量について、食事摂取基準 2025

年版では、過多月経者を除いて策定している

点についても、過多月経者の罹患割合などに

応じて議論を進める余地があるかもしれない。

また月経のある女性の推奨量の算定において

は、月経による血液損失の平均値＋標準偏差

×2 に相当する 60.2 mL/回から鉄損失を計

算しているが、経血量の分布モデルにもとづ

いて損失量を推定することも含めて引き続き、

国際動向含め注視していく必要があるだろう。

さらに、経血量については、月経カップなど新

しい測定法や新規知見の情報収集を継続す

る必要があるだろう。 

 日本人女性の母乳中鉄濃度や離乳食濃度

の代表値を推定できる論文が極めて限定的で

ある。また、全妊娠期間の鉄需要増加のほとん

どが、妊娠中期と妊娠末期に集中していると

考えられるが、日本人のデータがほとんどない。

妊娠に伴う付加量の妥当性については、妊婦

の鉄摂取量と妊娠貧血の有病率との関連に関

する疫学的な検討も行う必要がある。妊婦、授

乳婦、乳児、小児といった脆弱な集団に対す

る研究データが非常に乏しい。 

 生活習慣病予防のための目標量（上限値）

を設定するための定量的な情報は不十分であ

る。この点についても国際的動向を注視しなが

ら検討を進めていく必要があるだろう。 

 食事摂取基準 2025 年版の鉄の耐容上限量

（UL）は、情報不足ということで策定が見送ら

れた。しかし、サプリメントの不適切な使用に起

因する鉄過剰症の報告があり 3)、過剰障害の

事例を収集し、UL 策定を目指すべきだろう。

EFSA（2024）4)では、鉄に対して安全摂取量

（safe level of intake）という指標を提案した。黒

色便の発生に関する限られたデータに基づい

て、安全な摂取レベルを決定した。黒色便は

健康に悪影響を及ぼすものではないが、消化

管に鉄が未吸収の状態で存在することを示し、

鉄過剰症や中毒になる前の鉄代謝機能不全

の最初の兆候という考え方を導入している。鉄

欠乏性貧血の治療として、医学的管理下で鉄

剤を摂取している場合には、提案された安全

摂取量は適用されないとしている。また医師の

管理下の治療目的の鉄剤服用と、普段の食事

から摂取する上限値の UL とは整合性をとる必

要がないと考えられる。 

C-2. 亜鉛 

 亜鉛(zinc)は原子番号 30、元素記号 Zn の

亜鉛族元素の 1 つである。食事摂取基準

2025 年版の亜鉛の算定にあたっては、日本人

を対象とした報告がないため、目安量を設定し

た 0〜5 か月児を除き、推定平均必要量をア

メリカ・カナダの食事摂取基準 5)を参照し、要

因加算法により算定している。要因加算法によ

り必要量を算定する手順としては、1)腸管以外

への体外(尿、体表、精液又は月経分泌物) 

排泄量の算出、2)腸管内因性排泄量(組織か

ら腸管へ排泄されて糞便中へ移行した量)と真

の吸収量 との回帰式の確立、3)総排泄量(腸

管以外への体外排泄量に腸管内因性排泄量
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を加算)を補う真の吸収量の算出、4)総排泄量

を補う真の吸収量の達成に必要な摂取量の算

出 としている。これらの算出過程で用いられ

ている変数には、欧米人を参照したものが多く、

今後日本人データに置き換えていく可能性が

ある。その際、日本人の定量的データとして成

人男性の亜鉛の体表損失量と精液損失量、

成人女性の亜鉛の体表損失量と月経分泌物

損失量の知見が必要となる。また、欧米人の

データから日本人のデータに値を置き換えた

場合に、その集団が必要量の亜鉛を摂取して

いる（あるいは欠乏を含まない）ことも念頭に入

れておく必要があるかもしれない。妊婦、授乳

婦、乳児、小児といった脆弱な集団に対する

研究データは、亜鉛においても不十分であ

る。 

 亜鉛の状態を反映する生体指標として臨床

では、血清亜鉛濃度が用いられているが、亜

鉛摂取量と血清亜鉛濃度のメタアナリシス論

文 6)によると、摂取量を 2 倍にしても血清亜鉛

濃度は 6％しかあがらないとし、その関連性は

はっきりとしない。どのような集団を対象とした

か詳細は記載されて部分もあるが、欠乏状態

とそうでない場合に亜鉛の吸収率が違うことも

影響している可能性がある。日本人における

亜鉛栄養状態の実態の検討（亜鉛摂取量、血

清亜鉛値、その他の生体指標等から）が必要

と思われる。日本人を対象とした調査において、

亜鉛摂取量と血清亜鉛値に関連がみられない

場合には、亜鉛栄養状態を示す血清亜鉛以

外の生体指標の確立の検討も視野に入れる

必要があるだろう。 

 

C-3 銅 

銅(copper)は原子番号 29、元素記号 Cu で

あり、11 族の遷移金属元素である。食事摂取

基準 2025 年版の銅の算定にあたっては、銅

必要量を検討した日本人を対象とした調査が

ないため、欧米人を対象に行われた研究に基

づき、 銅の平衡維持量と血漿・血清銅濃度を

銅の栄養状態の指標として推定平均必要量を

設定している。銅については日本人のデータ

が乏しく、小児、乳児、妊婦、授乳婦の UL に

ついても設定できていない。成人と高齢者の

UL は設定しているものの、高齢女性を対象に

様々なサプリメントの使用と全死亡率との関連

を検討した疫学研究においては、銅サプリメン

トの使用が全死亡率を上昇させる ことが認め

られている 7)。このことは、サプリメントの使用

が推奨量を大きく超える量の銅の摂取につな

がり、健康に悪影響を及ぼす可能性を示唆し

ていることから、銅サプリメントの摂取による過

剰障害などの発生の有無について情報収集

が必要である。 

 

C-4 セレン 

 セレン(selenium)は原子番号 34、元素記号 

Se の第 16 族元素の 1 つである。食事摂取

基準 2025 年版のセレンの算定にあたっては、

セレン欠乏症予防の観点からは、必要量は、

WHO が示す血漿 GPX 活性値が飽和値の 

2/3 となるときのセレン摂取量とした。2001 年

に公表されたアメリカ・カナダの食事摂取基準
8)はセレノプロテ インとして血漿 GPX、2010 

年代に公表された各国の食事摂取基準 9-11)

はセレノプロテインとして 血漿セレノプロテイ

ン Pを選択し、これらの飽和に必要な摂取量を

基にセレンの推定平均必要量と推奨量を策定

している。セレンに関する推定平均必要量と推

奨量設定における基準方針（血漿 GPX 活性

の飽和の 3分 2程度を基準）について、引き続

き、各国の動向をみながら注視する必要があ

る。推定平均必要量と推奨量設定にあたって、

セレン摂取量と尿中トリメチルセレノニウム出現

の関係、あるいは蓄尿中セレン量と食事からの

セレン摂取量との関連の検討を進めることで、

日本人の摂取実態に即した評価に資すると思

われる。 

 2 型糖尿病発症リスクとセレン摂取との関連

について、摂取量に依存してリスクが増大する
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ことが 諸外国の疫学研究から示される 12)。従

って、目標量（上限）設定に向けた糖尿病を中

心とした生活習慣病発症予防に対するセレン

摂取量（排泄量）の関係について、日本人を

対象にした疫学研究などが今後の検討課題と

いえる。 

 

C-5 ヨウ素 

 ヨウ素(iodine)は原子番号 53、元素記号 I 

のハロゲン元素の 1 つである。食事摂取基

準 2025 年版のヨウ素の算定にあたっては、日

本人のヨウ素の摂取量と摂取源は特徴的であ

り、欧米の研究結果を参照するには注意が必

要である。一方で、日本人において、推定平

均必要量の算定に有用な報告がないことから、

食事摂取基準 2025年版では欧米の研究結果

と食品中ヨウ素の吸収率に基づいて成人と小

児の推定平均必要量と推奨量を算定している。

耐容上限量に関しては、日本人がヨウ素を食

卓塩ではなく一般の食品から摂取していること、 

通常の食生活においてヨウ素過剰障害がほと

んど認められないことから、日本人のヨウ素摂

取量と日本人を対象にした研究に基づき策定

している。食事摂取基準策定に資するために

は、世界的に特殊な食事習慣を有する日本人

集団における食品中ヨウ素の吸収性評価、ヨ

ウ素摂取量と蓄尿中ヨウ素排泄量との関連、さ

らにそれら指標と甲状腺機能の関連、ヨウ素不

足が引き起こす欠乏症について日本人でのデ

ータが必要である。さらに、日本人女性の母乳

中ヨウ素濃度や離乳食濃度の代表値を推定

できる論文がほとんどなく、妊婦、授乳婦、乳

児、小児といった脆弱な集団に対する研究デ

ータが非常に乏しい。 

 

C-6 マンガン 

マンガン(manganese)は原子番号 25、元素記

号 Mn のマンガン族元素の 1 つである。 

マンガンは吸収率が低く、大半が糞便中に排

泄されることから、出納試験から平衡維持量を

求めるのは難しい。食事摂取基準 2025 年版

のマンガンの策定にあたっては、必要量を推

定できないと判断し、マンガン摂取量に基づき

目安量を策定することとしている。一方、マン

ガンの過剰摂取による健康障害は無視できな

いことから、耐容上限量を設定する必要がある。

EFSA では、マンガンの過剰摂取によって神経

毒性が生じることは明らかであるが、マンガン

摂取量 とマンガン誘発神経毒性との用量反

応関係が明確でないとし、UL の設定はできな

いとしている 13)ものの、最大観察摂取量（HOI：

Highest Observed Intake）という考えを導入し

ている。HOIは、適切な科学的水準の研究（介

入研究も含む）における摂取量に関する知見

等において報告される、ヒトにおける最大摂取

量であり、原則として、ヒトにおける有害影響が

出ていない場合に求められ、９５パーセンタイ

ルの摂取値などが例としてある。そして、ヨーロ

ッパの成人におけるマンガン摂取量分布の 

95 パーセンタイル値である 8 mg/日をマンガ

ンの安全な摂取量の上限として示している。 

 子どもの健康と環境に関する全国調査（エコ

チル調査）では、妊娠期間中に母親より血液

を採取し、10 万人の母親の全血中マンガン濃

度を測定した。これまでに、妊娠中の血中マン

ガン濃度と出生児体格との関連、神経発達と

の関連では、血中マンガン濃度が低すぎても

高すぎても、出生児への影響がわずかにみら

れたとする発表がなされている 14,15)。一方で、

妊娠中の複数元素の曝露（ここでで、マンガン、

セレン、水銀、鉛、カドミウム）を考慮した場合

には、マンガンは胎児の成長にプラスに働く結

果を示していた 16,17)。マンガンについては、エ

コチル調査を通して、脆弱な集団に対する研

究成果が積み上げられていくものと思われる。

その一方で、摂取量と血中マンガンレベルとの

関連、母乳や離乳食中マンガン濃度について

は知見が限られている。 

 

C-7 モリブデン 
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モリブデン(molybdenum)は、原子番号 42、元

素記号 Mo のクロム族元素の 1 つである。

食事摂取基準 2025 年版のモリブデンの策定

にあたっては、少数例のアメリカ人男性を対象

に行われた出納実験 18,19)より平衡維持量を推

定し、推定平均必要量と推奨量を算定した。

EFSA はモリブデンの平衡維持量 22 μg/日

に関して、少数例の出納試験から得られた結

果であることを理由に信頼性が低いと判断し、

モリブデンの栄養参照値(Nutritive Reference 

Value)としている。ヨーロッパの平均的な献立

からのモリブデン摂取量に基づいて目安量を

設定している 20)。我が国の食事摂取基準に

おいても、モリブデンに関して目安量に切り替

えるかどうかの議論が必要である。さらに、 モ

リブデン摂取量と生活習慣病との関連につい

て情報の蓄積が必要である。耐容上限量の策

定に関しては、食事摂取基準ではアメリカ人男

性を対象に行われた実験 18)及び菜食者のモリ

ブデン摂取量 21)から総合的に判断して値を設

定している。モリブデンについても日本人を対

象とした知見ではないことから、蓄尿中モリブ

デン量と食事からの摂取量との関連について

検討を進めることや出納試験に関する新規知

見の情報収集や国際的な動向を注視する必

要があるだろう。 

 

C-8 クロム 

クロム(chromium)は原子番号 24、元素記号 

Cr のクロム族元素の 1 つである。クロムは遷

移元素であるため、様々な価数をとるが、主要

なものは 0、+3、+6 価である。食品に含まれ

るのは 3 価クロムであるので、食事摂取基準

が対象とするのは 3 価クロムとしている。必須

の栄養素ではない可能性が高いクロムである

が、クロムサプリメントが市販されていることから

食事摂取基準 2025 年版のクロムの策定にあ

たっては、食事摂取基準に含め、成人に関し

て、クロム摂取量に基づいた目安量及び耐容

上限量を設定している。日本人のクロム摂取

量の推定に必要な食品のクロム含有量につい

てのデータを蓄積する必要がある。妊婦、授

乳婦、乳児、小児といった脆弱な集団に対し

て、クロム摂取量に関する十分な報告がない

ので目安量および耐容上限量の設定ができな

い状況がある。クロムを必須栄養素としない考

え方について詳細に検討し、摂取基準の対象

とすべきかの判断を慎重に進める必要がある。 

 

E. 結論 

食事摂取基準2025年版における微量ミネラル

各指標策定の課題をまとめた。これらの課題

解決に向けて、対応を表 2 に整理した。以下

の 3 点が特に取り組むべき項目と考えられた。 

1) 健康な集団における Highest 

Observed Intake（HOI）や UL 設定の

根拠情報の収集含め諸外国政府機

関における食事摂取基準の最新動向 

2) 日本人女性の母乳、離乳食中微量ミ

ネラル濃度とその摂食量に関する新

規研究の実施 

3) 微量ミネラルの摂取量と血液や蓄尿

中濃度に関する新規研究の実施、新

規知見等を含めた文献レビュー 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

１. 論文発表 

  なし 

２. 学会発表 

  なし 

 

H. 知的所有権の出願・登録状況 

１. 特許取得 

  なし 

２. 実用新案登録 

  なし 

３. その他 
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表１ 食事摂取基準 2025 年版の微量ミネラルにおける課題リスト 

 

※セレン（Se）、マンガン（Mn）、ヨウ素（I）、クロム（Cr）、鉄（Fe）、亜鉛（Zn）、銅（Cu） 

※既存/新規：既存は、食事摂取基準 2025 年版の文章中に記述があることに関する課題であり、

新規は、文章中に存在しないが、研究動向を踏まえ要検討の課題    

※重要度: 次回改定時に記述変更や追加の可能性が高い課題について「重要」と記載。 
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研究代表者 朝倉敬子 3 
1国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 栄養疫学・政策研 

究センター 
2東京大学大学院医学系研究科社会予防疫学分野 
3東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

【研究要旨】 

食事摂取基準2025年版の策定における国民健康・栄養調査データの扱い方を整理した。18歳

以上の摂取量の中央値算出や妊婦・授乳婦の中央値の算出については、平成 30年・令和元年

の国民健康・栄養調査のデータを使用し、地域ブロック（妊婦・授乳婦の場合は考慮なし）、年齢

階級、地域ブロック・性・年齢階級別人口（妊婦・授乳婦の場合は出生数）、地域ブロック・性・年齢

階級別国民健康・栄養調査の参加した人数をもとにした重みづけ値を用いて、値を算出した。な

お、食事摂取基準（2025年版）策定時点で入手可能な研究成果の多くが、日本食品標準成分表

（七訂）で計算された報告であったことから、日本食品標準成分表（七訂）を用いて値を算出した。

国民健康・栄養調査の協力者数が経年的に減少している中、食事摂取基準策定に日本人の代表

値を算出するためには、今後、国民健康・栄養調査実施面で協力が得られやすい方法の検討お

よび食事摂取基準策定におけるデータの取り扱い方を検討していく必要がある。 

A. 背景と目的

国民健康・栄養調査は、健康増進法に基づ

き、栄養摂取状況調査、身体状況調査、生活

習慣調査の 3つの調査で構成され、国民の身

体状況、栄養素等摂取量及び生活習慣の状

況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的

な推進を図るための基礎資料を得ることを目

的に実施されている。 

食事摂取基準の策定に際し、国民の栄養

素摂取状態を反映していると考えられる代表

的な研究論文として適切な論文がない場合に

健康な日本人を中心として構成されている集

団の代表値として国民健康・栄養調査の栄養

摂取状況調査から得られた栄養素摂取量の

データが活用されている。さらに、参照体位の

設定に際し、身体状況調査から得られた身長

と体重の値が日本人の代表値として活用され

ている。 

しかし、今般の社会環境の変化による単身

世帯の増加及び外食・中食の摂取頻度の増

加も影響し(1)、国民健康・栄養調査への協力

率低下（特に、若年世代における協力率の減

少ならびに妊婦・授乳婦の協力者数の減少）

等、策定に際しての課題が浮上しつつある。そ

のため、食事摂取基準 2025年版の策定にお

いては、国民健康・栄養調査の協力者数の減

少を踏まえて、日本人の代表値としてのデータ

の扱い方を検討した。本報告では、食事摂取
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基準 2025年版策定に際しての、国民健康・栄

養調査のデータの扱い方について整理する。 

B. 方法

食事摂取基準 2025年版策定に際して下記

6項目について整理した。 

①集計の際に使用する国民健康・栄養調

査データ（実施年）。

②集計する項目

③集計対象の除外基準

④参照体位・目標量・目安量算出に必要な

18歳以上における参照体位および栄養

素摂取量（中央値）の算出方法

⑤目安量算出に必要な妊産婦・授乳婦の

栄養素摂取量（中央値）の算出方法

⑥集計の際に使用する日本食品標準成分

表

C. 結果

C-1.  集計の際に使用する国民健康・栄養

調査データ（実施年） 

平成30年・令和元年の国民健康・栄養調査

のデータを使用した。対象人数は、身長 11213

名、体重 11186名、栄養素摂取量 12791名で

あった。 

C-2.  集計する際の年齢区分

食事摂取基準（2020年版）を踏襲し、表 1に

示す項目について集計した。 

C-3.  集計対象の除外基準

18歳以上の成人を対象とした集計について

は、食事摂取基準 2020年版を踏襲し、妊婦・

授乳婦を除外した。 

C-4. 参照体位・目標量・目安量算出に必要

な 18歳以上における参照体位および栄養素

摂取量（中央値）の算出方法 

参照体位身長（cm）・体重(kg)・BMI(kg/m2) 

栄養素：食物繊維(g)・ナトリウム(mg)・カリウム

(mg)に関しては、下記の重みを作成し、重み

づけして中央値を算出した。 

地域ブロックは、国民健康・栄養調査の集計

で使用されている 12地域ブロック（北海道、東

北、関東Ⅰ養調査、関東Ⅱ、北陸、東海、近

畿Ⅰ、近畿Ⅱ、中国、四国、北九州、南九州）▪

年齢階級は、18～29歳、30～49歳、50～64

歳、65～74歳、75歳以上の 5階級、地域ブロ

ック・性・年齢階級別人口は、調査データ使用

年である平成 30年および令和元年の人口推

計第 10表(５歳刻み)から算出した。なお、

18-19歳人口は「15-19歳人口×2/5」として18

～29歳人口を作成した。地域ブロック・性・年

齢階級別国民健康・栄養調査の参加した人数

は、「身長及び体重のデータ」もしくは「栄養素

摂取量のデータ」のどちらかがある者とした。

上記方法により集計した結果を表 2および表 3

に示す。 

C-5. 目安量算出に必要な妊産婦・授乳婦の

栄養素摂取量（中央値）の算出方法 

脂肪エネルギー比率(%E)、飽和脂肪酸(g)、

n-3系脂肪酸(g)、n-6系脂肪酸(g)、パントテン

酸(mg)、ビタミン E(mg)、カリウム(g)、リン(mg)に

関して、妊婦・授乳婦の調査対象人数が限定

的であるため、妊娠可能年齢に該当する妊

娠・授乳をしていない女性のデータに、重みづ

けして中央値を算出した。 

妊娠可能年齢は、合計特殊出生率の算出の

際の年齢区分である 15～49歳とし、年齢階級

は 15～17 歳、18～29 歳、30～49 歳の 3階

級、平成 30年および令和元年の妊婦・授乳婦

の人口は、死産や多胎出産があるので出生数

＝妊婦の数ではないが、重みを作る観点から

は許容範囲と考え出生数をあてた。年齢階級
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別の国民健康・栄養調査に参加した女性数は、

「身長及び体重のデータ」もしくは「栄養素摂

取量のデータ」のどちらかがある者とした。上

記方法により集計した結果を表 4に示す。 

 

C-6. 集計の際に使用する日本食品標準成

分表 

 食事摂取基準（2025年版）策定時点で入手

可能な研究成果の多くが、日本食品標準成分

表（七訂）で計算されたエネルギー量やエネル

ギー産生栄養素を報告しているため、日本食

品標準成分表（七訂）を用いて集計を行った。 

 

 

D. 考察 

食事摂取基準（2025年版）策定に際し、国

民の栄養素摂取状態を反映していると考えら

れる代表的な研究論文として適切な論文がな

い場合に、健康な日本人を中心として構成さ

れている集団の代表値として平成 30年・令和

元年国民健康・栄養調査の栄養摂取状況調

査から得られた栄養素摂取量のデータを活用

した。 

国民健康・栄養調査の協力者率は、食環境

の変化に伴う家庭食の摂取頻度の減少(1)、被

調査者の負担等から、特に 20－60歳での低

下が報告されている(2)。そのため、食事摂取基

準策定に際し、これまでのように、日本人の代

表値として、国民健康・栄養調査から得られた

データをそのまま使用することは難しく、食事

摂取基準（2025年版）策定に際しては、18歳

以上の参照体位および栄養素摂取量の中央

値を算出する際には、地域の協力者数と人口、

年齢階級を考慮した重みを作成し、重みを加

味して値を算出した。 

また、妊婦・授乳婦の目安量算出の際の参

照値となる栄養素摂取量の中央値の算出に

関しては、国民健康・栄養調査への妊婦・授

乳婦の参加者数が極めて少なく、国民健康・

栄養調査のデータから妊婦・授乳婦の集団値

を得ることは難しいことおよび妊娠可能な年齢

の非妊娠時の女性と妊娠中の女性で必要な

栄養素摂取量が異なるというエビデンスは乏し

いことから、出生数と妊娠可能な非妊娠時の

女性の参加数等を考慮した重みを作成し、重

みを加味して値を算出した。 

食事摂取基準 2025年版の策定に際し、上

述のように国民健康・栄養調査のデータを活

用したが、今後も 5年ごとの改定に際して、国

民の摂取量の代表値の算出は必要となる。ま

ずは、協力率を向上させるために、国民健康・

栄養調査の実施方法に関して、「量」を評価で

きるかつ簡便に実施できる方法を検討していく

ことも重要である。加えて、数年分をまとめた上

で集計する等も含めた代表値を算出するため

のデータの取り扱い方については、常に検討

していく必要があるだろう。 

 

 

E. 結論 

 国民健康・栄養調査の協力数が経年的に減

少している中、食事摂取基準策定に日本人の

代表値を算出するためには、今後、国民健

康・栄養調査実施面で協力が得られやすい方

法の検討および食事摂取基準策定における

データの取り扱い方を検討していく必要があ

る。 

 

謝辞：食事摂取基準（2025年版）の集計方法

の検討に際しては、食事摂取基準（2025年

版）策定検討委員会の横山徹爾委員にご助

言をいただきました。改めて感謝申し上げま

す。 
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表 1  集計した項目 

体位 ・身長 

・体重 

・BMI 

栄養素 ・目標量および目安量が設定されている栄養素 

 食物繊維(g)、ナトリウム(mg)、カリウム(mg)、 

脂肪エネルギー比率(%E)、飽和脂肪酸(g)、 

n-3系脂肪酸(g)、n-6系脂肪酸(g)、パントテン酸(mg)、 

 ビタミン E(mg)、カリウム(g)、リン(mg) 

・コレステロール 

 

 

 

表 2 身長・体重・BMI の中央値（18歳以上） 

  
対象者数 

中央値 
（人） 

総
数 

身長(cm) 9,483 161.0 

体重(kg) 9,483 58.6 

BMI(kg/㎡) 9,483 22.6 

男
性 

身長(cm) 4,430 169.0 

体重(kg) 4,430 66.3 

BMI(kg/㎡) 4,430 23.5 

女
性 

身長(cm) 5,053 155.0 

体重(kg) 5,053 52.2 

BMI(kg/㎡) 5,053 21.7 

地域ブロック（北海道、東北、関東Ⅰ、関東Ⅱ、北陸、東海、近畿Ⅰ、近畿Ⅱ、中国、四国 

北九州、南九州）・性・年齢階級（18～29 歳、30～49 歳、50～64歳、65～74 歳、75 歳以上）

で調整 

妊婦・授乳婦除外   

身長、体重のデータを有する者を解析対象者とした 
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表 3 栄養素の中央値（18歳以上） 

対象者数 
中央値 

（人） 

総
数

ナトリウム 10,705 3,789 

カリウム 10,705 2,211 

食物繊維 10,705 13.3 

男
性

ナトリウム 5,053 4,155 

カリウム 5,053 2,301 

食物繊維 5,053 13.6 

女
性

ナトリウム 5,652 3,500 

カリウム 5,652 2,126 

食物繊維 5,652 13.1 

地域ブロック（北海道、東北、関東Ⅰ、関東Ⅱ、北陸、東海、近畿Ⅰ、近畿Ⅱ、中国、四国、北

九州、南九州）・性・年齢階級（18～29 歳、30～49 歳、50～64 歳、65～74 歳、75 歳以上）で

調整 

妊婦・授乳婦除外 

表 4 栄養素の中央値（15～49歳女性） 

栄養素 
対象者数 

中央値 
（人） 

脂肪エネルギー比率 (%E) 1,982 30.5 

飽和脂肪酸 (g) 1,982 16.59 

n-3系脂肪酸 (g) 1,982 1.61 

n-6系脂肪酸 (g) 1,982 9.33 

パントテン酸 (mg) 1,982 4.76 

ビタミンＥ (mg) 1,982 5.5 

カリウム (g) 1,982 1,852 

リン (mg) 1,982 854 

性・年齢階級（15～17 歳、18～29 歳、30～49 歳）で調整 

妊婦・授乳婦除外 
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

日本人における栄養素の習慣的摂取量の分布の推定 

研究協力者 大野富美 1,2 

研究分担者 松本麻衣 2 

研究協力者 杉本南 3 

研究代表者 朝倉敬子 4 
1 岐阜大学医学系研究科疫学・予防医学分野 
2 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 栄養疫学・食育研 

究部 
3 東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野 
4 東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

A. 背景と目的

食事摂取基準は、「食事による栄養摂取量

の基準」を示すものである 1。そのため、食事摂

取基準策定にあたっては、その研究での栄養

素の摂取量が、通常の摂取量の範囲内である

研究を主に参考にすることとなる。これは、特

にビタミンやミネラルのサプリメントによる介入

研究を用いて検討する際に重要になる。摂取

量が通常の食事からの摂取量の範囲内かを

判断するためには、日本人の食事からの習慣

的な栄養素摂取量の範囲を知る必要がある。 

食事摂取量には日間変動があり、食事調査

の日数が少なくなるほど、習慣的摂取量の分

布は広く見積もられてしまう。そのため、ここ数

【研究要旨】 

食事摂取基準は、「食事による栄養摂取量の基準」を示すものである。その策定にあたっては、食

事からの習慣的な栄養素摂取量の分布を把握する必要がある。しかし、1 日や複数日（少ない日

数）の食事調査から得られた習慣的摂取量の分布は日間変動の影響を受け、真の習慣的摂取量

よりも広い分布となる。そのため、栄養素摂取量の個人内・個人間の分散を分離する方法を用い

て、習慣的摂取量を推定する手法が開発されている。 

本研究では、日本人における習慣的な栄養素摂取量の分布を把握することを最終的な目的と

した。そのために今年度は、国民健康・栄養調査から得られた 1 日の栄養素摂取量を、外部デー

タから得られた個人内・個人間の分散を用いて補正し、習慣的な摂取量を得るための方法論につ

いて検討した。栄養素では、習慣的摂取量の分布の推定において、手法による違いは小さいと考

えられた。また、外部の個人内・個人間の分散を用いる場合はその分散の比率にバイアスがあると

習慣的摂取量の分布にもバイアスがかかるため、様々な仮定のもとで結果を確認する必要がある

と考えられた。さらに、習慣的摂取量を推定するための手法の前提は必ずしも実際の食事調査で

満たせているわけではなく、また系統的誤差の影響は取り除けないため、推定された摂取量の分

布は注意深く解釈する必要がある。これらの知見をもとに、今後、習慣的な栄養素摂取量の分布

を推定する。 
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十年、食事摂取量の日間変動の影響を数学

的に取り除き、習慣的摂取量を推定する手法

が開発されてきた 2。それらの手法は通常は対

象者の全員または一部に複数日の食事調査

を実施し、得られた個人間・個人内分散を用

いて習慣的摂取量を算出する方法である 2。そ

の応用として、1 日の食事調査に対して、外部

から得られた個人間・個人内分散の比をあて

はめて習慣的摂取量を推定する方法も開発さ

れている 3。 

国民健康・栄養調査は、食事摂取量におい

て国の代表値を得ることを目的の１つとした調

査である 4。現在の国民健康・栄養調査は 1 日

のみの実施であり、集団の平均値は日間変動

の影響を受けないものの、分布は日間変動の

影響を受け、習慣的摂取量よりも広い分布が

観察されていると考えられる 5。本研究では、国

民健康・栄養調査を用いて習慣的な摂取量を

推定するための方法について検討したため報

告する。 

B. 方法

B-1. 食品摂取頻度・摂取量調査における 8

日間の食事記録からの栄養価計算 

食品摂取頻度・摂取量調査は、2016 年～

2020 年にかけて、1～79 歳の食品、栄養素摂

取量を調べることを目的に行われた（東京大

学倫理委員会 No. 11397）。本研究では各対

象者において、2016～2020 年のうちの 1 年間

に行った 8 日間の食事記録を用いた（データ

の二次利用を行う研究として東邦大学医学部

倫理委員会承認済み：T2024-1195）。調査の

詳細については既存の論文で報告されている
6 7。食事記録をもとに、日本食品成分表八訂

（増補 2023 年版）を用いて栄養価計算を行い、

解析の際に考慮を要する分布をもつ栄養素が

ないかを確認した。 

B-2. 国民健康・栄養調査を用いて習慣的な

摂取量を推定するための手法の探索 

国民健康・栄養調査を用いて習慣的な摂取

量を推定するための手法として、どのような手

法を用いることが適切か、また手法を用いる際

の留意点についてまとめた。 

C. 結果

C-1. 食品摂取頻度・摂取量調査における 8

日間の食事記録からの栄養価計算 

 食品摂取頻度・摂取量調査での 8 日間食事

記録の栄養価計算の結果、多くの栄養素が右

に裾を引いた分布であることが確認された。ビ

タミンKについては特に 1日ごとの摂取量で分

布が二峰性となり、解析時には注意が必要だ

と考えらえた。食品と異なり、栄養素では摂取

量が 0 となることは少なく、摂取確率を考慮し

たモデルを使う必要性は低いと考えられた。 

C-2. 国民健康・栄養調査を用いて習慣的な

摂取量を推定するための手法の探索 

習慣的な摂取量を推定する手法として様々

な方法が開発されており、多くの手法に共通

する点として、複数日の食事調査データから

個人間分散と個人内分散を推定し、それらを

用いて分布を補正する点があげられる 2 5。古

典的な手法としては分散分析を用いる

National Research Council (NRC) 法 8、それを

応用した Best-Power 法 9 がある。また、Iowa 

State University (ISU) は季節、曜日や食事調

査の回数による影響など、日間変動以外の影

響を調整することができる 2。主に食品などエピ

ソード的に摂取する （毎日摂取するわけでな

い） ものを対象に、その摂取確率を考慮でき

るモデルとして、National Cancer Institute  

(NCI) 法 10 11、Multiple Source Method  

(MSM)12 13、Statistical Program to Assess 

Dietary Exposure (SPADE)14 が存在する。 

SAS のプログラムが利用可能なプログラムと

しては NCI 法があげられる 7。NCI 法を用いて

1 日の食事調査に対して外部の調査の個人

内・個人間分散の値を適用し習慣的摂取量を
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推定した報告もあり、同じく SAS プログラムが公

開されている 3。後者のSASプログラムは、最初

に開発された複雑な SAS プログラムよりもシン

プルであり、ユーザーフレンドリーであるとされ

ている 15。 

仮想データを用いて NCI 法, MSM, ISU 法, 

SPADE の 4 つの手法を比較した Souverein ら

の論文では、たんぱく質（g/日）、たんぱく質密

度（g/MJ/日）、カリウム（mg/日）についての報

告がなされ、5%タイル～95%タイルのいずれも 4

つの手法で似た値が示されたことが報告され

ている 16。たとえば、4 つの手法で推定された

習慣的な摂取量の 95%タイルは、たんぱく質で

139.8～141.4 g/日、たんぱく質密度で 11.20

～11.43 g/MJ/日、カリウムで 5871～5911 mg/

日であった 16。また、アメリカの 8～16 歳から得

られた 2 日間の食事調査データに MSM, NCI

法を適用した Pereira らの論文でも、手法によ

る差は小さかったことが報告されている 17。たと

えば、MSM と NCI 法で推定された習慣的な栄

養素摂取量（/日）の 95%タイルはそれぞれ、

n-3 系脂肪酸で 132.2, 133.8 mg、カリウムで

2829, 2859 mg、カルシウムで 1384, 1415 mg、

鉄で 20.7, 20.3 mg、VD で 10.3, 10.4 µg、VA

活性当量で 1008, 992µg、VC で 143.0, 143.5 

mg、VB12 で 7.8 µg, 7.7µg であった 3。摂取頻

度が少ない食品では手法による差が報告され

ているものの 16、栄養素の習慣的摂取量の分

布を推定する場合は手法の違いによる現実の

活用への影響は小さいと考えられる。 

 

C-2-2. 手法を活用する際の留意点 

これらの手法の前提として、それぞれの食

事調査日が独立していることがあげられ、食事

調査日はランダムに選ばれ、非連続であること

が望ましい 12。食品摂取頻度・摂取量調査は

非連続の食事調査であるが、連続した日に食

事調査を行った者もわずかに存在する 6。対象

者の約半分は平日のみに調査を行い、残りの

半分は平日と休日に 4 日ずつ調査を行ってい

るため、解析の際には曜日については注意を

要すると考えられる。また、手法の前提として

個人内変動の大きさが個人間で一定であるこ

ともあげられる（ただし ISU法などその仮定をお

かない手法も存在する 2）が 18、この前提をデー

タ上で確認する方法は明らかでなかった。 

外部データから算出した個人内・個人間変

動を用いて 1 日の食事調査から習慣的摂取量

を推定する際にはバイアスのない個人内・個

人間分散比を得ることが重要だが、ある集団

から得られた値が他集団に適応可能であるか

は明らかでないと指摘されている 19。既存の報

告の感度分析ではバイアスのかかった分散比

率によって不適切な摂取者の割合が変わるこ

とから 3、注意深い評価が必要であると考えら

える。 

仮想データを用いた解析では、人数が小さ

いほど、また個人内分散が個人間分散に比べ

て大きいほどバイアスが大きくなることが報告さ

れている 16 20。個人内・個人間分散を算出する

際に必要な具体的な人数については研究が

不十分である。先行研究では人数が 150 人、

300 人だと NCI 法では ISU 法、MSM、SPADE

よりも正確性がやや低い可能性があり、人数が

500人、1000人ではどの手法でもバイアスの程

度は小さいことが報告されている 12。また、同じ

4つの手法を比較した別の論文では、150人で

は NCI 法は他の手法よりも正確性が低いこと、

300 人や 500 人ではその差が小さくなることが

報告されている 20。これらの論文で報告されて

いる人数は１つの目安となるかもしれない。 

また、個人内および個人間の分散は、性

別・年齢により異なる可能性がある。そのため、

少ない人数に 3日以上の食事調査を行うよりも、

より多くの人数に 2 日の食事調査を行う方が分

析できる集団のサブグループの数が最大にな

るため好ましいと考えられており、アメリカの国

民健康・栄養調査ではできるだけ多くの人数

に 2 回目の食事調査が試みられている 18。 
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D. 考察 

本研究では、今年度は習慣的な摂取量を

推定する既存の手法についてまとめ、国民健

康・栄養調査を用いて習慣的な摂取量を推定

する方法について検討した。様々な手法が開

発されているが、どのような手法を用いるかだ

けではなく、どのようなデータに用いるかという

点が重要であると考えられる。 

また、食品摂取頻度・摂取量調査の食事記

録のデータから栄養価計算を行った。次年度、

食品摂取頻度・摂取量調査および国民健康・

栄養調査を用いて、習慣的な摂取量の分布に

ついて解析を行う。その際には、今回明らかに

なった留意点を考慮し、注意深く対象者の選

定や感度分析を行い、限界点を丁寧に記述

する必要がある。なお、上述のような手法は日

間変動の影響を取り除くことを目的としており、

系統的な申告誤差に対応するものではない。 

 

E. 結論 

 本研究では、今年度は習慣的摂取量を推

定する既存の手法についてまとめ、国民健康・

栄養調査を用いて習慣的な摂取量を推定す

る方法について検討した。栄養素では習慣的

摂取量の分布の推定において、手法による違

いの影響は小さいと考えられた。また、外部の

個人内・個人間の分散を用いる場合は、その

分散の比率にバイアスがあると習慣的な摂取

量の分布にもバイアスがかかるため、様々な仮

定をおいて結果を確かめることが必要だと考え

られた。さらに、多くの手法に共通した前提（た

とえば、食事調査日がランダムに設定されてい

る、個人内変動は個人間で一定であるなど）は

必ずしも実際の食事調査で満たせているわけ

ではなく、また系統的誤差の影響は取り除けな

いため、推定された摂取量の分布は注意深く

解釈する必要がある。今年度明らかになった

留意点を考慮しながら、次年度は習慣的な摂

取量の分布の推定を行う予定である。 
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妊婦・授乳婦における適切な栄養素摂取量について 
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【研究要旨】 

近年、プレコンセプションケアという概念は社会的にも注目されている。その重要性や妊娠中の栄

養状態が胎児成長などに影響を与えることに関する学術的な情報を収集し、さらに妊婦・授乳婦

に分かりやすく情報を提供することは大切であると考えられる。また、妊婦・授乳婦について、基本

的にすべての栄養素について情報収集を目指す一方で、特にエネルギー摂取量、葉酸、鉄、ビタ

ミン D に着目して論文検索などを行う必要があると考えられた。

A. 背景と目的

妊娠期における栄養状態は周産期合併症

の発症と関与し、胎児発育にも影響を与える。

胎内環境が次世代の生活習慣病や肥満など

の疾患発症と関連するという学説である

Developmental Origins of Health and Disease

（DOHaD）学説を考えると、妊娠期の栄養状態

は将来の医療経済にも影響する可能性があり、

その重要性を発信することは非常に重要であ

る。また、最近では妊娠成立前の女性とカップ

ルに医学的・行動学的・社会的な保健介入を

行うことと定義される「プレコンセプションケア」

が注目され、妊娠前からの栄養状態改善が周

産期予後改善に寄与する可能性が指摘され

ている。そこで本稿では、プレコンセプションケ

アの重要性や妊娠中の栄養状態が胎児成長

などに影響することなどについて検討すること

とした。さらに、妊婦・授乳婦において重点的

に情報収集を行うべき栄養素についても検討

を行うこととした。 

B. 方法

日本人の食事摂取基準 2025 年版を研究分

担者、研究協力者で精読し、2024 年 11 月〜

12 月にかけてメールベースで課題点を抽出し

た。2025 年 1 月 30 日の検討会議で発表し、

検討会メンバーからも意見を聴取した。その後、

2025 年 3 月 5 日に web 会議を研究分担者、

研究協力者間で実施し、現時点での課題点の

確定、今後の論文検索方針を決定した。 

C. 結果

C-1.  食事摂取基準 2025 年版の課題点

以下のような課題点が指摘された。①妊娠中
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体重増加量の基準が 4 種類記載されている。

参照するにあたり、どの基準を採用すべきか分

かりにくい。②妊婦授乳婦の耐容上限量はヨウ

素のみ設定され、他の栄養素は設定がない。

米国食事摂取基準では概ね非妊婦と同じ値

が設定されている。特にビタミン A は必要では

ないか、具体的な数値に関しては文献を調べ

る必要がある。③食品成分表の食物繊維の分

析方法が見直されたため、各食品に含まれて

いる食物繊維の総量が増えた。これによって

過去の食物繊維に関する研究データを見直

す必要がある。これは妊婦授乳婦に限らず全

てのライフステージが対象となるが、妊婦授乳

婦の食物繊維の策定値を見直すなら、改めて

妊婦授乳婦の付加量なども検討する必要があ

る。④プレコンセプションケアの重要性に関す

る記述がない。妊娠を希望している者に対して、

妊娠初期程度の付加量を示すようなことはで

きないか。⑤妊娠初期に母体に蓄積されてい

る栄養素に関するエビデンスの整理が必要で

ある。 

C-2. 食事摂取基準 2030 年版に向けて重点

的に検討が必要と考えられた事項 

全体的な栄養素に関する検討は重要である

一方で、すべての栄養素について検討するの

は困難である可能性が高い。エネルギー摂取

量、葉酸、鉄、ビタミン D を優先的に検討する

ことが提案された。エネルギー摂取量につい

ては佐野が調査を行っていることから参考に

することが提案された。葉酸についてはこども

家庭庁でも検討中であることから、整合性を取

るように連携する。鉄については「産婦人科診

療ガイドライン産科編2023年」でも貧血に関す

る CQ が初めて設定され、産婦人科診療でも

注目されている 1)。そのため、鉄の摂取量につ

いても検討したいが、過剰の問題もあることか

ら、まずは文献検索を行った上で慎重に検討

する。ビタミンDについては国内の妊婦に関す

る研究について文献検索を行う。なお、授乳

婦についても検討は行う予定としたいが、授乳

婦は授乳量など様々な影響を受けることから、

国内外で提起されている情報を収集し、今後

の検討課題を抽出することを目指す。 

D. 考察

今後の食事摂取基準の改定に向けて、重

点的に検討すべき事項について検討した。妊

婦については介入研究などの詳細な検討は

倫理的な観点から困難である。また、実際にど

のような栄養状態であるかを把握することの難

しさもある。さらに、妊婦の合併症発症のみな

らず、胎児への影響を考慮する必要があること

から、複数の因子に対するアウトカムに留意す

る点が他の領域と異なる点である。 

 プレコンセプションケアについては未だ用語

の認知度も高くないことが危惧される状況であ

る。その中で、我が国においては特に若い女

性のやせ（非妊時 BMI 18.5 未満）が問題とな

っている。国民健康・栄養調査の結果から現

在の女性のエネルギー摂取量（令和 5 年）は

第二次世界大戦終戦直後（昭和 25 年）よりも

少ない。やせ妊婦では低出生体重児（出生体

重 2500g 未満）、small for gestational age

（SGA：出生体重 10%タイル未満）、早産（分娩

週数 37週未満）などのリスクが高まる 2, 3)。また、

肥満（非妊時 BMI 25 以上）では巨大児（出生

体重 4000g 以上）、large for gestational age

（LGA：出生体重 90%タイル以上）、妊娠高血

圧症候群、妊娠糖尿病などのリスクが高まる 4)。

妊娠前から栄養状態を改善し、母体が適正体

重で妊娠成立することは周産期予後改善のみ

ならず、児の適正な体重での出産にも寄与す

る。低出生体重児や SGA という小さい赤ちゃ

んや巨大児や LGA という大きい赤ちゃんはい

ずれも将来の生活習慣病や肥満などの疾患

発症リスクが高まる。このような事実は妊娠前

から知る必要があることから、プレコンセプショ

ンケアに関する情報提供は重要であると考え

る。また、妊娠中体重増加量（GWG：

132



gestational weight gain）についても出生体重

に影響することが知られている 5)。2025 年版で

は米国の基準も含めた複数の基準が提示され

た。実際、米国の基準は多くの国で用いられ

ている基準であり、我が国においてもその基準

値を下回る場合に低出生体重児や SGA が多

くなることが報告されているが 6, 7)、この基準は

白人の基準であり、日本人に当てはまる可能

性は低い。我が国の基準としては表 1 が提示

され、現在活用されている 1)。このような背景を

考えれば、複数基準の提示は読者にわかりく

いことが予想されるため、次回改定に向けては

我が国の基準のみの記載としたい。一方で、

未だ GWG に関する知識や認識は乏しいと懸

念されることから、GWG の重要性については

さらに強調する必要があると考える。 

 個々の栄養素についての検討については今

後行うことを予定しているが、全ての栄養素に

ついての検討は難しいことからいくつかに注目

して検討したい。食物繊維については食品成

分表の食物繊維の分析方法が見直されたた

め、新たに見直しが必要ではないかと提起さ

れた。一方で、食物繊維については未だ議論

が分かれるところであり、今回の検討では見送

ることとした。一方で、葉酸については 2000 年

に旧厚生省から重要性が示されたにも関わら

ず、未だに摂取量不足が指摘されている 8)。さ

らには摂取量についても、現在こども家庭庁の

研究班でも検討が行われているところであり、

エビデンスの蓄積が待たれるところである。鉄

については、日本産科婦人科学会／日本産

婦人科医会から発行された産婦人科診療ガイ

ドライン産科編 2023 で初めて貧血に関する

CQ が作成され注目されている 1)。貧血につい

ても周産期予後不良や胎児発育不全との関

連が報告されていることから、改善の重要性が

示されている 9)。一方で、鉄については過剰の

問題も存在することから、文献検索によって現

状を把握した上で、適切な摂取量について提

案する。さらにビタミン D について文献検索に

よって現状を把握した上で、適切な摂取量に

ついて提案したい。 

E. 結論

 プレコンセプションケアの観点から、栄養素

摂取量に関し検討すべき事項があるかどうか

を議論した。さらに、栄養素に関してアップデ

ートすることで、より医療従事者にも妊産婦にと

ってもわかりやすく有益な基準作成を目指した

い。 

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

１. 論文発表

なし

２. 学会発表

なし

H. 知的所有権の出願・登録状況

１. 特許取得

なし

２. 実用新案登録
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なし
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表 1  妊娠中の体重増加指導の目安 

妊娠前体格 BMI kg/m2 体重増加量指導の目安

やせ <18.5 12〜15kg 
普通 18.5 ≦ 〜 <25 10〜13kg 
肥満（1 度） 25 ≦ 〜 <30 7〜10kg 
肥満（2 度以上） 30 ≦ 個別対応（上限 5kg までが目安） 

表 2 課題リスト 

番号 記載年月日 既存/新規 課題 重要度
1 2024/12/17 新規 基本事項にプレコンセプションケアの重要性を説明した文章を入れる。 ○

2-1 2024/12/17 既存
産科婦人科用語集・用語解説集は第5版が出版予定であるため、出版されたら修正
する。

2025/1/10 新規 妊娠を予定している者に対して、妊娠初期程度の付加量が示せないでしょうか？

2025/1/10 新規
妊娠初期に母体蓄積されていることが重要な栄養素（鉄、葉酸、亜鉛、ビタミンD
など）についてエビデンス整理

○

2024/12/11 新規

耐用上限量が非妊婦に設定されている栄養素について。妊婦授乳婦の耐用上限量は
ヨウ素のみ設定され（表２の注釈8）、他の栄養素は設定されていない。アメリカの
食事摂取基準では概ね非妊婦と同じ値が設定されている。特にビタミンAは必要で
あると考える。具体的な数値に関しては文献を調べる必要がある。

2024/12/12 新規

食物繊維について。食品成分表の食物繊維の分析方法が見直されたため、各食品に
含まれている食物繊維の総量が増えた（現在新しい方法の測定結果に順次更新
中）。これによって過去の食物繊維に関する研究データを見直す必要がある（食事
調査の食物繊維摂取量が過去のデータと最新のデータで差が生じるため、過去の研
究データを再計算した方が良い）。これは妊婦授乳婦に限らず全てのライフステー
ジが対象となるが、妊婦授乳婦の食物繊維の策定値を見直すなら、改めて妊婦授乳
婦の付加量なども検討してみたら良いのではないかと考える。しかし現在の策定値
は非妊婦と同じであるので、非妊婦の値の変化に合わせるということであれば、再
検討の必要はない。

2025/1/30 新規 妊婦の適切なエネルギー摂取量の検討 ○

※既存/新規：既存は、食事摂取基準2025年版の文章中に記述があることに関する課題。
新規は、文章中に存在しないが、研究動向を踏まえ要検討の課題

※重要で、次回改定時に記述変更や追加の可能性が高い課題について「重要」と記載。

担当者名：春日義史
担当パート：妊婦・授乳婦
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表 3-1 課題の詳細 

課題の種類 １．○曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項
（該当する項目に○）２．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項
４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 妊婦の適切なエネルギー摂取量の検討

課題（PI（E）CO） 対象者：妊婦
※可能な場合 介入/曝露：エネルギー摂取量

比較対象：
アウトカム：

対応 １．文献検索
２．新規研究提案

詳細 別研究において現在、データ収集および解析を行っているとのこと。
文献検索の場合は 結果を待つ。
検索語・式の提案、
新規研究提案の
場合はごく簡単な
研究計画案を記述。

備考

担当者名：佐野光枝
担当パート：妊産婦
記入年月日：2025/3/31
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表 3-2 課題の詳細 

課題の種類 １．○曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項
（該当する項目に○）２．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項
４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） 鉄摂取量に関する検討

課題（PI（E）CO） 対象者：妊婦
※可能な場合 介入/曝露：鉄

比較対象：
アウトカム：出生体重

対応 １．○文献検索
２．新規研究提案

詳細 iron, pregnancy, bodyweight
文献検索の場合は
検索語・式の提案、
新規研究提案の
場合はごく簡単な
研究計画案を記述。

備考

担当者名：小西香苗
担当パート：妊産婦
記入年月日：2025/3/31

137



表 3-3 課題の詳細 

課題の種類 １．○曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項
（該当する項目に○）２．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項
４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） ビタミンD摂取量に関する検討

課題（PI（E）CO） 対象者：妊婦
※可能な場合 介入/曝露：ビタミンD

比較対象：
アウトカム：出生体重

対応 １．○文献検索
２．新規研究提案

詳細 Vitamin D, pregnancy, bodyweight
文献検索の場合は
検索語・式の提案、
新規研究提案の
場合はごく簡単な
研究計画案を記述。

備考

担当者名：佐藤憲子
担当パート：妊産婦
記入年月日：2025/3/31
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表 3-4 課題の詳細 

課題の種類 １．○曝露（摂取量もしくは栄養素そのもの）に関する事項
（該当する項目に○）２．健康アウトカムに関する事項

３．曝露とアウトカムの関連に関する事項
４．指標策定全体に関わる事項

課題（文章） プレコンセプションケアの重要性に関する記述

課題（PI（E）CO） 対象者：妊婦
※可能な場合 介入/曝露：

比較対象：
アウトカム：

対応 １．○文献検索
２．新規研究提案

詳細 プレコンセプションケアは食事摂取についても重要である。一方で、
文献検索の場合は その重要性については未だ周知されておらず、検討を行う。
検索語・式の提案、
新規研究提案の 検索語"preconception care", "meal", "breakfast"など
場合はごく簡単な
研究計画案を記述。

備考

担当者名：春日義史
担当パート：妊産婦
記入年月日：2025/3/31
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 

分担研究報告書 

対象特性「乳児・小児」の改定について 

研究協力者 位田忍 1、井ノ口美香子 2、惠谷ゆり 3、大野尚子 4、木村武司 5、児玉浩子 6、瀧谷公

隆 7、西本裕紀子 8、藤谷朝実 9 

研究分担者 東海林宏道 10 

研究代表者 朝倉敬子 11 
1 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター臨床検査科 
2 慶應義塾大学保健管理センター 
3 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター消化器・内分泌科 
4 帝京平成⼤学栄養・発育研究講座
5 大阪大学大学院医学系研究科小児科学 
6 帝京平成大学健康科学研究科
7 大阪医科薬科大学医学部医学教育センター 
8 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター栄養管理室 
9 社会福祉法人恩賜財団済生会保健・医療・福祉総合研究所研究部門 
10 順天堂大学大学院医学研究科小児思春期発達・病態学 
11 東邦大学医学部社会医学講座予防医療学分野 

【研究要旨】 

乳児期や小児期は、代謝や身体活動に加えて成長・発達のためにより多くの栄養摂取が必要

である。5 年に 1 回改定される「日本人の食事摂取基準」のうち、対象特性「2-2 乳児・小児」につ

いて記載内容を見直し、母乳中栄養素含量などに関する最近の知見を引用して、次回の改定へ

向けての資料とした。 

A. 背景と目的

乳児期や小児期は、代謝や身体活動に加

えて成長・発達のためにより多くの栄養摂取が

必要という特徴がある。また、栄養素の多くを

蓄積できず、消化・吸収・代謝機能が発達途

上であることも念頭に置いた栄養管理が重要

である。5 年に 1 回改定される「日本人の食事

摂取基準」のうち、対象特性「2-2 乳児・小児」

について、2015 年版以降に新たな知見が得ら

れておらず、記載内容はほぼ変更されていな

い。しかし、近年はライフスタイルや食生活が

変化し、各栄養素の分析、解析技術も改良さ

れていることから、これらを反映した記載内容

の改定が求められる。本報告書では、次回以

降の改定に利用できるように、対象特性「乳

児・小児」の記載内容を見直し、文献の追加等

を検討することとした。 

B. 方法

研究分担者・協力者で下記のように分担し

て記載内容を見直し、検索した新たな論文も

参考に、今後の課題などを記載した。 

2 乳児 ：藤谷朝実 

2-1 乳児期の哺乳量 ：藤谷朝実 

2-2 母乳中の栄養素濃度 ：西本裕紀子 

2-3 乳児用調製粉乳等による栄養素摂

取 ：東海林宏道 

2-4 離乳食の摂取量 ：惠谷ゆり 
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4 乳児期の月齢区分・小児の年齢区

分と参照体位：井ノ口美香子（日本

小児内分泌学会栄養委員会） 

5-1 エネルギー ：井ノ口美香子（日本小

児内分泌学会栄養委員会） 

5-2 たんぱく質 ：位田忍 

5-3 脂質 ：東海林宏道 

5-4 炭水化物（食物繊維）：位田忍 

5-5 ビタミンＤ ・5-6 ビタミンＫ （ビタミン

全般）：瀧谷公隆/木村武司 

5-9 カルシウム ：西本裕紀子

5-10 鉄 ：惠谷ゆり

5-11 ヨウ素 （微量栄養素全般）：児玉浩

子/大野尚子 

C. 結果（表 1 参照）

C-1. 「2 乳児」

健康な母乳栄養児においてもビタミン D 欠

乏性くる病や乳児期後期の貧血が数%存在す

ると指摘されており、乳児の適切な摂取量に

関しては今後の検討課題であることを追記す

る必要があると考えられた。また、母乳のエネ

ルギー濃度や栄養素は、母体や出生体重な

どの影響を受けて変化するため、個々のエネ

ルギーや栄養素の必要量を適正に把握する

ためには、哺乳量と体重変化量等による評価

が必要であることを追記する必要がある。離乳

食について、WHO が提唱している用語（補完

食：Complementary food）を追記する必要があ

る。 

C-2. 「2-1 乳児期の哺乳量」

海外の成書をもとに、0～3 か月における母

乳分泌量、摂取エネルギー量等について追記

する必要がある(1)。 

C-３. 「2-2 母乳中の栄養素濃度」 

 食事摂取基準中の表 1：「食事摂取基準策

定の参照データ一覧：各栄養素の母乳中濃度

及び離乳食からの摂取量」の各栄養素につい

て、「日本人の食事摂取基準（2025 年版）」の

「エネルギー・栄養素」に記載されている内容

を転記すべきと考えた。母乳中ヨウ素について、

日本人授乳婦と新生児のヨウ素代謝と甲状腺

機能の詳細な検討が最近報告され(2)、高い

母乳中ヨウ素含有量は信頼できるデータと考

えられるため修正が必要である。一方、食事摂

取基準中の表 1 について、母乳サンプリング

によるバイアス、データのばらつき、測定方法

や精度の問題などから、単一の研究報告から

栄養素を網羅的に記載し得る報告がない。鉄

やヨウ素に関する記載と表 1 について国内の

報告を採用し、改定を行う必要がある。 

C-３. 「2-3 乳児用調製粉乳等による栄養素

摂取」 

現在は一部の特殊ミルク（フェニルアラニン

除去ミルク、ロイシン・イソロイシン・バリン除去

ミルク）を除き、殆どの治療乳で必要量のビオ

チン、カルニチン、セレンが添加されているこ

とを追記する必要がある。コーデックス委員会

の規格基準の中で、国内では添加が認められ

ていない栄養素（マンガン、ヨウ素、コリン）

がある点を追記する必要がある。 

C-４. 「2-4 離乳食の摂取量」 

 離乳食の摂取量について、全国規模の調査

が 2003 年以降行われていないことを追記する

必要がある。 

C-５. 「4 乳児期の月齢区分・小児の年齢区

分と参照体位」 

「日本人の食事摂取基準（2025 年版）」の 

「4-1 参照体位に用いた日本人小児の体格

評価に関する基本的考え方」の記載内容を冒

頭に示し、理解しやすい表記に変更する必要

がある。 

C-６. 「5-1 エネルギー」 

身長、体重、BMI の成長曲線を用いた小児
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のエネルギー評価について、わかりやすい記

載内容に修正する必要がある。 

C-７. 「5-2 たんぱく質」 

 指標アミノ酸酸化法（indicator amino acid 

oxidation technique）による必要量の検討につ

いて追記する必要がある。 

C-８ 「5-3 脂質」 

 理解し易いように脂質に関する一般論を先

頭部分に追記する必要がある。n-6 系、n-3 系

PUFA について、「エネルギー・栄養素」の脂

質の項に記載されている内容を参考に追記す

る必要がある。 

C-９ 「5-4 炭水化物（食物繊維）」 

 食物繊維について、令和 4年度に実施され

た国民健康・栄養調査報告書のデータを追

記する必要がある(3)。表の修正は次年度以

降に検討することとした。 

C-１０ 「5-5 ビタミン D」 

 ビタミン D 補充に関する最近の報告の追加

(4-6)、および 2025 年 3 月に発出された「乳児

期のビタミンD欠乏の予防に関する提言」につ

いて追記する必要がある(7)。 

C-１１ 「5-6 ビタミン K」 

2022 年に発出された「新生児と乳児のビタミ

ン K 欠乏性出血症発症予防に関する提言」に

ついて追記する必要がある。 

C-１２ 「5-9 カルシウム」 

「エネルギー・栄養素」のカルシウムの項に

記載されている内容から乳児・小児に関する

部分を抜粋し転記する必要がある。 

C-１３ 「5-10 鉄」 

 母乳栄養児における乳児期後期の鉄欠乏に

ついて、最近の国内で実施された研究を追加

する必要がある(8)。フォローアップミルクを用

いた鉄補充について追記する必要がある。 

C-１４ 「5-11 亜鉛」 

 亜鉛は乳児・小児の成長や発達に重要な微

量栄養素であり、新たに項を追加し、母乳中の

亜鉛含量についての検討を追記する必要が

ある(9)。 

C-１５ 「5-12 ヨウ素」 

 日本人母乳のヨウ素含量が多い点と甲状腺

機能への影響について追記する必要がある。

母乳中ヨウ素について、日本人授乳婦と新生

児のヨウ素代謝と甲状腺機能の詳細な検討が

最近報告され(2)、高い母乳中ヨウ素含有量は

信頼できるデータと考えられるため、採用する

案を追記する必要がある。 

D. 考察・結論

乳児や小児においては、侵襲的な血液検

体等を用いた大規模研究の実施が困難であり、

国内では適切な栄養摂取量を推定するため

の知見が多くないのが実情である。しかし、近

年のライフスタイルや食生活の変化、網羅的

解析技術を反映した基準策定が必要であり、

海外の動向も見据えながら次年度以降も適切

な改定に必要な作業を継続する。 

F. 健康危険情報

なし

G. 研究発表

１. 論文発表

なし

２. 学会発表

なし

H. 知的所有権の出願・登録状況

１. 特許取得

なし
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２. 実用新案登録 

  なし 

３. その他 

  なし 
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【表 1】乳児・小児の章の記述における課題リスト（修正提案） 

番号 記載年月日
既存/
新規

課題
重要度 コメント

2 2025/4/1 既存
2．乳児L2　「また、健康な乳児が摂取する母乳の質と量は乳児の栄養状態にとって望ましいものと考えられる。」→
「望ましい栄養状態にある乳児は順調な成長発達がみられ、これらの乳児が摂取する母乳の質と量は乳児の成長発達に
過不足ないものと考えられる。」

2 2025/4/1 新規
2．乳児L5　「目安量とは「栄養素の不足状態を示すものがほとんど存在しない集団での栄養素摂取量」と定義されてい
るが、健康な母乳栄養児においてもビタミンD欠乏性くる病や乳児期後期の貧血が数%存在すると指摘されており、乳児
の適切な摂取量に関しては今後の検討課題である。」

2 2025/4/1 新規
2．乳児L7　「また、母乳のエネルギー濃度や栄養素は、母体や出生体重などの影響を受けて変化するため、個々のエネ
ルギーや栄養素の必要量を適正に把握するためには、哺乳量と体重変化量等による評価が必要である。」

2 2024/4/1 既存
2．乳児L10　「乳汁（母乳又は人工乳）の摂取量が徐々に減り、離乳食の摂取量が増えてくることから、」→「成長に
伴い不足するエネルギーや栄養素を補うために離乳食（補完食：Complementary food）の摂取量が増えるとともに乳汁
（母乳又は人工乳）の摂取量が徐々に減ってくることから、」

離乳食が始
まっても哺乳
量そのものは
制限しない方
針だと思って
いますの
で・・・

2-1 2024/12/24 既存

正常新生児の哺乳量に関する検討は7本程度と多くなく、かつうち5本は2000年以前
と古い報告である。満1ヶ月以降6ヶ月では700-800mL/dayとほぼ同様の報告だが、
生後早期(1-2週間まで)、生後1ヶ月までについてはそれぞれ400-600mL/day、
650-720mL/dayとばらつきがあり、生後1ヶ月未満とも異なると報告されている。
本邦では1ヶ月検診の受検率が高いことから、1ヶ月未満(体重あたり量？)と
それ以降で分けて記載するなどを検討しても良いと思われる。

2-1 2024/12/24 既存

離乳食開始以降の哺乳量についてはさらに報告が少ない。離乳食については
2017にESPGHANからposition paperが、2023にWHOからガイドラインが出ているが、離乳食時期の哺乳量については
記載がない。この点については継続検討が
必要と思われる。

2-1 2024/12/24 新規
（母乳中の栄養素ともリンクするかもしれないが）フォローアップミルクの
摂取についての記載があってもよいと思われる

2-1 2024/12/19 新規
順調に成長している乳児の哺乳量調査が必要だと思います。上記の参考となった論文を拝見すると体重減少があった乳
児も平均化して計算してある論文です。

2-1 2025/4/1 新規
2-1, L1　「100%乳汁に依存する。」→「乳汁摂取量（哺乳量）に依存する。海外の成書には0～3か月で約0.85 L/日の
母乳が分泌され、120kcal/㎏/日のエネルギー量を供給し、この間の成長のために使われるエネルギー量は消費エネル
ギー量の27％と最も割合が高いと記載されている。」

2-1 2025/4/1 新規

2-1, L3　「この時期の哺乳量に関しては、日本人の食事摂取基準（2020 年版）の策定に用いた論文 以降、新たな論文
は見当たらない。したがって、日本人の食事摂取基準（2020 年版）で用いた基準哺乳量である 0.78 L/日を変更せず
に、」→「この時期の日本人における哺乳量について、0.78 L/日との報告があるが、母乳の分泌量は分娩後の日数や分
娩経験の有無等の他、児の哺乳能力にも左右され、1回哺乳量や哺乳回数によって個人差が大きい。しかし、哺乳量に関
して日本人の食事摂取基準（2025 年版）の策定以降に新たな論文は見当たらない。したがって、日本人の食事摂取基準
（2025 年版）で用いた基準哺乳量である 0.78 L/日を変更せずに、」

2-1
2-3

2024/12/19 既存
離乳食前（０～５か月）までの基準哺乳量が0.78L/day（母乳）、800ml（育児乳）となっていますが、０か月と５か月
では哺乳量は異なるように思いますが・・・（体重は倍近くなりますので必要量は増えます）

新生児期であ
れば海外の論
文でもよいの
ではと思いま
す
参考とした文
献は体重減少
などがあった
乳児も含まれ
ています

2-2 2024/12/19 新規
母乳哺乳が推奨されている理由等の明記は不要？調製粉乳と母乳のエネルギー・栄養素、その他の成分の違い（母乳の
初乳の効果など）の記載があると良いと思います

重要
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2-2 2024/12/19 新規
栄養という観点からは０～6か月、７～12か月という分類は望ましくない　生後6か月までは1もしくは2か月ごと、12か
月までは3か月ごと位にならないか・・・

2-2 2024/12/24 既存
母乳中の微量元素の濃度を解析した報告のupdateを認めない。Pediatrics International (2021) 63, 910–917が最新の論文
であり、新たなエビデンスとして採用すべきと考える

2-2 2024/12/19 既存 表１　エネルギー量の記載はほしいと思います

2-2 2024/12/19 新規

表1に関連して、離乳食の栄養量の目安を提示することはできないでしょうか・・・一般的に小児病院の献立や育児書な
どに提示されている離乳食の栄養量の算出して平均値を提示するなどできると思います。月齢別の体重ごとのエネル
ギー摂取の目安量（目標量）が提示されていれば、離乳食が十分に摂取できていないときに哺乳量の目安等になると思
います。
もしくは順調に成長している（栄養評価を並行して実施したうえで）乳児の離乳食の食事摂取量調査が必要かと思いま
す。

2-2 2025/1/24 新規

表1の成分記載が「日本食品成分表」の人乳（成熟乳）と数値が異なる（例えば亜鉛は成分表では3.05mg/Lで、表1は
1.61 mg/L）。摂取基準を利用する側が混乱しないような記載があればよいかと思いました。
掲載の意図が違っているのかもしれませんが、利用する場合は、エネルギーの記載は欲しいですし、炭水化物の記載も
差し引き法であってもよいので数字が入っていると使いやすいと思います。

2-2 2025/1/26
日本食品成分表のデーターの基本的情報（母乳採取の時期、サンプル数、分析方法など）がわからないので、日本食品
成分表のデーターを併記する必要はないように思う。

2-2 2025/4/7 新規
母乳鉄含有量も分娩後日数が経るにつれてやや減少傾向にある。日本人の食事摂取基準（2025 年版）まで母乳鉄含有量
はアメリカ・カナダの食事摂取基準の採用値（0.35mg/L）を採用していたが、わが国でも母乳鉄含有量を詳細に検討し
た報告があり、その値（0.35mg/L）を採用した(11),(12)。

2-2 2025/4/7 既存
「しかし、母乳中鉄濃度は授乳婦の鉄栄養状態や分娩後日数に関わらずほぼ一定とみなすことができ、複数の論文に基
づいているアメリカ・カナダの食事摂取基準の採用値（0.35mg/L）を採用した(13)。」を削除

2-2 2025/1/26
母乳では絶対的に不足する栄養素（カルシウム、ビタミンD、鉄など）はビタミンKのように補充を前提とすることを今
後考えても良いように思います

2-2 2025/4/7
「しかし、妊産婦と乳児のヨウ素代謝と甲状腺機能を詳細に検討した報告があり、その母乳含有量（135μg/100g,母乳
比重を1.017とすると137μg/L）を採用した(19)」を追記。

2-2 2025/4/1
また、一般に、母乳の栄養素含有量は分娩後日数が経過するにつれて減少する傾向がある。月齢別に母乳栄養素を分析
した報告もあるが、0～5か月の母乳含有量は、分娩3か月前後の母乳分析値を用いた

2-2 2025/4/1 新規

出産後3～5日間に分泌する初乳は免疫物質を多く含み、成熟乳よりもたんぱく質含有量が多く、脂肪、乳糖、エネルギーが低い。その後、成熟乳
に移行するまでに、免疫成分、たんぱく質が減少し、脂肪、乳糖が増加して2週間程度で組成は安定する。たんぱく質含有量は6か月頃まで減少す
る。ビタミンＡ濃度は、初乳の含有量が高く、時間経過とともに低下する(6, 7)。初乳を含めた分娩後6か月間の母乳のビタミンＡ濃度の平均値
411μgRAE/Lを採用した。母乳のビタミンD含有量は少なく、測定法によって大きく値が異なるため、母乳のビタミンD濃度をもとに目安量を算
出することは困難である。また、授乳婦のビタミンDの状態や季節などによって影響を受けるため、母乳中の濃度の代表値は設定していない。ビ
タミンE濃度は初乳から成熟乳にかけて低下するため(7-9)、日本人の母乳中のα‐トコフェロール量の平均値（約3.5～4.0mg/L）を採用した。ビ
タミンK含量は低く(7, 10)、日本人の母乳中のビタミンK濃度の平均値5.17μg/Lを採用した(7, 10)。日本人女性の母乳中鉄濃度の代表値を推定で
きる信頼性の高い論文は見当たらない。しかし、母乳中鉄濃度は授乳婦の鉄栄養状態や分娩後日数に関わらずほぼ一定とみなすことができ、複数
の論文に基づいているアメリカ・カナダの食事摂取基準の採用値（0.35mg/L）を採用した(11)。母乳中の亜鉛濃度は分娩後、日数とともに対数
関数的に低下する(12)。日本人の母乳中の亜鉛濃度に関する報告に基づくと(13-15)、日本人の母乳中亜鉛濃度（Y）と分娩日数（X）との間に
は、Y=-1.285 1n(X)+7.0105という回帰式（相関係数0.988）が成立する。この回帰式について、7～150日の積分値を求め、日数で割ると
1.61mg/Lという数値が得られる。この値を生後5か月までの日本人の母乳中亜鉛濃度の代表値とした。母乳中のマンガン濃度の平均値11μg/L
は、分娩後1～365日の日本人女性約4,000人を対象とした研究報告に基づいている(13)。この値は他国で得られている値よりも高いが(16)、他に
参照すべき値が見当たらない。日本人の母乳中ヨウ素濃度に関して、77～3,971μg/L（n=39、中央値172μg/L）とする報告(17)、および83～
6,960μg/L（n=33、中央値207μg/L）とする報告がある(18)。これら2つの報告の中央値の単純平均は（189μg/L）、日本人の母乳中ヨウ素濃
度の代表値とみなすことができる。しかし、この値は高すぎると判断したため、日本の0～5か月児の目安量の算定には用いていないが、日本人授
乳婦と新生児のヨウ素代謝と甲状腺機能の詳細な検討が最近報告され(19)、高い母乳中ヨウ素含有量は信頼できるデータと考えられるため修正が
必要である。日本人の母乳中クロム濃度に関して、対象者79人中、1μg/L未満が48%、1～2μg/Lが25%、5μg/Lを超えるのは8％に過ぎず、中
央値は1.00μg/Lであったとする報告がある(20)。この値はWHOと国際原子力機関が実施した世界各国の母乳中クロム濃度の測定結果の範囲内で
あり(21)、信頼性は高いと判断できることから、1.00μg/Lを日本人の母乳中クロム濃度の代表値とした。日本人の母乳中モリブデン濃度につい
て、0.8～34.7μg/L（中央値2.9μg/L）という報告と(22)、0.1未満～25.91μg/L（中央値3.18μg/L）という報告があり(20)、両報告の中央値を
平均した3.0μg/Lを日本人の母乳中モリブデン濃度の代表値とした。
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2-2 2025/4/7 新規

「近年、わが国では低出生体重児の出生率が約9.5%と欧米に比べて著しく高く、その要因として妊産婦の栄養摂取量や
妊娠中の体重増加が不良であることが指摘されている。これらのことから授乳婦の栄養状態により母乳の栄養素含有量
が変化していることが危惧されているが、古いものと最近の論文で日本人の母乳中栄養素含有量は大きく変化していな
い。さらに、出生時体重が少ない群と正常群での母乳栄養素含有量に差がないことも報告されている(25)。」を追記。
「なお、各栄養素について採用されたデータ (5-18, 20-24, 26-43)の一覧を表１に整理した。しかし、比較的古いデータ
が多く、最近の食生活を反映した母乳栄養素組成の研究が必要と考えられる。」を削除。

2-3 2025/4/1 既存 タイトルを調製粉乳→調整乳に変更
2-3 2025/4/1 既存 2-3 L6 牛乳アレルギー→新生児・乳児食物蛋白誘発胃腸症
2-3 2025/4/1 新規 2-3 L9　「現在は一部の特殊ミルク（フェニルアラニン除去ミルク、ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク）を

除き、殆どの治療乳で必要量が添加されている」
2-3 2024/12/28 既存 2-3：乳児用調製乳摂取量、エネルギー摂取量、たんぱく質摂取量について文献の追加（Jinno S, et al. Biosci

Biotechnol Biochem. 2020;84:1259-1264）。生後6か月までの体格に差がなかったことについて文献の追加（Jinno S, et
al. Biosci Biotechnol Biochem. 2020;84:633－639）。調製粉乳→調製乳に修正。

2-3 2024/12/24 既存

「コーデックス規格基準では欠乏症・過剰症の報告が見られないことより、コーデックス規格程度の栄養素摂取を目安
量とするのが適切」とある一方で、ヨウ素やマンガンについては「欠乏症は見当たらないが、乳児用調整乳のみの摂取
では推奨量や目安量を満たさないと推定される」とあり、目安量について、異なるロジックが展開されているように感
じる。完全人工栄養の乳児においてヨウ素・マンガンが推奨量・目安量を満たさないのであれば、現行の推奨量・目安
量の根拠についての参考文献を示し、より慎重な記載とすることが望ましい。

2-3 2025/4/1 既存 2-3 L16　「なお、欠乏症の報告は見当たらないものの、離乳食開始前の月齢において乳児用調製乳のみを摂取している
場合には食事摂取基準の推奨量や目安量を満たさないと推定される栄養素（ヨウ素、マンガン）が存在する。」 →「な
お、欠乏症の報告は見当たらないものの、国内では添加が認められていない栄養素（マンガン、ヨウ素、コリン）につ
いては一部の乳児用調製乳、特殊ミルクまたは治療乳のみを継続的に摂取している場合に推奨量や目安量を満たさない
可能性がある。」

2-3 2024/12/19 新規
調整乳のところで、治療乳のことが記載されていますが、むしろ早産児や低出生体重児の栄養について記載がある方が
よいのではと思っています。

2-3 2024/12/19 新規 調整乳で育児用調整粉乳とフォローアップミルクの違いについても記載があるとよいと思います

2-3 2025/1/26 既存
人工乳はあくまで人工的に作成したものであるなどの理由で記載されていません。育児用調整乳に言及するかどうかは
あくまで全体会議の方針によると思います。しかし、CODEXのinfantil formulaの組成は掲示して良いように思います。

2，4 2024/12/24 既存
表1では、6-8か月・9-11か月について、たんぱく質は月齢区分ごとの摂取量が記載されているが、ミネラルについては
6-11か月がまとめて記載されており、2-4での記載で説明がある方がよい。

2，4 2024/12/24 既存
表3では、エネルギー、たんぱく質、鉄については、性別・月齢区分ごとの必要量・目安量が記載されており、これらに
ついて細かく設定することについての説明がある方が良い。

2，4 2025/1/24 既存
離乳食の摂取量のたんぱく質の量が6〜8か月で6.1g/日、9か月〜11か月で17.9g/日と3倍ほど違いがあり、離乳中期に該
当する時期の設定について検討する。

2，4 2025/4/1 既存
2-4 L1　「前回の検討の後に報告された論文は見られなかった」→「全国規模の調査は2003年の中埜らによるもの以降
行われていない」

2-4
5-2

2025/1/25 新規

離乳食開始後に食物アレルギーを心配して、蛋白源食材をうまく進められない養育者や指導者を散見します。逆に、こ
の時期に過剰に摂取するケースはあまり経験しない印象です。
1歳以上では目標量をエネルギー比率で13～20％とかなり広い設定になっていますが、離乳期もいくらか幅があってもよ
いのではないかと思います。たんぱく質の離乳授乳の支援ガイドはこの摂取基準をもとに策定されるかと思いますの
で、利用する側が慎重になりすぎないような、幅を持たせた記載の仕方になっても良いように思いました。

4 2024/12/24 既存
表2の下部[算出方法]の「ただし、公表数値が年齢区分と合致しない場合は、同様の方法で算出した値を用いた」の部分
が理解困難のため、修正が必要。

4 2025/4/1 新規
4 L1　「0～17 歳については、日本小児内分泌学会・日本成長学会合同標準値委員会による小児の体格評価に用いる身
長、体重の標準値 (62)を参照体位とした（表２）。」を削除。4-1として記載していた内容を4の先頭へ。
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4-1 2024/12/24 既存
「参照体位に用いた日本人小児の体格評価に関する基本的考え方」というタイトルに合致するわかりやすい説明が必
要。引用の文章を掲載することに異論はないが、これだけでは、なぜ表2の参照体位が適切と考えられるのかの根拠がわ
かりづらい。もう少し一般的にも理解できるような記載が必要と考える。

4-1 2025/1/26 既存

参照体位：2015年版では、当時日本小児内分泌学会理事長の田中敏章先生がデーターの整合性などを検討していただき
ました。今回は日本小児内分泌学会に栄養委員会がありますので、日本小児内分泌学会栄養委員会(井ノ口先生委員長）
にデーターを含めて修正をお願いしてはいかがでしょう？
乳幼児身体発育調査結果も例査５年（2013年）に発表されています

5 2024/12/19 既存
5．乳児・小児における基準策定に当たっての留意点　5-1.エネルギー：体格の評価は肥満度を使う？　BMI％ileもしく
はBMI‐SD？

重要

5-1 2024/12/24 既存

エネルギーの項目にも関わらず、エネルギーに直結した内容になっていない。乳児および小児では参考資料のエネル
ギー必要量を参照する、となっているが、その算出に関する内容を記載すべきと考える。一方、最後には、エネルギー
の過不足は身長体重の成長曲線を評価してエネルギーの過不足を評価する、ともなっていて記載が全体的にわかりづら
い。

5-1 2024/12/24 既存

成人ではエネルギーを示す指標としてBMIを用いる、小児では（日本では）肥満度、成長曲線を用いるという内容の記
載がされているが、（エネルギーの項目ではない）別の項目を設けて説明をすべきと考える（4－1の体格評価に関する
記載に加えた方がよいのではないか）。参考文献として引用される海外の文献においては、一般的に小児の体格評価は
BMIで行われていることも踏まえ、さらに踏み込んだ日本人小児の体格評価におけるBMIの使用についての検討が行わ
れてもよいのではないか。

5-1 2024/12/19 新規
乳児期のエネルギー必要量の記述が非常に煩雑でわかりにくいように思います。体重あたり等で記載する等の簡便化は
できないでしょうか

5-1 2025/4/1

「エネルギーについては、摂取量と消費量のバランス（エネルギー収支バランス）を示す指標として成人で BMI を採用
しているが、目標とする BMI の提示は成人に限られていることから、乳児及び小児では参考資料のエネルギー必要量を
参照する。なお、小児の体格の評価には、実測体重と標準体重から算出される肥満度を用いることが多く、歴史的に肥
満度 20%以上が肥満とされる 51)。小児 BMI については、パーセンタイル曲線が報告されているが、成人と異なり、目
標となり得る BMI 値は短期間に大きく変化する 52)。幼児及び小児の体格は経時的に変化するため、エネルギー摂取量
の過不足のアセスメントは、成長曲線（身体発育曲線） を用いて成長の経過を縦断的に観察することで行う。すなわ
ち、体重や身長を計測し、成長曲線（身体発育曲線）のカーブに沿っているか、成長曲線から大きく外れるような成長
の停滞や体重増加がないかなどを検討する。」→「成人におけるエネルギーの評価では、摂取量と消費量のバランス
（エネルギー収支バランス）を示す指標として BMI を採用している。BMIは、国際的には、成人との整合性も考慮し、
小児においても妥当な体格評価指標とされている(63, 64)。しかし、日本では慣習的に、肥満度（＝（実測体重－標準体
重）÷標準体重×100（％））による小児の体格評価が推奨されてきたため、日本人小児の2000年度データを基にした
年齢別性別BMI基準値（成長曲線）は存在するが(65)、その有用性の検討そのものが、これまでほとんどされてこな
かった。現在、一般的に小児のエネルギー摂取量の過不足のアセスメントは、肥満度の増減だけではなく、特に、体
重・身長の成長曲線を用いて成長の経過を縦断的に観察することで行う。すなわち、体重や身長を計測し、成長曲線の
カーブに沿っているか、成長曲線から大きく外れるような体重・身長の変化がないかなどを検討する。」

5-2 2024/12/26 既存

小児の推定平均必要量算定の説明がややわかりにくい（とくに新生組織蓄積量の部分）。窒素出納試験による小児のた
んぱく質必要量に関する報告はほとんどないが引き続き検索が必要と考える。2019年の国民健康栄養調査の報告では1～
6歳のたんぱく質摂取量は44.6g、7～14歳では71.5gと推奨量より多い。最後の文章で乳児期のたんぱく質摂取が多いと
小児期のBMIが高くなることに触れられているが、乳幼児期のたんぱく質摂取過多に対する注意換気をしてもよいかも
しれない。

5-2 2024/12/19 既存

5-2．たんぱく質
「なお、乳児期から離乳期のたんぱく質摂取量が多いと、乳児期の体重増加が大きいことや小児期のBMI が高くなるこ
とが報告されている53–56)。」→小児期にBMIが低い（低栄養）時はたんぱく質が不足している可能性を示唆された論
文のように思います。現在の記載はたんぱく質を多くすることはいけないようなとらえ方になるように思います。体重
あたり２~3g（4g？）程度までは許容できる等の記載があることが必要では？

重要

文章の書き方
としてたんぱ
く質の摂取量
が多いことは
よくないとと
られるような
書き方になっ
ているように
思います

5-3 2025/4/1 新規

5-3 L1 「国連食糧農業機関（Food and Agriculture Organization of the United Nations）と世界保健機構（World Health
Organization）は、成長のためのエネルギー必要量と組織形成のための脂肪必要量を満たすために、生後 6 か月までの
乳児における脂肪摂取量は、総エネルギーの40～60% にすべきとしている(71)。その後は身体活動に応じて、総エネル
ギーの20%～30%に徐々に減らしていく。母乳中に最も多く含有する脂肪酸（40％～50％）は飽和脂肪酸であり、次い
で一価不飽和脂肪酸とPUFAである。」  
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5-3 2025/4/1 新規

5-3 L26 「乳児のn-6系およびn-3系脂肪酸について、母乳が乳児にとって理想的な栄養源と考え、母乳脂質成分(30, 31)
と基準哺乳量（0.87L/日）(2, 3)から目安量を設定した。0～5か月の乳児は母乳（又は乳児用調整乳）から栄養を得てい
るが、6か月頃の乳児は離乳食への切替が始まる時期であり、6～11か月の乳児は母乳（又は乳児用調整乳）と離乳食の
両方から栄養を得ている。この時期は幼児の移行期と考え、0～5か月の乳児の目安量と1～2歳児の目安量（中央値）の
中間値を用いた。0～5か月児の目安量は、母乳中のn-6系およびn-3系脂肪酸濃度（5.16 g/L、1.16 g/L）に基準哺乳量
（0.78g L/日）を乗じて求めた」

5-3 2024/12/19 既存
5-3.脂質　：飽和脂肪酸のことだけに限局して記載されていますが、PUFAの摂取がこどもの脳の発達には必要ではと思
いますので、記載が必要ではと思います。

5-3 2024/12/28 既存 5-3：脂質について、乳児期のn-6系およびn-3系脂肪酸の母乳含量および目安量についてデータを追加して修正を検討
する（Ueno HM, et al. Curr Dev Nutr. 2020. doi: 10.1093/cdn/nzaa105. eCollection 2020 Jul.）。

5-3 2024/12/24 新規
飽和脂肪酸、トランス脂肪酸など小児期からも摂取を控えることが必要なものに関しては、動脈硬化の予防、高LDL血
症など、予防したい疾患における摂取量の上限の目安など、なにかしらのrecommendation があるとよいと思われる

5-3 2025/1/26 既存
,5-３脂質：n-6, n-3系の記載がないとのことですが、2020年版以降は脂質の項目に乳児からの摂取基準が示されてい
る。トランス脂肪酸に関しては、まず、成人での表示が示されてからになるように思います。2015年でも検討され、脂
質の項目に文章で記載されていますが、表では示されません。

5-4 2024/12/19 既存 5-4.食物繊維だけでなく、糖質の摂取量等について記載が欲しい

5-4 2025/4/1 新規
令和4年度に実施された国民健康・栄養調査報告書によると1₋6歳男児の中央値は10.8g、女児は11.2g、7-14歳の男児は
16.2g、女児は16.3g、15-19歳の男児は17.6g、女児は19.0gであった(88)。

5-4 2025/4/1 新規
【表7（3-5歳）の食物繊維の目標値は男女ともに11以上に変更？　表９（6-7 歳）の食物繊維の目標値は男女ともに11
以上に変更？　表11（8‐9 歳）の食物繊維の目標値は男女ともに17以上変更？】

5-4 2024/12/25 新規
糖質：小児においても生活習慣病の予防の観点から摂取量の目安があるのが望ましい。果糖を含む加工食品など、摂取
量の現状把握などから、recommendation Valueなどがあるとよいと思われる

5-5 20241220 既存

母乳栄養児のビタミンD補充量：現在の乳児の食事摂取基準において目安量は5.0㎍/日（耐容上限量25㎍/日）である
が、目安量は海外と比較してもかなり低値である。欧米では1歳未満では400IU（＝10㎍）/日が推奨量であり、日本の推
奨量は半量である。400IU/日を1日で摂取するためには人工乳栄養児の場合は800ｍｌでよいが、完全母乳の場合は8-
20L/日が必要とされるため、母乳栄養児にはビタミンK同様サプリメントとして補充しなければ目標摂取量を達成する
ことは現実的ではない。日本でも2018年に富本が母乳栄養児におけるビタミンDの適切な補充量に関する検討を報告し
ており、400IU/日が適切な補充量と結論付けている。（日本小児科学会雑誌vol.122. no.11, Nov.2018)

5-5 20241220 既存

幼児期以降のビタミンD不足の報告も数多くあるが、わが国での推奨量は以前より増量されたが依然海外に比べて少な
く、海外では200－400IU/日だが日本での1歳から17歳の推奨量は120－360IU/日にとどまっているため見直しが必要で
あると考えられるが、日本人小児の適切なビタミンD補充量に関して検討した文献は探せなかった。

5-5 2024/12/28 既存 5-5：ビタミンDについて、日本小児医療保健協議会栄養委員会より発出予定の「乳児期のビタミンD欠乏の予防に関す
る提言」に合わせて記載内容を修正する。表1に母乳中ビタミンDのデータを追加する（Tsugawa N, Nutrients. 2021.
doi: 10.3390/nu13020573）。

5-5 2025/1/26 既存 ビタミンDに関しては、日光照射も必要であることを強調するのがよいと思います。小児での日光照射に関して、2025
版でも文章で記載されているが、新しい知見があれば紹介する。近年、乳幼児の日焼け止めクリームなどが宣伝されて
おり問題です。成人では健康のための紫外線日光浴のすゝめ ～最適な日光浴時間大公開！～ 国立環境研究所「環境儀」
第79号の刊行について｜2020年度｜国立環境研究所が発表されています

5-5 2025/4/1 新規 6歳までの乳幼児に対するビタミンD 1200～10000 IU/日(30～250 μg/日)あるいは単回投与600000 IU (15000 μg)に
よって有害事象は増加しないと報告されている(98, 99)。2019年に改訂されたFAO/WHOのビタミンD摂取基準に基づい
た4歳未満の小児のビタミンD投与量と血清25-ヒドロキシビタミンD値の関連についての研究では、10 μg/日の投与に
よって97.3％が25(OD)D濃度の正常下限 28 nmol/L（11.2 ng/mL）を超えており、また35 μg/日の投与で正常上限200
nmol/L(80 ng/ml)を超えたのは1.4%であった(100)。2025年3月には、日本小児医療保健協議会栄養委員会より「乳児期
のビタミンD欠乏の予防に関する提言」が出され、ビタミンD欠乏に対する啓発と適切な栄養指導の重要性が提言された
(101)。  
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5-6 20241226 既存

文章が新生児はビタミンK欠乏に陥りやすい理由と、ビタミンKの経口投与の説明がほとんどである。目安量を設定した
基準についての説明をもう少し入れた方がよいと思われる。小児では成人の目安をもとに算出、0-5か月児では母乳から
の摂取量を目安量とし、6-11か月時では母乳以外の食事からの摂取も考慮して目安量としたようだが、根拠がはっきり
としない。9-11か月児の目安量が7µg/dayであるのに対し、1-2歳児は男児50，女児60と数値があまリにも違っている。

5-6 2025/4/1 新規
現在では出生後哺乳確立時、生後１週または産科退院時のいずれか早い時期、その後は生後3か月まで週1回ビタミンＫ
の経口投与を行うのが一般的である (103)。

5-6 2025/1/16 既存
新生児・乳児のビタミンK投与方法について、3か月法がスタンダードになっています（新生児と乳児のビタミンK欠乏
性出血症発症予防に関する提言、2021年11月）。3か月法を推奨する根拠となった文献も含めて、記載を追加してはど
うでしょうか。

5-6 2025/1/26 新規

ビタミンK：乳児の目安量は、母乳のビタミンK含有量から算出されている。しかし、ビタミンKは全乳児で薬として投
与されている。ビタミンKが投与されている前提で目安量が設定されていると思います。表３の注として、下段に”ビタ
ミンKの目安量は母乳含有量から算出したが、ビタミンKが補充されていることを前提としている”趣旨のことを記入し
てはどうでしょうか？

5-7 20241229 既存
国内（外）ともに、地域の数百例レベルの研究での摂取量の検討はあるが、WHOのガイドライン以上のエビデンスとは
考え難いか。研究はナトリウム（塩分）に関するものの方がカリウムに関するものより若干多い（詳細要検討）。

5-8 20241229

5-8 2024/12/28 既存 5-8：カリウムについて、1-7ミネラルには乳児の目安量について記載があるが、表5にはカリウムの目安量について記載
がない。

5-9

2025/4/1 既存 「乳児の目安量については、母乳中のカルシウム濃度及び哺乳量から算出されている。乳児用調製乳は母乳に近い組成
になっているが、その吸収率は母乳の吸収率約 60%86)に対して、約 27～47%とやや低いと報告されている 87)ことから
留意が必要である。」→「乳児については、母乳から必要なカルシウム量を摂取できるとし、母乳中のカルシウム濃度
及び哺乳量から目安量を算出した。0～5か月児については、日本人を対象とした報告(13, 40) から母乳中のカルシウム
濃度を250mg/Lとし、基準哺乳量（0.78L/日）(2, 3)を乗じると195mg/日となり、丸目処理を行って200mg/日を目安量
とした。乳児用調製乳は母乳に近い組成になっているが、その吸収率は母乳の吸収率約 60%(106)に対して、約 27～
47%とやや低いと報告されている (107)ことから留意が必要である。6か月以降の乳児については、母乳と離乳食、双方
に由来するカルシウムを考慮する必要がある。6～11か月の哺乳量（0.53L/日）(4, 5)と母乳中のカルシウム濃度の平均
値（250mg/L）(5, 13, 40)から計算される母乳由来の摂取量（131mg/日）に、各月齢における離乳食由来のカルシウム
摂取量から得られる6～11か月の摂取量（128mg/日）(26)を足し合わせたカルシウム摂取量261mg/日となり、丸め処理
を行って250mg/日を目安量とした。1歳以上については、性別及び年齢区分ごとの参照体重を基に要因加算法を用いて
推定平均必要量及び推奨量を設定した。幼児期におけるカルシウム摂取量とカルシウム代謝への影響を見た研究は諸外
国を含めても少ない(108)。」

5-9 20241223 既存

現在の食事摂取基準では乳児は諸外国とほぼ同量であるが、幼児期から思春期までの骨塩量を蓄積するのに重要な年代
のカルシウム摂取推奨量はまだ海外に比べて低い。しかも性別を問わず推奨量の60-80％しか達成できていないことが指
摘されており、この点についても強調すべきではないか。

5-9 20241223 新規

国民健康・栄養調査結果を踏まえて日本人は性別年齢を問わず食事摂取基準の推奨量を満たしていないこと、小児期の
骨折発生率が増加傾向にあること（独立法人日本スポーツ振興センター、学校の管理下の災害基本統計）、前思春期か
ら思春期のカルシウム摂取量の違いが骨密度へ与える影響（J Nutr Sci Vitaminol.2020)や、年齢が上がるごとにカルシ
ウム摂取充足率が更に下がるなどについての記載を加えた方がよいのではないか。

5-9 20241223 新規
カルシウム吸収に影響を与える要素（マグネシウム、ビタミンD、リン)についてカフェイン、シュウ酸などの記載も加
えた方がよいのではないか。
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5-9 2024/12/28 既存 5-9：カルシウムについて記載内容の変更（「乳児用調製乳は母乳に近い組成になっているが、その吸収率は母乳の吸収
率の約59～76%に対して、約24～67%であることが報告されている。乳児用調製乳での吸収率の変動はパルミチン酸の
sn-2結合比や乳糖の組成等の違いに起因することが指摘されていることから、留意が必要である。」）と文献の追加
（Shertukde SP, et al. 2022;13:1529-1553）。

5-9 2025/1/25 既存 特に15歳以上の国民栄養調査のカルシウム摂取量は推奨量をはるかに下回っている。やせ女性の骨量が少ないことも課
題になっており、摂取量レベルでの影響を見た研究は少ないとなっているが、検討が必要。

5-10 2024/12/23 既存

小中学生では、鉄摂取量が推定平均必要量に満たない者の割合が高い。
2017年の論文が引用されていたが、2023年に日本人4450人を対象とした調査が報告されているので、参考文献としてそ
ちらの採用はどうでしょうか？
Nutrients. 2023 Dec 14;15(24):5113

5-10 2024/12/28 既存 5-10：鉄について、2020年版における1~5歳の鉄推奨量が4.5～5.5mg/日であったが、2025年版では4.0～5.0に引き下げ
られており、その理由について本文に記載がない。日本人おける1～5歳の貧血疑いの頻度（2.6-7.8%）ついて論文を追
加する（Nakamura Y, et al. Biosci Biotechnol Biochem. 2024, Online ahead of print）。

5-10 2024/12/19 新規

妊娠中に貧血がなかったお母さんから誕生した乳児の生理的貧血程度とその後の変化について調査ができるとよいと思
います（鉄を3㎎摂取するには、牛肉であれば120g、育児乳であれば360ml必要となります。育児乳を摂取しない限り離
乳期に鉄の必要量を摂取することは大変難しい状況です。どの程度の貧血であれば幼児期になっても改善が難しいの
か、母親が貧血がある場合とない場合では生理的貧血の出現時期等や程度も異なるのではと思っているのです
が・・・）

5-10 2025/1/25 新規
離乳期に鉄は、通常の食事で補うにはかなり多めの推奨量ですが、含有量の多いレバーなど動物性の食品の摂取時に、
ビタミンAの過剰症に留意すべきことの記載は要らないでしょうか。

5-10 2025/1/26 新規
乳児での貧血の調査があります。Isomura H et al. Ped Int 53: 807-813, 2011。これらの論文を引用して、母乳栄養児は
離乳食で鉄摂取の積極的推奨するように記載するのはいかがでしょう？

5-10 2025/4/1 新規

母乳栄養児では７か月健診での鉄欠乏は30.3%、鉄欠乏性貧血は9.0%、10か月健診ではそれぞれ58.2%、30.0％との報告
がある（追加１：富下和彦：母乳栄養児における乳児後期鉄欠乏の検討.　外来小児科24: 343, 2021. 93)。母乳の鉄含有
量は、乳児用調整乳に比べて含有量が非常に少ない。「授乳・離乳の支援ガイド」では、母乳育児を行っている場合、
生後 5～6 か月を目安として離乳を開始するとともに、鉄の供給源となる食品を積極的に摂取するなど、離乳の進行を踏
まえてそれらの食品を意識的に取り入れることを推奨している 79)。生後9か月以降の乳幼児に推奨されているフォロ
アップミルクは鉄が補充されているので離乳食に使用するなどが推奨される。

5-11 2025/4/1 新規

5-1 　亜鉛
母乳の亜鉛含有量は、分娩後の日数が経るにつれ減少する。日本人母乳のデーターで引用論文26)、亜鉛含有量(μ

g/dL)は初乳で475±248,分娩後11-20日で337±89.21-89日で177±108,　90-180日で67±80と報告されている。低出生
体重児では亜鉛欠乏の合併率が高いと報告されており追加論文１、その予防のためにも初乳や移行乳の授乳が推奨され
る

5-12 2024/12/24 既存

乳児の目安量が日本人のデータで計算すると、アメリカ・カナダの目安量 (110 µg/日)と比べて高すぎので、体格差を考
慮して100 µg/日とされた、とのことで根拠が乏しく人種の違い、特に日本人は歴史的にヨウ素を多く摂取していること
が知られており指摘な量を欧米人と比べて良いのかなど、疑問が感じられる。基本的に乳児・小児では日本人のきちん
としたデータがない。
32,025人の小学生の早朝尿のヨウ素濃度を調べた全国調査の研究では、多くの地域ではヨウ素の摂取量は適切である
が、いくつかの地域では摂取過剰と結論づけられており、地域でかなり変動がある (Fuse Y, et al. J Clin Endocrinol
Metab 2022; 107: e2065)。幼児のデータは見つけられなかった。摂取ヨウ素の90%が尿中に排泄されると考えれば、摂
取量を推定することができるかもしれないが、24時間蓄尿を用いた方法が最も優れている (Vejbjerg P, et al. Thyroid
2009; 19: 1281, Remer T, et al. Am J Clin Nutr 2006; 83: 639)。乳幼児で24時間蓄尿をすることは現実的には難しく、24
時間蓄尿による摂取量の目安を測定することは困難である。食物摂取頻度調査票と尿中ヨウ素を組み合わせて摂取量を
算定したりなども試みられているが、いずれにしても乳幼児のデータは探した範囲では見つけられなかった。
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5-12 2025/4/7 新規

5-115-12 　ヨウ素
「母乳中のヨウ素含有量は授乳婦のヨウ素摂取量を鋭敏に反映する。従来、日本人母乳のヨウ素含有量は欧米に比べて
多かった。その原因として日本人は魚介類や海藻類の摂取量が多いことによると考えられている。しかし、日本人授乳
婦と新生児のヨウ素代謝と甲状腺機能の詳細な検討が最近報告されたため(19)、その値を採用した。国内では、母乳ヨ
ウ素含有量が著しく多い結果、新生児マススクリーニングにおける甲状腺刺激ホルモン高値が報告されている(120)。」
を追加。「0～5 か月児の目安量として、日本人の母乳中ヨウ素濃度と基準哺乳量（0.78 L/日）を乗じた値（147 µg/
日）は、アメリカ・カナダの食事摂取基準における 0～6 か月児の目安量（110 µg/日）(13)を大きく上回っており、高
すぎると判断し、日本の 0～5 か月児の目安量は、アメリカ・カナダの食事摂取基準における 0～6 か月児の目安量と日
本とアメリカの乳児の体格差を考慮して、100 µg/日とした。」を削除。

6 2024/12/28 既存 6：表16の小児(15-17歳）男児における身体活動レベルII（ふつう）の推定エネルギー必要量について、2020年版では
2800kcal/日であるが、2025年版では2850kcal/日になっている。

※既存/新規：既存は、食事摂取基準2025年版の文章中に記述があることに関する課題。
　　　　　　新規は、文章中に存在しないが、研究動向を踏まえ要検討の課題
※重要で、次回改定時に記述変更や追加の可能性が高い課題について「重要」と記載。
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【要旨】 

高齢者の健やかな生活を維持するうえで重要な病態、すなわちフレイル、サルコペニア、認知

症の予防に資する栄養素について、ChatGPT o1 Proモデルを用いてスクリーニングした結果を報

告する。予防に関連する栄養素として、フレイルには、たんぱく質、ビタミンD、カルシウム、オメガ 3

系脂肪酸、ビタミンB12、葉酸が選定された。サルコペニアには、たんぱく質、HMB、ビタミンD、オメ

ガ 3系脂肪酸、カルシウム、クレアチン、ビタミン B12、葉酸が関連し、認知症には、オメガ 3系脂肪

酸、ビタミン B6、ビタミン B12、葉酸、ビタミン D、ビタミン E、MCTがあがった。 

AI（artificial intelligence）による推論には一定の限界があるものの、既存の研究との整合性は保

たれており、今後の文献レビューにおける重点をスクリーニングするのに有効であった。これまでの

議論の流れや「日本人の食事摂取基準」が目指す方向をふまえると、たんぱく質、ビタミン D、ビタ

ミン B群、エネルギーの 4項目を重視した検討が、高齢者への指針策定に際して効率的であると

考えられた。 

本報告書は、生成 AIの利用により、栄養素選定のプロセスを効率化できる可能性を示した。こ

れからの研究では、AIやテキストマイニングをはじめとする新しい技術と、伝統的な研究手法を融

合させることが必須になる。食事と栄養の科学的なエビデンスを蓄積し、それに基づくアプローチ

の提案は、個人および社会の双方に有益であり、予防医学の実践や限られた医療資源の適正配

分の観点からも、今後さらに重要性を増す。 

A. 背景と目的

高齢者の健康維持において、食事や栄養

が果たす役割は極めて重要である。しかし、

「どのような食事や栄養素が、どのような高齢

者に有効か、あるいは不利益をもたらすか」に

ついての科学的な解明は十分ではない。 

高齢者の健康状態は多様であり、個々の状

況に応じた食事や栄養の指針を策定する必要

がある。一方、公衆衛生的な観点からは、個別

性を追求しすぎると指針の一般性が損なわれ、

さらには実用性が低下する恐れがある。そのた

め、一定の普遍性を保ちつつ、個別対応が可

能な指針を構築することが課題となる。 

高齢者の健康寿命や生活の質に深く関わ

る病態に着目し、食事・栄養との関連を検討す

ることで、具体と抽象のバランスを取ることがで

きる。「フレイル」「サルコペニア」「認知症」は、

加齢とともに発症リスクが高まり、健康や生活
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への影響が大きい。これらの病態と食事・栄養

の関係を明らかにすることは、科学的にも実践

面でも重要である。 

「日本人の食事摂取基準（以下、摂取基

準）」では、定量的な記述が重視される。その

ため、定量的な議論につながる要素をスクリー

ニングすることが、今後の文献レビューの前提

となると考えた。 

 

B. 方法 

精度と推論能力が高いとされる ChatGPTモ

デル（o1 Pro mode）を用いて、フレイル・サルコ

ペニア・認知症の発症予防に資する栄養素を

スクリーニングした。 

まず、「〇の発症予防に資する栄養素の目

標量を明らかにすること（〇にはフレイル・サル

コペニア・認知症のいずれかを入力、以下同

様）」という目的を設定した。次に、「〇の発症

予防に資する栄養素をスクリーニングする」と

入力して候補を抽出し、さらに「RCT研究の結

果に基づいて、〇の発症を予防する目標量を

示してください」と入力して数値を出力させた。 

回答のばらつきを抑えるため、同じ質問を複

数回繰り返し、表現や言い回しを調整したプロ

ンプトも使用した。その結果、3回以上繰り返し

出力された栄養素を候補として選定した。本解

析は 2025年 3月に実施した。 

 

C. 結果 

AI（artificial intelligence）が推論した、フレイ

ル・サルコペニア・認知症の発症予防に資する

栄養素の候補は以下の通りである。 

 フレイル：たんぱく質、ビタミン D、カルシ

ウム、オメガ 3系脂肪酸、ビタミン B12、葉

酸。 

 サルコペニア：たんぱく質、HMB（β

-hydroxy-β-methylbutyrate）、ビタミンD、

オメガ 3系脂肪酸、カルシウム、クレアチ

ン、ビタミン B12、葉酸。 

 認知症：オメガ 3系脂肪酸、ビタミン B6、

ビタミン B12、葉酸、ビタミンD、ビタミン E、

MCT（Medium-Chain Triglycerides）。 

それぞれの要素について、具体的な目標量も

推論されたが、データは開示しない。 

 

D. 考察 

ChatGPTの回答には、学習データに起因

するバイアスが含まれる可能性があり、その正

確性は保証されない。特に医学や栄養学の分

野での活用に際しては、一次情報の精査と専

門家による検証が不可欠である 1）。 

今回、AIが提示した候補について、実際に

目標量の設定が可能かは不明であるものの、

医学研究者の観点から明らかに不適切と判断

されるものは見当たらなかった。定量的な議論

の対象として、過剰な候補が含まれる可能性

はあるが、不足はなく、AIの活用により、文献

レビューの妥当な重点対象を選定できた。 

AIが抽出した栄養素のうち、たんぱく質、ビ

タミン D、オメガ 3系脂肪酸などは、既存の研

究でフレイル・サルコペニア・認知症予防との

関連が示唆されている。一方、HMB やクレア

チンは運動介入と併用することで効果が期待

されるが、単独での有効性は十分に証明され

ていない。こうした点を考慮しつつ、摂取基準

の目的や特性をふまえると、たんぱく質、ビタミ

ン D、ビタミン B群に、エネルギーを加えた 4

項目を中心に文献レビューを進めることが効

率的である。今回は「発症予防」の観点に基づ

いてスクリーニングを行ったが、今後の文献レ

ビューでは「重症化予防」の視点も加えた上で、

文献抽出の際のアウトカムの設定について検

討を重ねる必要がある。 

摂取基準において「エネルギー・栄養素と

関連する疾患等」に疾患を追加する際の基準

の一つとして、「エネルギーの供給とは別に、

食事摂取基準の策定対象となる複数の栄養

素が、通常の食品の組み合わせで摂取可能

な範囲内で、疾患の発症や重症化の主要因と

なるもの」とする条件があった 2）。摂取基準
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（2030年版）においても、フレイル・サルコペニ

アとたんぱく質・ビタミン Dの定量的な研究成

果の進展の程度が、疾患追加の要件を満たす

かどうかの鍵になると考えられる。 

「サルコペニアは身体的フレイルの代表疾

患である」といった表現が用いられることがある。

この表現は概念的には正しいが、フレイルに

該当する高齢者が必ずしもサルコペニアに該

当するわけではない。また、上原らのテキスト

マイニングやバイオインフォマティクス解析を

応用した最新の研究では、サルコペニアが老

化とは異なるメカニズムである可能性が示唆さ

れている 3）。フレイルとサルコペニアは類似す

る要素を評価してはいるものの、同一ではない

ことを認識する必要がある。 

重要なことは、いずれも介入対象を可視化

するツールであり、その治療において「栄養が

重要であると考えられている」という点である。

どちらの評価を用いることが個人や社会にとっ

て有益であるかは断定できないが、高齢者の

保健事業と介護予防の一体的実施において

「フレイル健診」が既に開始されていることをふ

まえると 4）、フレイルを軸に個別化された食事

の提案を実現することが、自然な流れであると

考えられる。 

今回、文献レビューの対象を絞り込むため

にAIを活用した。近年、文献レビューにおける

AIの活用の有効性が報告されつつあるが、少

なくとも栄養学領域においては、専門家による

レビューには及ばない。しかし、2030年代には

AI利用はさらに拡大していると予測される。将

来的に、摂取基準の策定のみならず、その活

用や実践においても、AIが重要な役割を果た

す可能性がある。AIの活用と AIに活用されや

すい方策の両面を検討していく必要がある。 

摂取基準（2025年版）では、「高齢者」に関

する記載の中に「認知症」は含まれていない。

認知症の原因疾患（アルツハイマー型認知症

や血管性認知症）ごとに、疾患と食事・栄養と

の関連性が異なる可能性が高いため、原因疾

患ごとの差異を考慮した解析の進展が待たれ

る。 

先進的な医療技術の発展は極めて重要で

あるが、日常生活に根ざした実践的な治療・ケ

アを科学的に確立し、それを通常の「食事」と

して、無理なく取り入れられる形に落とし込む

ことこそが、医療資源の配分の観点からも、今

後ますます重要性を増すと考えられる。 

 

E. 結論 

AI技術を活用することで、文献レビューの重

点対象を効率的に選定することができた。今

後は、選定されたターゲットとフレイル・サルコ

ペニア、あるいは認知症との関連を科学的に

解明することが、個人にとっても社会にとっても、

そして持続可能な医療やケアの実践の観点か

らも、喫緊の課題となる。 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

１. 論文発表 

  なし 

２. 学会発表 

  なし 

 

H. 知的所有権の出願・登録状況 

１. 特許取得 

  なし 

２. 実用新案登録 

  なし 

３. その他 

  なし 
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令和 7 年 3月 18日 
厚生労働大臣  殿 

  機関名  東 邦 大 学 

所属研究機関長 職 名  学 長

 氏 名 渡 邉 善 則 

次の職員の令和 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

１．研究事業名 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 

２．研究課題名 食事摂取基準の策定を見据えた栄養学の進展に資する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）  医学部  教授  

（氏名・フリガナ） 朝倉 敬子 （アサクラ ケイコ） 

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
■ □ ■ 東邦大学医学部倫理委員会 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：  ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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令和７年３月２６日 
厚生労働大臣 殿 

 機関名 国立大学法人東京大学 

所属研究機関長 職 名 学長

 氏 名 藤井 輝夫  

 次の職員の令和６年度 厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

１．研究事業名 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 

２．研究課題名 食事摂取基準の策定を見据えた栄養学の進展に資する研究 

３．研究者名 医学系研究科・ 名誉教授 

佐々木 敏 (ササキ サトシ)

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有 無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：             ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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令和７年４月１日 
厚生労働大臣 殿                                       

                     
                              機関名 国立大学法人千葉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 千葉大学長 
                                                                                      
                              氏 名 横手 幸太郎        
 

   次の職員の令和 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                                          

２．研究課題名  食事摂取基準の策定を見据えた栄養学の進展に資する研究                        

３．研究者名  （所属部署・職名） 千葉大学大学院情報学研究院 教授                                

    （氏名・フリガナ）  片桐 諒子（カタギリ リョウコ）                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和 7 年 3 月 19 日 
厚生労働大臣 殿                                       

                     
                              機関名 大阪公立大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  辰巳砂 昌弘       
 

   次の職員の令和 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                                          

２．研究課題名  食事摂取基準の策定を見据えた栄養学の進展に資する研究                        

３．研究者名  （所属部署・職名） 生活科学研究科・教授                                

    （氏名・フリガナ） 桒原 晶子・クワバラ アキコ                            

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和７年４月１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                              機関名 国立研究開発法人 
 医薬基盤・健康・栄養研究所 

 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                              氏 名  中村 祐輔       
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                  

２．研究課題名  食事摂取基準の策定を見据えた栄養学の進展に資する研究              

３．研究者名  （所属部署・職名） 国立健康・栄養研究所 栄養疫学・政策研究センター・室長                                 

    （氏名・フリガナ） 松本 麻衣（マツモト マイ）                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 東邦大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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2025年 3月 19日 
厚生労働大臣  

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）     

 機関名 大阪公立大学 

所属研究機関長 職 名 学長 

氏 名 辰巳砂 昌弘 

次の職員の令和 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 

２．研究課題名 食事摂取基準の策定を見据えた栄養学の進展に資する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）  生活科学部・教授 

 （氏名・フリガナ）  叶内 宏明・カノウチ ヒロアキ 

４．倫理審査の状況 

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項） 

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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令和７年 ３月 21日 
厚生労働大臣 殿

 機関名 静岡県立大学 

所属研究機関長 職 名 学長 

氏 名  今井 康之 

次の職員の令和 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 

２．研究課題名 食事摂取基準の策定を見据えた栄養学の進展に資する研究 

３．研究者名  （所属部署・職名）  食品栄養科学部 教授 

 （氏名・フリガナ）  新井 英一 （アライ ヒデカズ） 

４．倫理審査の状況 

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
□ ■ □ □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称： ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項） 

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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2025年4月16日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長）                                                                        
                                         
                             機関名 国立研究開発法人国立環境研究所 

 
                     所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                      
                             氏 名 木本 昌秀（公印省略）     
     
 

    次の職員の令和 6 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業                                          

２．研究課題名  食事摂取基準の策定を見据えた栄養学の進展に資する研究                        

３．研究者名    （所属部署・職名）環境リスク・健康領域 主任研究員                                 

 （氏名・フリガナ）岩井 美幸・イワイ ミユキ                                  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 

 □   □ 
□  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   □ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 

 □   □ 
□  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 

 □   □ 
□  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 □   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 □ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 □（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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令和 ７年 ４月 １日 
厚生労働大臣 殿                                                                      

             
                              機関名 順天堂大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 代田 浩之          
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業  

２．研究課題名  食事摂取基準の策定を見据えた栄養学の進展に資する研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部 ・ 教授  

    （氏名・フリガナ）東海林 宏道 ・ ショウジ ヒロミチ  

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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令和７年３月３１日 

厚生労働大臣 殿  

  機関名 慶應義塾大学 

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 伊藤 公平 

次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費補助金の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理

については以下のとおりです。

１．研究事業名 循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 

２．研究課題名 食事摂取基準の策定を見据えた栄養学の進展に資する研究  

３．研究者名  （所属部署・職名）医学部（産婦人科）・専任講師 

（氏名・フリガナ）春日 義史・カスガ ヨシフミ  

４．倫理審査の状況

該当性の有無 

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み 審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
■ □ ■ 東邦大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等

の実施に関する基本指針 
□ ■ □ □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：     ） 
□ ■ □ □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対象
とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：    ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：  ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。
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